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（午前９時５８分 開会） 

○森西正委員長 おはようございます。 

 ただいまから民生常任委員を開会しま

す。 

 本日の委員会記録署名委員は、増永委員

を指名します。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第１０号所管分の、藤浦委員からの質

疑の答弁を求めます。 

 まず、副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 それでは、質問番号第１番でございます。 

 中国、蚌埠市との都市交流について、私

のほうから答弁させていただきたいと思

います。 

 日本と中国の関係をよくあらわした言

葉で、政冷経熱というふうによく言われて

おります。政治の分野では冷却しておりま

すが経済の分野では加熱しているという

ような意味合いでございます。中国の市場

経済が発展していく中で、安価な労働力を

求めて日本の企業も中国への投資を盛ん

に推し進めてまいりました。今や日中の貿

易額も多額にのぼり、経済関係は活発、強

固なものとなっております。 

 一方で、過去の歴史問題で政治分野では

冷却状態がいまだ続いております。近年で

は尖閣諸島周辺の領海侵入も多発してお

り、日中を取り巻く環境は憂慮すべき状況

と言えます。しかしながら、隣国との友好

関係は重要でもあり、地道ではありますが

草の根の国際交流を通じて相互理解の必

要性はさらに増しているのではないかな

というふうに思っております。 

 ご指摘のありました市制施行５０周年

記念式典でのてんまつにつきましては非

常に残念ではありましたが、そのことをも

って対応云々とは考えてはおりません。 

 今回、来摂の意向打診があり、本市とい

たしましても蚌埠市から手を差し出され

ている状況を歓迎し、交流を大切にしてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 続いて、地域福祉計画。 

 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号７番、地域福祉計画の策定過程

におけるご提案に関するご質問になりま

す。 

 地域福祉計画の作成過程におきまして

は、地域福祉に係る団体等のご意見を聴取

するほか、市民へのアンケート調査も計画

しているところでございます。 

 ご指摘の計画に係る講演会などにつき

ましても、開催について検討しているとこ

ろでございます。 

 今後、地域共生社会の実現を目指す上で、

再度、地域の力を引き出すことが求められ

ております。 

 つながりのまち摂津の取り組みにつき

ましては、こうした流れにおける象徴的な

取り組みであると考えております。 

 続きまして質問番号１３番、補助金交付

事業についてですが、こちらで看護師会、

栄養士会の会員募集ということでござい

ますが、看護師会、栄養士会につきまして

は市施策等進める上で欠かせない存在で

あると考えており、組織を維持するために

新規会員の獲得につきまして、市としても

積極的に支援していく必要があるものと

考えております。 

 新規会員の獲得につきましては、先般、

看護師会より会員の募集記事を市の広報

誌に掲載したいとのご相談を受けまして、
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実際に掲載したところ、新規会員の獲得に

つながっております。 

 これは非常に小さい取り組みではござ

いますが、会の存在を周知することで新規

会員の獲得につながったよい事例である

と考えております。 

 今後もこうした取り組みを地道に続け

ていく必要があるものと考えております。 

 続きまして質問番号１５番、健康せっつ

２１推進事業についてでございます。 

 先般取り組んでおります、健康せっつ２

１の計画の中間見直しについてでござい

ますが、これにつきましては平成２６年３

月に現在の健康せっつ２１第２次の計画

を策定後、国循との連携など、健都での取

り組みも徐々に進んでいく中、平成２８年

３月には健都を中心とした健康・医療のま

ちづくりをさらに全市的に推進するため、

健康せっつ２１を補強強化する、まちごと

元気！推進プランを策定したところでご

ざいます。今年度、健康せっつ２１の中間

見直しを行うに当たり、計画目標を最新の

数値に基づき補正した上、両計画の目標の

精査、統合を行ってきたところでございま

す。 

 また、来年度以降の地域福祉計画を上位

とする計画体系を意識しまして、他計画で

掲げるべき目標の省略なども行い、全体的

により健康づくりに特化した計画の内容

になっております。 

 また、喫煙率についてでございますが、

現在の本市の喫煙率でございますが、最新

値としては男性が２４．７％、女性が６．

２％となっておりまして、全体的にはやや

改善傾向にはあるものの、目標値でありま

す男性２０％以下、女性５％以下には届い

ていない状況でございます。 

 最後にＳＴＯＰ ＭＩキャンペーンの効

果についてでございますが、ＳＴＯＰ Ｍ

Ｉキャンペーンにつきましては循環器疾

患対策の一つとして、国循との連携のもと、

平成２９年度に開始したもので、今回の見

直し後の計画に初めて記載するものでご

ざいます。 

 効果検証につきましては、今後死亡原因

などを参考にするため数年かけて検証し

ていくこととなります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 それでは質問１１の老

人福祉センターについて。 

 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 高齢介護課にかか

わりますご質問にお答えいたします。 

 質問番号１１番、高齢者の入浴支援施策

についてでございます。 

 震災の影響で市内の公衆浴場が昨年か

ら１か所となりました。また近隣他市の公

衆浴場も減ってきており、入浴が困難とな

っている高齢者がいらっしゃるという声

は届いております。藤浦委員のご提案は、

せっつ桜苑老人福祉センターでの入浴機

会の拡充ということでございましたが、そ

の事例に限らずいろいろな可能性を探る

ために、今後、先進自治体の事例などを研

究してまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 続きまして、飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１８番、し

尿収集事業に関するご質問にお答えいた

します。 

 平成２９年度決算審査での答弁の繰り

返しになってしまいますが、し尿処理につ

きましては、現在、処理をお願いしており

ます豊能町と平成３４年度まで受け入れ

ていただく覚書を締結しておりますので、

現時点では茨木市へ処理を依頼すること

は考えておりません。 
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 なお、ご質問の中にございました浄化槽

汚泥の搬入ルートに関しましては、茨木市

と協議を行っておりませんのでご理解を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは質問番号

２０番、フードドライブへの取り組みにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 本市では現在、ごみ減量化の一環といた

しまして食品ロスの削減に向けて啓発を

行っており、これまで３０・１０（さんま

るいちまる）運動や食べ切り運動を展開し

てまいりました。 

 フードドライブにつきましては食品ロ

ス対策の一つであるフードバンクの取り

組みに対する手法の一つであると認識し

ており、今後、関係課と連携を図りながら、

食品ロス削減の啓発の一環といたしまし

てフードドライブの周知にも努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 これで答弁全て出てお

ります。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。 

 それでは３回目の質問になりますが、ほ

とんど要望としていきたいと思います。 

 １点目の、中国蚌埠市との取り組みにつ

いて副市長からご答弁いただきましたの

で、本市としてはそういう対応でぜひよろ

しくお願いします。これは要望としておき

ますのでお願いします。 

 それから地域福祉計画の策定につきま

しても、先ほど検討していただくというこ

とでございましたので、やっぱり周知は非

常に大事だと思いますし、そういう意味で

はしっかりこのこともお願いしておきま

す。要望しておきたいと思います。 

 老人福祉センター事業、質問１１番です

ね。研究していただくということでござい

ますので、市民の皆さんが、特にせっつ桜

苑は皆さん大いに使っていただいている

んですけど、先ほど言いましたようにやっ

ぱり距離の問題とか、行ける方がある程度

限定されるということもありますし、今、

遠いところからお風呂屋さんまで歩いて

行かれてるというような姿もよく見ます

し、そういう意味でぜひ前向きに研究、検

討を重ねていただきますように、これも要

望しておきます。お願いします。 

 栄養士会、看護師会の活性化の話ですけ

ど、ちょっと前に聞いたときは、前回も言

いましたけども、看護師会の方は９人です

という話はお聞きしましたけども、そうい

う意味では少しずつふやそうという努力

もされているし、また、市としてもぜひこ

れは最大にバックアップをしていただい

て、やっぱり大切な組織です。健康づくり

やまた災害対策についても大変大切な組

織でございますので、しっかり活性化でき

るようにお願いしたいと思います。これも

要望としておきます。 

 それで国立健康・栄養研究所もきますか

ら、そういう意味でも活性化することによ

ってさらにいろいろな連携とか、このこと

ができて、今回はフレイルのことですけど

も、いろいろなことの可能性がふえてくる

と思いますから、そういう意味でもぜひ活

性化をよろしくお願いしたいと思います。 

 １５番目、健康せっつ２１事業について

でございます。 

 喫煙率の話も少し前進、減少していると

いう話でありましたし、ＳＴＯＰ ＭＩキ

ャンペーンについての成果もこれから検

証していくということでございます。これ
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は見直しをする中で、より国循としっかり

連携も深めながら、健康施策が大きく前進

していくようにしっかり取り組みをお願

いしておきたいと思います。これも要望と

します。 

 あと、し尿収集事業について、デリケー

トな話だと思います。聞いてるんです、デ

リケートな話やというのは聞いてますけ

どね。私も議員という立場の中で、これは

これまでの経過経緯も踏まえながら、望ま

しいなということで提案をさせていただ

いておりますので、この辺はさらにデリケ

ートな取り組みだと思いますが、環境がそ

のうち変わってくることがあればぜひと

もテーブルの上に乗せていただけるよう

なことで、心に秘めておいていただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。これも要望としておきます。 

 食品ロスの取り組みですね。フードドラ

イブ。今はフードドライブという表現で質

問させていただいておりますが、これまで

は食品ロスということで、ごみ減量にもつ

ながるし、また地球温暖化にもつながるし、

今、特にやっぱり日本はたくさんの食べ物

が捨てられているということで、食品ロス

のことが問題になっています。ＳＤＧｓと

いうのも前、言いましたけどね。そういう

一つの目標にもなっていますから、その啓

発としては非常にフードドライブという

のはいいなと私は思っているので、これは

集めるというよりは、そういう意識をどん

どん市民に浸透していくということが一

番大事だと思っておりますので、よく関係

各課と検討していただきまして、何も公で

全部やることはありませんから、民間のい

ろいろな団体と一緒になって、とにかく市

民啓発を含めて取り組みができるように

これは要望しておきたいと思いますので。 

 以上で私の質問を終わります。 

○森西正委員長 藤浦委員の質問が終わ

りました。 

 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 おはようございます。 

 要望が主になるんですけれども、若干確

認の意味での質問等もさせていただきた

いと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 まず初めに、予算書のほうの歳入につい

てですけれども、３８ページの目４商工費

国庫補助金のプレミアム付商品券事務費

補助金についてです。 

 先日代表質問でもお話を出させていた

だきました。今回、２万５，０００円の商

品券、それを２万円で買えるということで、

対象者が２万人ぐらいいらっしゃるとい

うことでしたけども、この歳出の予算を見

ますと３億５，０００万円ということで、

若干その辺の割数がちょっと違うのかな

と思ったので、この辺の歳出の数字につい

てお聞きをしたいと思います。 

 それから、予算概要のほうのページに沿

って質問させていただきます。 

 まず最初に、これは要望ですけれども、

３４ページ、市民課にかかわります款２総

務費、項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍

住民基本台帳費のところですけども、こと

しも３月には日曜開庁をしていただきま

す。本当にありがたいなと思っております。 

 また、４月から５月にかけまして、この

たび大型連休が始まります。この間にも休

日開庁を実施していただきます。この２月

２５日、政府から即位日等休日の施行に伴

う大型連休への対応についてという公表

がございました。８項目にわたって国民生

活に影響が出ないようにとの配慮が出さ
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れております。 

 民生常任委員会の所管としてかかわる

ところでお願いがあるんですけれども、時

給・日給労働者の収入減少というのが想像

できると。そんな中での対応、求人情報の

活用も含め労働者に早目の備えを行うよ

うに促す。そして即位日等休日法の趣旨を

踏まえつつ、関係団体企業に対して時給・

日給労働者の収入減少について業務の状

況に応じて雇用主による労働者への適切

な配慮を期待するといったことが一つあ

りました。そしてまた一般家庭のごみ収集、

介護サービスや障害者サービスなど、その

他必要な福祉の確保ということも載って

おります。また、連休中の消費生活相談国

民生活センターにおきましては、連休中に

都道府県や市区町村の消費生活センター

等が開所していない場合、消費者ホットラ

イン１８８の相談受付といったことの項

目が載っておりました。元号改正に伴った

そういうものを利用した詐欺というもの

ももう始まっているそうでございまして、

これからもそういうのが予測されている

ことから、市民への周知が必要だと思って

おります。 

 また、平成最後ということで４月３０日

なのか、新元号で５月１日になるかはわか

りませんけれども、婚姻届をたくさん出す

カップルもあるんじゃないかといった、こ

ういう報道もございましたので、そういっ

たところの対応、いろいろと想定されるこ

とを検討していただいて、広報誌やホーム

ページ、また回覧等で市民の皆様への周知

をお願いしたいと思っております。これは

要望でございます。 

 それから文化スポーツ課にかかわるこ

とですけれども、ページ４２ページ、款２

総務費、項７保健体育費、目２体育振興費

でございます。 

 スポーツの事業ですけれども、障害者ス

ポーツについて新年度の推進はどのよう

にお考えなのかお聞きをしたいと思いま

す。 

 同じく４２ページでございます。これは

要望になるんですけれども、青少年運動広

場の改修が始まります。もう一つは旧味舌

小学校跡地の体育館建設についてもこれ

から順次進めていただけるということで

ございます。当面は空き地に機材を置いて

工事中のそういった置き場に使用される

ということで、その後は防災空地にすると

いった市長の答えがございました。代表質

問の折にも。私はここを陸上トラックのよ

うなグラウンドにしてはどうかなという

ふうに、これは提案でございます。ランニ

ングやウオーキングがしやすく、誰もが自

由に使いやすい。そしてまた隣接する薫英

高校の活躍などからも刺激を受けて走る

方がふえるんじゃないかと、そういった期

待もございます。球技をするようなグラウ

ンドにする場合はやはりフェンスを高く

するとかそういった、運動道具を買わなき

ゃいけないとか、こういうコストも想像が

できますので、何もそういうものがなけれ

ば変更するのも、その後の活用の変更も考

えやすいのではないかと、そのように思っ

ております。 

 また、今、正雀の周辺は空き地が少しず

つできてまいりました。そこにはワンルー

ムを含めた新しいマンションの建設とい

うようなものも入ってくるというふうな、

今、予想がされております。これは国循の

できることで、そういった働く人が入居を

期待されるというようなことも出ている

ようでございますので、また新しいまちづ

くりの一つとして、このグラウンドの空き
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地の活用については研究、検討を要望した

いと思いますので、どうぞよろしくお願い

をいたします。 

 それから保健福祉課にかかわることで

ございます。 

 ６４ページ、款４衛生費、項１保健衛生

費、目２予防費の中で、妊娠出産包括支援

事業でございます。 

 妊娠がわかって母子健康手帳を受け取

る際に保健師に全数面接を行っていただ

いております。ありがとうございます。実

施が始まってこれまででケアが必要な妊

婦というのはどのぐらいの割合でいらっ

しゃったのかお聞きをしたいと思います。 

 それから同じところで、健康せっつ２１

推進事業についてでございますけれども、

これはいろいろな委員の皆様からもお声

がございました。新たな路上喫煙禁止地区

を設定する、また公共施設の敷地内禁煙と

いうのが実施をされてまいります。その中

で、この庁内での職員が仕事をしている場

で、もうそういったところで禁煙が始まっ

ていくんですけれども、職員の健康推進と

いう観点から何か取り組む計画はないで

しょうか。お聞きをしたいと思います。 

 同じく感染症予防事業でございます。風

疹対策につきましては、妊婦が風疹に感染

をしますと難聴や心臓病、白内障など先天

性風疹症候群というのが胎児に影響して

生まれてくる可能性があるというふうに

言われております。 

 平成３１年度は昭和４７年から昭和５

４年生まれの大体３９歳から４６歳の男

性というのが対象になるというふうにあ

ります。働き盛りの世代に対しての受診を

しやすくするための対策をしっかりと打

っていただきたい、これは要望でございま

す。 

 もう１点ですけれども、高齢者肺炎球菌

ワクチンの接種についてです。 

 これは去年、市として何か独自で手を打

っていただけないかというふうに質問さ

せていただきまして、今回は国のほうから

期間の延長が決まりました。この延長にな

った経緯と、それから接種率向上のための

対策についてもう一度確認のためお聞き

をしておきたいと思います。 

 それから６６ページです。これは要望で

ございます。まちごとフィットネスヘルシ

ータウン事業でございますけれども、健康

マイレージの参加者の目標２，０００人に

対して約８００人というふうな答弁だっ

たと思いますけれども、歩数計機能を持つ

スマートフォンやスマートウォッチの普

及で歩数連動型サービスというのが広が

っております。歩いてポイントをためて商

品交換や買い物ができれば、健康と割引の

両方がお得であるということであります。

こういうところでの取り組みとして、やっ

ぱり年齢の層がどんどんと広がっていっ

てほしいなということがあります。 

 そんな中で、この間新聞の記事であった

んです。電力料金の割引サービスというの

をやっているところがあります。これは東

京都中央区にあります新電力イーレック

ス・スパーク・マーケティング株式会社と

いうところと株式会社タニタヘルスリン

クが組んで展開をした事業です。家庭向け

電力小売りサービスということで「ある

く・おトク・でんき」は活動量計の歩数に

応じた電気料金を割引できるプランとい

うことで、無料で渡されたタニタの活動量

計を、世帯で最も歩く一人につけてもらっ

てデータをとるというものなんですね。だ

から一番よく歩く人に持ってもらう。そし

て家庭の電気料金を下げていこう、こうい
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う取り組みだそうです。１日平均５，００

０歩以上であれば２００円、８，０００歩

以上なら４００円分が割引をされるとい

うふうな、こういうサービスもされている

ようでございます。 

 厚生労働省が目標に掲げているのは、健

康増進に向けての数字としました男性が

９，０００歩、女性は８，５００歩という

ふうに、非常に高い目標で、私も早速活動

量計もらいました。それを持って老人クラ

ブの会合でちょっと見せたら、結構、それ

どうするのというような食いつきもあり

ましたので、どんどんとこういう宣伝もし

ながら、いろいろな形で幅広く参加してい

ただくように取り組んでいただきたいと

思います。これは要望でございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 それからページ６６ページの款４衛生

費、項１保健衛生費、目３環境衛生費の中

の飼犬等保護管理事業でございます。 

 所有者不明猫避妊・去勢手術費用助成の

実績と多頭飼育する飼い主への対応につ

いてお聞きをしたいと思います。 

 それから６８ページになります。目５環

境政策費の中の環境美化事業ですね。 

 今回、路上喫煙禁止地区指定と環境美化

推進とあわせて取り組んできました。新し

い地域として正雀駅周辺の指定というこ

とが定められているようでございます。そ

の中で現在、ＪＲ千里丘駅周辺、そして阪

急摂津市駅周辺の美化推進においての、何

か今、課題というのがないのか、そういっ

たことをお聞きをしたいと思います。 

 それから７０ページですね。目２塵芥処

理費の中で、ごみ減量啓発事業に関しまし

て、昨年６月から北摂市町村とスーパー９

社が協定を締結して、レジ袋の有料化とい

うのが始まりました。摂津市のマイバッグ

持参率を教えていただきたいと思います。 

 それから７８ページの款６商工費、項１

商工会費、目２商工振興費の中での商品券

発行事業につきまして、対象となる方、販

売方法、スケジュールといったこと、少し

具体的にお聞きをしたいと思います。 

 そして合わせましてスクラッチカード

発行事業につきまして、平成３０年度の実

績が多分出たかと思いますので、実績と、

そして平成３１年度の内容についてお聞

きをしたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○森西正委員長 答弁お願いします。 

 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります２点についてお答えさせ

ていただきます。ご答弁させていただきま

す。 

 まず予算書１４２ページの商品券交付

金は３億５，０００万円ということで、そ

の理由ということなんですけれども、対象

者として２万人を見込んでおりまして、主

にその対象者のうちの高齢者の方が中心

になっておりますので、平成２７年度の臨

時福祉給付金等と同様の対象者の見込み

となっております。 

 その臨時給付金の申請が約８０％少し

超えるというような状況でございました。

今回、申請していただいた後、商品券と交

換していただく仕組みというような状況

もございますので、申請を７割というふう

に見込ませていただいて、今回予算を計上

させていただいている状況でございます。 

 次に、予算概要の７８ページなんですけ

れども、商品券の発行事業のスケジュール

ということでございますけれども、今回、

プレミアム付商品券の発行は１０月に予

定されております消費税の改定に伴い行
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う事業でございまして、対象者の方に関し

ましては低所得の方と子育て世帯の方を

対象にしております。先ほどもお伝えさせ

ていただきましたけれども、主に低所得の

方に関しましては臨時給付金の方を対象

にしておりまして、１万７，６００人と３

歳未満の方は２，４００人を見込んでおり

ます。そういう状況で、特に低所得の方に

関しましては所得制限がございますので、

７月ごろ申請のご案内をさせていただく

予定をしております。 

 次に、子育て世帯の方に関しましては所

得制限がございませんので、年齢などの条

件で直接引きかえ券というものを９月ご

ろに発送させていただく予定をしており

ます。その引きかえ券をもって商品券と交

換させていただくということなんですけ

れども、商品券がご利用できるのは１０月

１日からということを国は見込んでおり

まして、市もその予定をしておりますので、

引きかえ券に関しましては場合によって

は９月下旬にも交換できる仕組みを目指

して進めていけたらと思っております。 

 以上です。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは文化

スポーツ課に係りますご質問にお答えい

たします。 

 予算概要４２ページ、体育振興費で、障

害者スポーツの取り組みについてのご質

問でございました。 

 障害者スポーツの取り組みといたしま

しては、平成３０年度には温水プールで年

２期、障害児の方と保護者または介護者の

方を対象にスキンシップ水泳教室を実施

しておりましたが、平成３１年度につきま

しても同様に実施していく予定でござい

ます。 

 またニュースポーツなどで今後高齢者

や障害を持った方、健常者が一緒に参加し

やすい手法の検討を取り組み始めたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 まず予算概要６４ページ、妊娠出産包括

支援事業に関するご質問でございます。 

 妊娠出産包括支援事業におきまして支

援が必要な方の割合ということでござい

ますが、これは平成２９年度の数値でござ

いますが、妊娠届出数が８４１件に対して

１５４件、おおよそ１８％を要経過観察と

して支援等を実施してきたところでござ

います。 

 続きまして予算概要６４ページの健康

せっつ２１推進事業にかかわりまして、職

員の健康ということでございますが、職員

の健康管理につきましてはこれまでも庁

内の階段利用であったりとか、職場体操、

また今年度につきましては保健福祉課の

ほうで健康マイレージ事業を進めるに当

たりまして、同時並行で人事課のほうでも

職員向けに株式会社タニタヘルスリンク

と提携して歩数計を使った健康管理に取

り組んでいるところでございます。職員の

健康管理という点では人事課の所管にな

るかとは思いますが、７月以降、庁内が敷

地内禁煙化するということで、こちらのほ

うにおいても従来から行っている取り組

みでございますが、人事課のほうでは禁煙

サポートの情報であったりとか、そういう

ものを提供したりということはさせてい

ただいているかと思います。 

 ７月以降の取り組みに関しても、保健福

祉課としましてはこういった人事課等関
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係各課と連携して、職員の健康管理という

点で取り組みに努めてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、予算概要６４ページ、感染

症予防事業に関しまして、高齢者肺炎球菌

の件でございます。 

 高齢者肺炎球菌の予防接種の費用の助

成についてでございますが、これにつきま

しては６５歳になる年度の方を対象とし

ておりますが、平成２６年度から平成３０

年度までは経過措置として６５歳以上の

５歳刻みの年齢の方も対象としていたと

ころでございます。しかし今般、国におき

まして検討の結果、この経過措置を平成３

１年度以降も５年間延長されることとな

りました。本市におきましても引き続き事

業継続をすることとしております。 

 これまでの本市での平均の接種率とい

うことで、大体５割弱ということで把握し

ております。これにつきましては北摂近隣

市と比較しても高い接種率であると認識

しております。ただ、全体的にはやっぱり

５割しか受けてないということで、さらな

る取り組みということで国のほうでも検

討されたかと思います。この５年間、本市

におきましては個別に対象者の方に通知

などをさせていただいております。こうし

た取り組みが功を奏し、比較的高い接種率

になったかと思います。 

 今後につきましても継続してそういっ

た取り組みを進めてまいりたい。あわせて

広報誌での周知等に努めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野環境政策課長 質問番号１０番、飼

犬等保護管理事業に関するご質問にお答

えいたします。 

 所有者不明猫避妊・去勢手術助成金の実

績でございますが、平成３０年度はここま

で９１件の申請がございました。実施初年

度の平成２８年度が７７件、平成２９年度

が８７件と毎年コンスタントに申請がな

されておることから、非常にニーズの高い

助成金であると認識しております。 

 また、多頭飼育への対応でございますが、

犬や猫の多頭飼育につきましては、ペット

の十分な世話ができなくなることで飼育

放棄や動物虐待につながるケースが問題

になってきております。また、清潔な環境

の確保が難しくなり、鳴き声やにおいなど

で周辺に迷惑をかけることも大きな問題

でございます。そのため、それらの事態を

未然に防ぐため、犬や猫を一つの場所で１

０頭以上飼育する場合には大阪府に届け

出ることが義務づけられております。 

 本市におきましても、これまで苦情や相

談を受けたことがございます。多数の犬や

猫を飼育されておられる家庭があること

は認識しております。それらの場合、餌や

ふん尿の処理、避妊・去勢手術の依頼など、

飼い主に対して適正飼養の指導を行って

おります。 

 続きまして質問番号１０番、環境美化事

業に関するご質問にお答えいたします。 

 環境美化推進地区における課題という

ことでございますが、やはり環境美化意識

をいかに向上させて根づかせるかという

ことであると考えております。平成３０年

度は環境美化推進地区において２回の街

頭啓発と５回の清掃活動を実施し、啓発に

努めてまいりました。 

 地区指定以降、清掃活動を継続的に実施

してきた実感といたしまして、地区指定前

と比べますとポイ捨てされるごみの量は

確実に減少してきたように感じておりま
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す。しかしながらまだまだ十分とは言えな

い状況でございますので、平成３１年度も

継続的に環境美化推進地区における定期

的な清掃活動の実施を予定しております。 

 そのような地道な活動を辛抱強く継続

することで、環境美化意識の向上と定着を

図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは質問番号

１１番、レジ袋無料配布中止協定の取り組

みの結果につきましてご答弁させていた

だきます。 

 レジ袋無料配布中止協定につきまして

は、北摂７市３町と北摂７市３町にスーパ

ーの店舗を持つ９事業者がごみの減量化

と温室効果ガスの削減を目的として平成

３０年４月１日に締結したものでござい

ます。 

 ６月１日からレジ袋の無料配布を中止

いたしました。 

 摂津市内では阪急オアシス千里丘店と

ライフ正雀店が取り組んでございます。 

 結果につきましてですが、２店舗合わせ

てではございますが、取り組み前のマイバ

ッグ持参率につきましては４１％程度で

ございました。取り組み直後の６月には６

８％、７月以降は７０％を超えており、直

近の報告をいただいているもので１２月

では７２％となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 スクラッチカードの件

は、吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは予算概

要７８ページ、スクラッチカード発行事業

についての平成３０年度の総括について

お答えさせていただきます。 

 スクラッチカードに関しましては本事

業３年目ということで、毎年楽しみにして

いるお客様がいるなど、スクラッチカード

の事業取扱店からお聞きしております。ま

た、そういうことで利用されている方が定

着していると、アンケートの中で回答いた

だいております。 

 特にスクラッチカードの特徴なんです

けれども、当たり券の取り組みだけではな

くて、はずれ券を活用した、利用者にサー

ビスを還元する仕組みという店舗が昨年

度同様、平成３０年度１１７店舗ございま

して、その事業が一定、取扱店に支持され

ていることが伺えるのではないのかなと

考えております。 

 本年度、特別賞の仕組みも見直させてい

ただきまして、景品から商品券にすること

で利用率がアップしたり、小規模店舗への

需要喚起が促せたということは評価でき

ますが、来年度の課題といたしましては、

特別賞の当たり方が非常にわかりにくい

というようなご意見もございましたので、

そういう課題解決に向けて行っていきた

いと考えております。 

 次年度に関しましては夏ごろに実施さ

せていただきまして、小規模店舗への消費

喚起を促し、１０月から始まる商品券発行

事業につなげていけたらと考えておりま

す。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 では２回目、質問させて

いただきます。 

 文化スポーツ課の障害者スポーツにつ

きましては、これは要望とさせていただき

ます。ニュースポーツの検討をしていただ

けるということで、人との交流というのに、

やはり文化やスポーツというのは大変有

効だと思っております。また、障害児の方

たちが本当にスポーツを楽しめる場所の
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提供というのも必要だと感じております。

健常者の方と交流の場がどんどんと広が

っていくことを期待しておりますので、ど

うかよろしくお願いをいたします。 

 それから保健福祉課の妊娠出産包括支

援事業についてでございますけれども、妊

娠がわかってその面接をしていただいた

人数、平成２９年度が８４１名、その中で

１５４人の方が少しケアの必要な方だと

いうことでございました。まだまだ途切れ

ない児童虐待のニュースというのがあり

ます。先日はやけどをした２歳児の子ども

の体にラップを巻いていたという親がい

ました。これはもう本当に育児放棄なんだ

なというふうに感じる次第でございます。 

 妊娠出産から育児までの悩みとか、どう

して育児をしていかなきゃいけないのか

という負担感、こういったことに対しまし

て、親子に対する切れ目のない支援をする

ための子育て世代包括支援センターとい

うのが、今、全国でも展開され、広がって

まいりました。２０２０年までに各自治体

が設置をすることを目指しております。摂

津市としてどのような内容を今後検討さ

れているのかについてお聞きをしたいと

思います。 

 それから６４ページの健康せっつ２１

推進事業につきましてはさまざまな、階段

を歩く、体操をする、そういったことをサ

ポートしていただいているようでござい

ます。 

 喫煙者数は全国で、成年人口に対して１

８％ぐらいだということです。 

 職業別で見ますと看護師の喫煙率とい

うのが随分高いそうです。これはやはり２

４時間交代勤務であったり、人命を預かる

仕事という緊張感からなのかもしれませ

ん。そういうふうに見ますと、職員でいけ

ば消防職員の方もそういった緊張感のあ

る、また交代勤務でという仕事なのかなと

いうふうに思います。たばこが吸えないと

いうストレスだけがたまらないように、ど

うか、庁内禁煙の実施については、時間も

まだありますので、職員の健康も含めた取

り組みとなりますよう、これは要望とさせ

ていただきます。 

 それから感染症予防につきましては、高

齢者肺炎球菌ワクチンの接種が継続とな

りました。個別対応した結果で５割弱、随

分と北摂の中では高いという数字で実施

をしていただいたこと、本当に感謝したい

と思います。今後引き続き５年間よろしく

お願いをしたいと思います。これも要望で

ございます。 

 それから飼犬等保護管理事業について

お答えをいただきました。 

 動物愛護法は５年に１度不備があれば

法の改正をされるということで、２０１８

年改正をされる予定なんですが、少し今お

くれているようです。 

 今、日本は空前のペットブームで、ペッ

ト産業は１兆４，０００億円を超えるそう

です。年間約８０万頭の犬猫が流通をし、

その傍らで殺処分というのは徐々に減少

傾向ではあるものの、２０１６年は犬猫合

わせて５万５，９９８匹、２０１７年は４

万３，２２７匹と、初めて５万匹を下回り

ましたけれども、これは実態としては愛護

団体がそういう犬猫を引き取っていると

いうようなこともあるそうです。そういう

ところもまただんだんと、今、いっぱいに

なってきているというのがございます。 

 殺処分というのは安楽死ではありませ

ん。コストを抑えるために二酸化炭素ガス

を用いた窒息死です。ガスで満ちた部屋で

１０分から１５分の間もがき苦しみなが



－14－ 

ら息絶えていく、それでもガスで息絶えら

れなかった犬猫は生きたまま焼却される、

これが実態ということなんです。できる限

り苦痛を与えない方法とはやっぱり言え

ないのではないでしょうか。出産の管理、

これをしっかりと私たち人間がやって、無

駄に殺される猫をふやさない、こういうた

めにもこの去勢手術の助成、随分とニーズ

があるというふうなお答えもございまし

たので、今後とも引き続きお願いをしたい

と思います。 

 また、災害時におきましてはこの避難所

でのペットの扱い方というのも、これから

は課題になってくると思います。多頭飼育

の情報については適切な指導をお願いし

て、要望とさせていただきたいと思います。 

 それから環境美化事業につきましては、

美化推進、一つ一つやってキャンペーンも

していただいて、美化の意識を根づかせよ

うと努力していただいていると思います。 

 千里丘駅前にも私たち、朝、立っており

ます。吸い殻等も随分減ってまいりました

が、やはりまだちらちらと残っているのが

実態ということはよくご存じのようでご

ざいます。さらなる周知が必要でございま

す。保健福祉課と連携をしたキャンペーン

など、これからも継続をしていただいて、

推進のほうよろしくお願いをいたします。

これも要望でございます。 

 それからごみ減量化の啓発ということ

で、マイバッグの持参率が随分と上がって

きているようです。まだ摂津市内は２店舗

でございますので、まだまだこれからかな

と思うんですけれども、今、環境省はプラ

スチック資源循環戦略案ということで、２

０３０年までにプラスチック排出量２

５％削減を盛り込まれています。ことし６

月にＧ２０が開催をされます。この大阪で。

その中で政府方針というのを表明しよう

ということも、今、検討されております。

今、マイクロプラスチックというのが海洋

汚染としての本当に深刻な問題となって

まいりました。この戦略案の中で注目され

るのがレジ袋有料化の義務づけ、全国一律

でやろうかというようなことが入ってい

るようでございます。有料化や使用禁止は、

今、世界では約７０か国にも広がっており、

使用抑制というのも世界的な流れとなっ

てまいりました。国内で使用されるレジ袋

というのは年間で４５０億枚とも推定を

されておりまして、この使用抑制というの

は経費削減にもつながるのかなと思って

おります。 

 そこで市として取り組めることを始め

てはいかがかと思います。例えば庁内であ

れば摂津市母子福祉会が運営する売店の

レジ袋、こういったものをなるべく使わな

い。また市内でいろいろなイベントがござ

います。お祭りもあります。そういうとこ

ろにマイバッグの持参というのをＰＲし

ていくとか、また、学校の行事そして自主

防災訓練等で体育館に入る際にレジ袋を

配っていただいている。これは本当に助か

るんですけれども、こういうのも使用する

のをやめていこうとか、こういった形で啓

発運動の拡大に取り組んでいただくこと

を要望しておきたいと思います。 

 それから産業振興にかかわることでご

ざいます。 

 最初に歳入の件、中身わかりました。７

割程度を予測しての歳入で、もしもっと必

要であれば予算の補正をしていただける

のかなと思っておりますけれども、商品券

発行事業、小さいお子さんたちがどれぐら

い期待をしてくださるかっていうことも

あるかと思います。 
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 １０月１日に消費税が上がって軽減税

率という制度もございます。これは食品が

ほぼ８％のままですけれども、それ以外の

ものでやはり負担感がないようにという

商品券の取り組みでございますので、本当

にたくさんの方に利用していただけたら

なと思っております。また、セッピィスク

ラッチのカードについても、先ほどご答弁

いただきました。７月から始まり、楽しみ

にしてくださってる方が、ちょっと前倒し

になりますけれども、その後の１０月から

の商品券販売につながって中小小売店の

活性化にもつながるように、また最大数の

方にご利用いただければ市の経済効果に

もやっぱり貢献できる事業かと思ってお

りますので、どうかそういった工夫を今後

ともよろしくお願いして、これも要望とさ

せていただきます。 

 以上です。 

○森西正委員長 それでは１点ですね。 

 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、子育て世

代包括支援センターにかかわりますご質

問にお答えいたします。 

 近年、ライフスタイルの変化等によりま

して、子育てに対する負担感というか、そ

ういったものが増してきていると感じて

おります。委員がご指摘のとおり、最近に

おきましても子どもへの虐待に関する大

変痛ましい事件が報道されたところでご

ざいます。こうした事案に対しまして適切

に対処していくためには、妊娠、出産、子

育ての期間を通じて妊産婦や子どもを取

り巻く状況を継続的かつ一元的に把握し

まして、問題の早期発見あるいは予防的な

かかわりというものを持っていく必要が

あるかと考えております。 

 現在、本市におきまして、保健福祉部や

教育委員会を中心に、庁内で連携をとりな

がら切れ目のない支援ということを意識

しまして各事業を展開しているところで

ございますが、子育て世代包括支援センタ

ーの設置に当たりましては、利用者の視点

で切れ目のない支援を実施していくとい

う必要があるかと思います。そのためには

各関係機関の連携に加えまして妊産婦等

から包括的に相談を受けるための体制づ

くりや、妊産婦等の情報の共有を円滑に行

うための仕組みづくり、また妊産婦の孤立

を防止する取り組みなどが必要であると

考えております。 

 現在、子育て世代包括支援センターにつ

きましては平成３２年度の開設を目指し

まして、関係各課で協議を進めているとこ

ろでございます。非常に重要な案件となり

ますので、本市の子育て施策の大きな改善

につながるよう検討してまいりたいと考

えております。 

 具体的な支援メニューにつきましては

今後の協議の中で検討していく課題と考

えておりますが、一般的には既に実施して

います妊婦の全数面接であったりとか、妊

産婦の孤立感を防ぐための産前産後サポ

ート事業、産後ケア事業等がございますが、

今後の検討課題ということで考えており

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 ３回目、要望で終わらせていただきます。 

 いろいろと庁内でこれからの連携をし

ながら、本当に切れ目のないというように

つなげていただけたらなというふうに思

っております。 

 となりの吹田市の例を挙げますと、市

内・市外の病院を利用した産後ケア事業を
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取り入れておられます。宿泊型そしてデイ

サービス型、この二つがありまして、いざ

となればショートステイのように少しそ

こで泊まることもできるような形がござ

います。摂津市民も吹田市民病院や済生会

吹田病院を利用することが多いことから、

産後ケアの受け入れということも今後交

渉していただけたらなと思っております。 

 もう一つは産後家事支援事業というの

もございました。これはヘルパーというよ

うな形でそのご家庭に行って、買い物、掃

除、またおむつがえ、そういったことをす

るような、こういった事業がございまして、

家事のお手伝いというこういう事業でご

ざいました。こういう本当に手厚くて、今、

吹田市は、もうこれ以上することがないと

いうぐらいの細かいメニューがあるそう

です。メニューが多いだけで何を使ってい

いかわからないというのも、これも一つ課

題です。先ほど言われたように本当に利用

者の視点に立ったということが随分大事

かと思いますし、また、予防というのがや

っぱり大事であって、こういうふうに孤立

化させないということが大事です。そうい

う意味では摂津市はいろいろと行くとこ

ろがあると、私も妊婦の方からもよく聞き

ます。摂津市は子育てが本当にしやすいで

す。地域も狭いですから行くところもたく

さんあってありがたいですというお声も

ございます。そんな中でもやはり手厚くし

てあげなければならない今の環境という

のを十分に考慮して、子育てで孤立しない

ように、そして安心して子育てができるよ

うな切れ目のない支援体制の構築、これを

しっかり整えていただくよう要望して私

の質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○森西正委員長 それではほかにござい

ますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 おはようございます。お

願いします。 

 質問をできるだけ各課に分かれるよう

な形でやっていきたいとは思っているん

ですけれども、質問の内容によっては課に

わたるという分もありますので、質問番号

のほうでお答えいただきたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。 

 ページ数は全部予算概要でやりますの

でよろしくお願いします。 

 まず質問番号１番、２２ページの防犯カ

メラ設置事業、自治振興課にかかわるもの

です。 

 防犯カメラについては、この間さまざま、

他の委員からも質問がありました。たくさ

ん設置をするということについて私とし

ては懸念も持っているところであります。

防犯カメラ設置についてもう一度お考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

 ２問目、４２ページ、体育施設維持管理

事業、文化スポーツ課ですね。旧味舌小学

校跡地体育館建設実施設計委託料です。こ

れもさまざま、委員からの質問がありまし

た。ちょっと気になっているのは大阪府と

の調整についてです。どういう状況になっ

ているのか教えていただきたいと思いま

す。 

 それから３番目です。４２ページ、体育

施設管理事業、同じく文化スポーツ課。こ

れは指定管理が今回シルバー人材センタ

ーから株式会社に変わっていると思いま

す。その変更に伴って使用申請の受付場所

が変更されると、味生体育館でということ

になると思うんですけれども、私はうちの

近くになるので便利になりますけれども、

別府の地域の味生体育館、かなり交通の便
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利さということでは問題があるかなとい

うふうにも思いますし、これについてプロ

ポーザルでこの株式会社に決めたわけで

すけれども、一体どういうことが決め手で

この株式会社を選ばれたのか。市民にとっ

ての利便性ということが、一つは観点にあ

ると思うんですけれども、その点について

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから４番目です。４６ページ、生活

困窮者自立支援事業、生活支援課です。先

日、私も相談を受けていた方がこの生活困

窮者自立支援のほうで相談をして、大変助

けていただきました。本当に電気もガスも

とまるんではないかというような状況が

あったわけですけれども、大阪府社会福祉

協議会の社会貢献事業と結んでいただき

まして、その危機を脱することができたと

いうふうなことだったんです。本当にあり

がたかったなということで、その期間を乗

り越えたら、その後は自立してやっていけ

はるというような状況ですので、生活保護

にというような形ではなかったんですけ

れども、大変スピーディーに解決していた

だいて助かったと思っております。相談件

数だとか、どんなものがあるのかというよ

うなことであるとか、この社会貢献事業と

はどんなものかとかいうふうなことにつ

いても教えていただけたらと思います。 

 それから５番です。６２ページ、生活支

援課、生活保護事業、これは、生活扶助基

準が２０１８年から３年間かけて引き下

げということで進んでいると思います。今

年度の見込みというのは１０月からにな

ると思うんですけれども、どうなるのかと

いうことについてお聞かせください。 

 ６番、４６ページ、高齢介護課、せっつ

高齢者かがやきプラン推進事業、これもい

ろいろと質問が出されておりました。これ

の策定の今後のスケジュール、でき上がり

はいつなのかというようなことについて

教えていただきたいと思います。 

 それから７番、これも高齢介護課です。

高齢者日常生活支援事業、高齢者移送サー

ビス委託料、４８ページですね。これも他

の委員からも質問がありました。車の台数

が４台でちょっと足りていないのではな

いかとか、いろいろそういうお話もあった

わけなんですけれども、これを利用できる

対象者ですね、これはどういう方なのかと

いうことについてお聞かせください。 

 ８番です。４８ページ、高齢介護課。高

齢者日常生活支援事業、高齢者民間賃貸住

宅家賃助成費、この金額が減っていってい

るように思います。この間の利用件数はど

うなっているでしょうか。家賃補助は大変

喜ばれる制度だと思うのですけれども、高

齢介護課としてはどういう認識を持って

おられるのかお聞かせください。 

 ９番目、高齢介護課です。４８ページの

ひとり暮らし高齢者等安全対策事業、緊急

通報装置設置委託料、これは何人もの委員

から質問が出ておりますので、必要な人が

ふえておりますし、要件を見直すというふ

うなことも指摘がありました。たくさんの

方が使ってもらえる制度にすべきだと思

いますので要望としておきます。 

 それから１０番目、これも高齢介護課で

す。４８ページの介護予防・ふれあい事業、

ふれあい入浴助成補助金、これも既にお話

が出ておりました。お風呂が大変需要があ

るのに、お風呂屋さんがないというふうな

ことは藤浦委員は安威川以北のお話をさ

れておられましたけれども、以南も同じで

ございます。どこにも行くところがなくて、

歩いて遠くまで行って、汗だくで帰ってく

るというふうなことは何人からもお聞き
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をしているところですので、やはり摂津市

内全体でお風呂の問題というのは考えて

いかなければいけないことだと私も思っ

ております。せっつ桜苑の入浴サービスを

もっと活用できないかというお話だった

と思うんですけれども、このせっつ桜苑の

社会福祉法人成光苑は、福知山市で福祉バ

スの運行もされているというふうな情報

もありますし、せっつ桜苑だけではなくて、

ほかにもふれあい入浴サービスもやって

おられると思いますので、社会貢献事業と

か、いろいろな立場から、またそういうふ

れあい入浴をやっているところだけでは

なくて、ぜひこれも市として考えていって

いただきたいというふうに思いますので、

これも要望としておきます。 

 １１番、障害福祉課です。５０ページの

老人医療費助成事業、重度障害者医療費助

成事業です。医療費の自動償還が行われる

ための印刷費などであるというふうに聞

いています。この自動償還の内容、時期、

対象、周知をどうするのかということを教

えていただきたいと思います。 

 それからこの医療費の窓口負担につい

ては、大阪府の助成削減で医療機関だけで

はなくて、薬局でもお金を払わないといけ

ないとか、上限額が上がっているとかいう

ことで、負担がふえていると思います。そ

の実態はどうなのか。そして対象者も今ま

でと変わって外れる方、老人医療のところ

では入っていたんだけれども、今後外れる

という方がいらっしゃると思うんですけ

れども、どれぐらいいるのか教えていただ

きたいと思います。 

 そして精神障害者の重度の方等が入ら

れるというふうなことで、新たにふえる人

もあるというふうに聞いておりますけれ

ども、これもどれくらいなのか、教えてく

ださい。 

 １２番です。これも障害福祉課です。５

４ページ、声の宅配サービス事業委託料、

これはどういう事業で、現状はどうなって

いるのか、教えてください。 

 それから１３番、保健福祉課、６４ペー

ジの妊娠出産包括支援事業、今、福住委員

のほうからもご質問があって、その中でい

ろいろなことを教えていただきました。２

０１９年度に向けての市長の市政運営の

基本方針の中で、男女共同参画センターに

相談員を１名増員するというような内容

のことが言われていたと思います。虐待と

か、そういう問題について、またＤＶと児

童虐待というのは非常に密接に絡んでい

るというふうなこともございます。どんな

ふうなネットワークということで今、保健

福祉部と教育委員会のネットワークとい

うふうなことでお聞かせいただいたんで

すけれども、男女共同参画センターとか、

ほかのネットワークはどんなふうに広が

っているのかというふうなことも含めて、

ここを聞きたいと思います。よろしくお願

いします。 

 それから１４番です。６４ページのがん

検診事業、同じく保健福祉課です。 

 乳がんと子宮がんの検診についてお尋

ねしたいのですが、がん全体の受診率のお

話はさきにもありました、私は乳がん、子

宮がん、ここについて特にぜひ進めてほし

いという思いも持っていますので、女性議

員が少ない中で私が言わなあかんかなと

思っておりますのでお尋ねするんですけ

れども、この同時受診というのができると

非常にいいんじゃないかとか思うんです

けれども、受診しやすいようないろんな工

夫というのをしていただいていると思う

んですが、今の状況がどうかをお聞かせく
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ださい。 

 １５番です。環境業務課、７０ページの

ごみ収集処理事業、これもほかの質問もあ

りましたけれども、今回の災害時の対応、

本当に職員の方々、頑張っていただいたと

いうふうに思って感謝をしているところ

でございます。やはり直営の職員の値打ち、

公務員の皆さんの値打ちというのは非常

に大きいなというふうに改めて感じてい

ます。その前の質問の中で、新たな分別収

集の関連で委託がふえたというふうにお

聞きをしました。直営と委託の割合は今ど

うなっているのか、教えてください。 

 それから１６番です。環境業務課、ごみ

収集処理事業、７０ページですね。同じ項

目ではありますが、これは私のご近所のお

話なんですけれども、私の近所に外国人の

方が越してこられたんです。ごみの出し方

をよく理解をされていないのかなと思う

んですけれども、ちゃんと中身を洗ってあ

るペットボトルだからそんなに迷惑では

ないんですけれども、自分のところのおう

ちの前にためたやつをずっと出しておら

れるんですが、ステーションに持っていく

ということがわかっていないんだろうと

思うので、そこにずっとそのままある状態

なんですね。私も伝えようと思って何度か

お訪ねをしようと思ったんですけれども、

割と朝早くから、夜そんなに遅くはよう訪

ねませんので、帰っていらっしゃらないよ

うな形で、まだ顔は合わせていない、割と

最近に越してこられた方なんですけれど

もね。こういう外国人の方への対応という

のはどんなふうに周知をされているのか

教えていただきたいと思います。 

 それから１７番、７６ページの労働相談

事業、産業振興課です。 

 ブラック企業とか、ブラックバイトの問

題、たくさんいろいろと報道もあります。

そういう中で日本共産党としてもこの問

題を取り上げて、労働相談のことについて

もお聞きをしてきたところです。今、安倍

政権のもとで働き方改革の名前で長時間

労働を合法化するという、こういう法律が

強行採決されました。また、コンビニオー

ナーとフランチャイズの問題なども今報

道をされています。さまざまな労働問題と

いうのが今社会現象化してきていると思

うんですけれども、相談はどのようなもの

があるのか、教えていただきたいと思いま

す。 

 １８番です。産業振興課です。７８ペー

ジ、産業振興アクションプラン推進事業、

このアクションプランをつくるために調

査をいろいろとしていただいたと思いま

す。以前の調査と違って新しい項目として

入れたものがあればお聞かせください。 

 それから１９番、最後です。７８ページ、

同じく産業振興課の南千里丘分室管理事

業、これについてもほかの委員からの質問

があり、この分室の活用を進めていく方向

だというふうにお聞きをいたしました。そ

こでぜひ、これは前にも言ったと思うんで

すけれども、この産業支援ルーム、これの

活用をこれからさらに進めていくという

ことであれば、この南千里丘分室に摂津市

のそういう場所があるんだよという看板

をやはりつけるべきではないのかなとい

うふうに思いますので、見解をお聞かせく

ださい。 

 １回目は以上です。 

○森西正委員長 それでは、答弁をお願い

します。 

 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわりますご質問にお答えをさせ
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ていただきます。 

 質問番号１番、予算概要２２ページ、防

犯カメラ設置事業に関連しまして、防犯カ

メラ設置についての考え方にお答えさせ

ていただきます。 

 本市は、みんなが安全で快適に暮らせる

まちを目指して、摂津警察署、防犯協会や

セーフティーパトロール隊、子ども安全見

守り隊など地域での防犯活動を推進して

おります。また、平成２５年度から防犯カ

メラ設置事業を行い、市内の犯罪件数は減

少の傾向でございますが、街頭犯罪がまだ

まだ後を絶たない状況でございます。 

 防犯カメラの設置につきましては、摂津

警察署、市民の方々のご要望を聞きながら

設置等を検討してまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、文化

スポーツ課に係ります２点のご質問にお

答えいたします。 

 まず、質問番号２番、予算概要４２ペー

ジ、体育施設維持管理事業、旧味舌小学校

跡地での体育館建設について、大阪府との

協議状況の質問にお答えいたします。 

 まず旧味舌小学校跡地が体育館建設に

当たっては制限がかかる地域であるため、

緩和の手法について大阪府と協議が必要

ということで協議を行っているところで

す。平成３０年度では、大阪府に、新体育

館についての基本設計に向けて関係法令

を踏まえた体育館の機能を検討しており、

機能、規模の概要ということについての説

明をしておりまして、その後、地元自治会

の方にその内容について説明したことと、

また先日、地元説明会も開催させていただ

きまして、その中でご意見をいただいて、

市の考え方というのをお示しさせていた

だいたということについても大阪府に報

告はさせていただいております。大阪府か

ら特段そのことについてどうというお話

はございませんけれども、実施設計を来年

度考えておりますので、また年度内にもう

一度、それに向けての状況を報告させてい

ただくというような状況でございます。 

 続きまして、質問番号３番、予算概要の

４２ページ、体育施設管理事業につきまし

て、平成３１年度から５年間についての、

指定管理者の選定についてのご質問にお

答えいたします。 

 まず、指定管理者の選定につきましては、

公募で応募いただいた団体につきまして、

選定委員会での選定基準といたしまして、

項目が幾つかございました。一つ目は指定

管理者の適正について、二つ目が摂津市立

体育施設の管理運営体制について、三つ目

として地域利用者の対応について、四つ目

として自主事業のことについて、五つ目と

して管理運営計画の効率性についてとい

った選定基準の中で応募された団体につ

いて選定をした結果、株式会社エスエスケ

イに指定をするという形になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 松木課長代理。 

○松木生活支援課長代理 それでは、質問

番号４番、予算概要４６ページ、生活困窮

者自立支援事業についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず本市の今年度における平成３１年

２月末日現在の生活困窮者自立支援事業

の実施状況でございますが、新規相談受付

件数が１４８件、うちプラン作成件数が３

８件となっております。 

 相談内容については、昨年度までと比較
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して緊急性の高い相談が増加しており、食

料や手持ち金が僅少な世帯に対し、ふーど

ばんくＯＳＡＫＡや大阪府社会福祉協議

会の社会貢献事業等を利用し、支援を行う

事例や住居喪失のおそれのある世帯に対

しましても関係機関と連携して、居宅設定

の支援等も行っております。 

 また社会貢献事業の内容でございます

が、一時的な困窮状態により食べるものが

ない、家賃や光熱水費の支払いが難しいな

どの状態に陥っている方に対し、現物支給

で経済的支援を行うものでございます。 

 続きまして、質問番号５番、予算概要６

２ページ、生活保護事業についてお答えさ

せていただきます。 

 生活保護基準の見直しにつきましては、

生活扶助基準を平成３０年１０月から３

年間にわたり段階的に見直し、影響を一定

程度に抑える観点から、減額となる場合は

見直し前の基準額から減額幅を５％以内

とするというふうになっております。しか

し、施行２年目及び３年目以降の基準額に

ついては、今後の社会経済情勢等により変

更があるとされておるのが現状でござい

ます。 

 以上です。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかわります３点のご質問にお答え

いたします。 

 質問番号６番、せっつ高齢者かがやきプ

ランの策定スケジュールでございます。こ

のプランは３年ごとに策定しており、次の

第８期計画は２０２１年度の開始となっ

ております。策定スケジュールでございま

すが、２０１９年度には、国から示される

介護予防・日常生活圏域ニーズ等の調査を

市民対象に実施することとなっておりま

す。その結果を踏まえまして、２０２０年

度には改めて認定者数や必要なサービス

見込み量を推計し、次の３年間に向けて審

議会で議論を重ねて策定作業に入ってま

いります。 

 続きまして質問番号７番、高齢者移送サ

ービスでございます。このサービスの対象

者は６５歳以上で、介護保険の認定が要支

援１以上、外出時の移動が車椅子によらな

ければならない方の全てに該当される方

でございます。 

 続きまして、質問番号の８番、高齢者民

間賃貸住宅家賃助成費についてでござい

ます。 

 この助成件数の実績についてでござい

ますが、平成２５年度は２７３件、平成２

６年度は２７１件、平成２７年度は２３９

件、平成２８年度は２５２件、平成２９年

度は２６０件となっております。なお、平

成３０年度は２月末現在でございますが、

２５７件となっており、最終は平成２９年

度と同じ程度の実績になると予測してお

ります。平成３０年度は震災がございまし

て、市内転居の方が見受けられたと聞いて

おります。実際に窓口では、今後住み続け

るのが不可能として立ち退きを要請され、

転居に至ったという話もあったとのこと

でございました。この助成事業につきまし

ては、高齢者が安心して住み続けられる住

まいの確保策として非常に役立っている

と考えております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わりますご質問にお答えさせていただき

ます。 

 質問番号１１番、予算概要５０ページ、

老人医療費助成事業、重度障害者医療費助

成事業についてでございますけれども、ま
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ず自動償還の内容、実施時期、対象者、周

知方法でございます。自動償還の内容とい

たしましては、月額上限額を超えて医療機

関等に支払った医療費についての償還の

方法になります。これまでの償還の方法で

は、ご自身で医療費を把握していただき、

領収書などの必要書類を添付の上、市役所

窓口や郵送において手続をしていただき、

その後、指定の口座に支払いを行っており

ました。自動償還では、医療機関等で支払

った金額を市において把握することによ

りまして、この月額上限額を上回って支払

った金額につきまして、該当者に通知を行

います。その後、申請に基づきまして、後

日指定の口座にお支払いをいたします。 

 実施時期でございますけれども、自動償

還を実施するためには、システムの改修が

必要となってまいります。平成３１年度は、

全庁的な基幹システムの更新が予定され

ておりますことから、この更新に合わせて

自動償還システムに関しましても導入を

予定しております。このことから自動償還

の開始時期につきましては、全庁的なシス

テム更新時期と同様の時期と考えており

ます。 

 対象者につきましては、重度障害者医療

費助成及び老人医療費助成の経過措置期

間中の方で月額上限額を超えた方となり

ます。周知の方法ですけれども、自動償還

の開始時期にもよりますけれども、受給者

証更新の通知とあわせて案内するなど、対

象者には個別に案内をすることを考えて

おります。 

 また、広報誌やホームページなども活用

し、幅広く周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

 福祉医療費助成制度の再構築による窓

口負担の状況でございますけれども、窓口

負担の状況といたしましては、現在、受給

者の窓口負担額を市のほうでは把握して

おりませんことから推測にはなってまい

りますけれども、月額上限額を超えたこと

による還付の申請件数、こちらが平成２９

年度の障害者医療費助成では、大体月１０

件程度であったところが、平成３０年度の

重度障害者医療費助成では、月２０件程度

と倍になっておりますことから、窓口負担

については、ふえていると考えております。 

 老人医療費助成の経過措置が終了する

ことにより、対象外となる人数でございま

すけれども、現在経過措置として老人医療

費助成を受けられている方が３３６名で

ございます。この方々が対象外となります。

福祉医療費助成制度の再構築により新た

に対象となった方の人数でありますけれ

ども、再構築によりまして、６４歳以下の

精神障害者保健福祉手帳１級所持者及び

難病法の助成対象者のうち障害年金１級、

または特別児童扶養手当１級該当者が新

たに対象となっております。現在、精神障

害者保健福祉手帳１級所持者の新たな方

が２８名、難病法の助成対象者の該当者が

１名、この方々が新たな対象となっており

ます。 

 続きまして、質問番号１２番、予算概要

５４ページ、声の宅配サービス事業委託料

の内容と現状でございますけれども、声の

宅配サービス事業の内容につきましては、

視覚障害者等の社会参加の促進と福祉の

増進を図ることを目的とし、広報せっつ、

せっつ議会だより、せっつ社協ニュースな

ど地域生活において必要な情報を音声と

して吹き込み、視覚障害者等に送付してい

るものであります。現在、社会福祉協議会

と委託契約を締結し、市内の二つのサーク

ルにおいて各月ごとに音声吹き込みを行
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っていただいております。現在、声の広報

等をお届けしている人数につきましては

１１名となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 有場課長。 

○有場保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号１３番、妊娠出産包括支援事業

にかかわりまして、子育て世代包括支援セ

ンターに関するご質問でございます。 

 先ほど福住委員に対する答弁で、子育て

世代包括支援センターは、保健福祉部と教

育委員会のほうで協議しているというこ

とで答弁させていただきました。しかしな

がら、子育てに関する相談の中には、当然

子どもの発達に関する相談もございます

が、その中には親の養育能力といいますか、

そういったものに問題があるケースも

多々ございます。そうした中で、当然ＤＶ

が問題になってきたりとかいうケースも

多々ございます。実際にそういったケース

に対応するに当たりましては、人権女性政

策課の職員と、保健福祉課の保健師がとも

に連携して対応に当たっているというケ

ースもたくさんございます。ＤＶ防止のネ

ットワークなども庁内にございまして、そ

こで双方連携をとったりとかいうことも

ございますし、教育委員会主催の子育てに

関する会議もたくさんありますが、そうい

ったところで人権女性政策課と顔を合わ

すような場面もたくさんございます。こう

した中で情報連携に努めているところで

ございます。 

 先般、地域福祉計画が上位にきたという

ことでご説明させていただきましたけれ

ども、こういった相談内容というのが、そ

れぞれの制度別とか、分野別の枠組みの中

にどうしてもおさまらないケースがたく

さんございます。実際の相談の中では、や

っぱり包括的に対処していくということ

が非常に重要になってくるかと思います。

そういう意味で、地域福祉計画は上位にあ

るのだろうと考えております。子育て世代

包括支援センターの設置、構築を進めるに

当たりましては、関係各課で、こういった

ことを意識しながら進めてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、質問番号１４番、がん検診

事業、乳がん・子宮がん検診の件でござい

ます。 

 乳がんにつきましては、保健センターに

おきまして、年間２９回の日程を組みまし

て、これはバス検診なんですけれども、実

施しているところでございます。子宮がん

検診につきましては、年間１２回のバス検

診のほか、市内二つの医療機関で個別検診

に対応しております。その他、吹田市と茨

木市の両医師会の協力を得まして、両医師

会の傘下の個別の医療機関での受診も可

能でございます。乳がんと子宮がんをセッ

トで受診できる日でございますが、子宮が

んの検診日の１２回がそれに対応してお

ります。その他、大阪がん循環器病予防セ

ンターにおきまして、乳がんと子宮がんと

もにセットで受診できるということでご

ざいます。乳がんと子宮がんのセットで受

診できる日につきましては、やはり希望者

がどうしても多くなりまして、実際予約が

とりづらい状況にあるというふうに認識

しております。乳がんにつきましては、こ

れまでも大阪がん循環器病予防センター

への委託、検診枠をふやすなどの検診機会

の拡大に取り組んでおりますが、依然とし

てそういった状況にあるというふうに認

識しております。乳がん・子宮がんの検診
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の受診率につきましては、大阪府の平均は

上回っておりますものの目標には至って

いないという状況でございまして、引き続

き検診体制の充実について検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長 それでは、環境業務

課にかかわりますご質問にお答えいたし

ます。 

 質問番号１５番、ごみ収集の委託状況に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 平成２９年度末の状況ではございます

が、まず可燃ごみ及び不燃ごみの収集につ

きましては、委託が６６．４％、直営が３

３．６％となっております。 

 また、びん・缶につきましては、９９．

２％、ペットボトルにつきましては、９９．

７％が委託となっております。 

 一方、古紙・古布につきましては、１０

０％直営で収集しております。また、昨年

１０月から分別収集を始めました蛍光灯

などの水銀使用製品一般廃棄物につきま

しても１００％直営で収集しております。 

 続きまして、質問番号１６番、外国人へ

のごみの排出方法の周知につきましての

ご質問にお答えいたします。 

 近年、本市在住の外国の方からのごみの

排出方法についての問い合わせの電話等

が年に数回ございます。その際には、丁寧

にわかりやすく説明をさせていただいて

おります。また、地域担当の職員がおりま

すので、必要に応じ、直接お会いして説明

するなど、個別の対応をしております。な

お、市民に配布しているごみの分け方・出

し方のチラシにつきましては、外国語版の

作成はしておりません。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課にかかわります３点のご質問につい

てお答えさせていただきます。 

 質問番号１７番、予算概要の７６ページ

の労働相談でございますが、平成３０年度

につきましては、２月末時点で１０件の相

談がございます。主な内容といたしまして

は、賃金関係、解雇、残業手当、雇用契約、

有給休暇、労災、そのほか雇用保険関係に

係る相談となっております。 

 続きまして、質問番号１８番、予算概要

の７８ページのアクションプランの評価

検証の調査について、前回項目と新たに項

目があるのかということなんですけれど

も、新たな項目といたしましては、今回国

のほうでも外国人の実習生のことが課題

となっておりましたので、その外国人実習

生に関しての雇用関係についてご質問を

今回調査させていただいております。 

 続きまして、質問番号１９番、南千里丘

分室のことについてでございますが、看板

についてどう考えているのかということ

でございますけれども、まずは南千里丘分

室の産業支援ルームの活用を図ることを

まず優先してまいりたいと考えておりま

す。地域産業のための活動を行う団体が利

用していただくために、来年度、平成３１

年度に関しましては、プレミアム付商品券

事業を実施する中で委託業者の方の事務

スペースとして活用することも検討して

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 では、２回目の質問をさ

せていただきます。 

 防犯カメラについては、摂津市防犯カメ

ラの設置及び運用に関するガイドライン
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というのを摂津市もつくっておられます。

この中に先ほどおっしゃられたように、街

頭などに設置することによって、犯罪の抑

止、未然防止を図るというふうなことも、

また犯罪発生時に容疑者の特定につなげ

るというふうなことも書かれてはあるん

ですけれども、しかしながら防犯カメラは

撮影される個人のプライバシーを侵害す

るおそれもあることから、その設置に当た

ってはより適正な管理運用が必要となる

というふうなことも書かれております。 

 また、防犯カメラの撮影区域では、防犯

カメラの設置及び運用に当たっては、犯罪

の抑止効果の向上と個人のプライバシー

保護との調和を図るため、撮影区域を必要

な範囲に限定しというような文言もござ

います。防犯カメラを多く設置すれば、そ

れだけでいいという話ではなくて、やはり

個人のプライバシー、そういうことについ

ても市はきちんと役割を果たさなければ

ならないということでありますので、設置

は慎重にということでお願いしたいと思

いますので、これは要望としておきます。 

 続きまして、２問目です。体育施設維持

管理事業、文化スポーツ課です。 

 旧味舌小学校跡地体育館建設について、

大阪府との協議も順調に行われていると

いうふうに理解すればいいのかなという

ふうに思います。ほかの委員のされた質問

の中でも、答弁にもありましたけれども、

体育館を避難所としても位置づけるとい

うふうなことが大切だということも言わ

れておりました。また、誰でも気軽に利用

ができる、そういうことも言われていたと

思います。他の委員もおっしゃられてたと

は思うんですが、隣地を防災空地として残

すというふうに市長が言われたわけです

けれども、スポーツのできる誰でも使える

広場として体育館と一体活用ということ

が望まれているのではないかなと、地域の

ほうからもそういうお声を聞いておりま

す。空地は、文化スポーツ課の所管ではな

いとは思うんですけれども、体育館と一体

としてここを活用していくというふうな

ことをぜひ庁内で考えていただけないか

なというふうに思いますので、これは要望

としておきます。 

 ３番です。体育施設管理事業、文化スポ

ーツ課。シルバー人材センターから株式会

社に委託が移った案件です。先ほどのお話

で、管理運営の問題であるとか、地域利用

者への対応とか、そういうふうなこともプ

ロポーザルの項目の中にはあったと。私も

それは見ましたし、点数がほかのところよ

りも高かったというのも数字では見てお

ります。けれども、じゃあ、ふたをあけて

みたらどうだったのかという問題だと思

うんですね。確かにほかの委員のご質問の

ときに、トレーナーの方を常時置けるとか、

そういう利便性というのは前進している

のかなと思いますけれども、使用申請に当

たってこういうことが起きるということ

は、やはりもっと事前にプロポーザルの段

階で、そこら辺までちゃんと詰めた形で話

を聞いて、ちゃんとした選定をしていく必

要があるんではないか。市民はびっくりす

ると思うんです。え、どこに行かなあかん

のということでね。そういうこともしっか

りと踏まえた活用をしていただきたいと

思いますので、これも要望にしておきます。 

 次に、４番です。生活困窮者自立支援事

業、生活支援課です。 

 相談件数、新規がたくさんふえていて、

しかも緊急な件がふえているというふう

なことで、やはり今の実態というのか、市

民の置かれている状況というのがあらわ
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れてきているのではないかなというふう

に思います。景気が緩やかに回復してきて

いるという話がありましたけれども、それ

も今ちょっと陰りが出て、下方修正みたい

なことも行われているところであります。

市民の生活実態というのが本当に厳しい

ところに置かれていると思っております。

これは、ぜひきちんと寄り添った形で対応

をこれからもしていただきたいと思いま

すので要望としておきます。 

 生活保護です。質問は５番となります。

生活支援課です。 

 今まだはっきりしたことが伝えられて

いないというふうなお話でありましたけ

れども、私が聞いている情報では、ことし

１０月からは消費税の影響を考えて、改定

率プラスは１．９％だが、生活扶助本体は

軽減税率を考えてプラス１．４％というふ

うに聞いています。非常にわずかなプラス

幅だと思います。しかし、これは２０１８

年の１０月から３年間かけて引き下げが

行われている。その期間の中のわずかな引

き上げだということも非常に大きな問題

だと思っているんですけれども、消費税が

上がり、プラスといいながら本体はこの３

年間で大きく引き下がっていくというこ

とが前提なわけです。また、プレミアム付

商品券、先ほどもお話がありました。この

低所得者の対象に生活保護の方々は入ら

ないというふうになっています。また、カ

ード決済でポイント還元とかいろいろな

ことが言われておりますけれども、生活保

護の利用者の方々がカードでお買い物と

いうふうなこと、これはなかなかなじまな

いことだと思いますし、実際にそういうこ

とを活用するということが難しいとも思

います。保護利用者の生活は非常にこれか

らますます厳しいものとなっていくとい

うふうに思います。基準削減をやめて元に

戻すよう、ぜひ国に求めていただきたい。

それと生活保護の利用者に寄り添った親

身な対応を行っていただいて、通院移送費

など使える制度の周知徹底や制度利用の

援助、こういうものも進めていってほしい

と思っています。そのことにつきましては、

要望としておきますが、ケースワーカーの

増員、これも複数の委員の質問で取り上げ

られていました。対人支援なので効率化と

いうことはなじまないというご意見もあ

ったと思います。人の増員が必要というご

指摘でした。私も同感です。答弁では、対

人の支援は効率化は難しいけれども、非正

規で事務処理も行って効率化を図るとい

うふうなお話がありました。しかし、ケー

スワーカーの増員に伴って、非正規の職員

が実は減っているのではないのかなとい

うふうに思うんです。以前は、非正規の職

員が行っていた仕事を反対にケースワー

カーがやっていると、片がわりをしている

というふうなことも見受けられるように

思います。そういう実態があるのではない

でしょうか、お答えください。 

 次に、６番、せっつ高齢者かがやきプラ

ン推進事業、高齢介護課です。 

 今後のスケジュールをお伺いしました。

もちろん第６期も同じような進め方にな

っていたわけですけれども、その中で第６

期末の黒字というのが大幅に出てきて、そ

れが第７期の計画の中には、その金額が反

映しないということになったという質問

を私が一般質問でさせてもらったわけで

すけれども、宙に浮いたお金が３億円もあ

るじゃないかという話をさせていただき

ました。また、同じように第８期の計画で

も第７期の中で決算時期が来てないから、

その分は入れれないんだというふうなこ
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とで、やっぱり大きなお金がどんと残って

くるというふうなことになるのではない

かなという懸念がございます。この問題に

関しては、施設整備ができているのかとか、

いろんなことにもかかわりますので、介護

保険特別会計の審査のほうでさせていた

だきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 また減免制度も新たにつくってほしい

というようなことも言っております。特別

会計のほうでしっかりやりたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 質問の７番です。高齢者移送サービス委

託料。車椅子の方が対象であるということ

をお伺いしました。しかし、車椅子の方だ

けではなくて、今高齢者の足の確保をどう

するのかという問題が大きく摂津市全体

でニーズが出てきているんじゃないかな

というふうに思います。フレイルに関する

調査なども行われましたけれども、やはり

まだまだ介護を受けるというところには

いかない、その手前の段階でどう元気に過

ごしてもらうかというところでは、やっぱ

りおでかけ支援とか、そういうことについ

ても考えていかなくてはいけないのでは

ないか。循環バスの本数が減るというふう

なこともありまして、高齢者の方々からも

もう自転車にはなかなか乗れないんだと、

それをどうしていったらいいんだという

ふうなお声も聞いております。お考えをお

聞きしたいと思います。 

 ８番です。高齢者民間賃貸住宅家賃助成

費、これも高齢介護課です。 

 今、お話をお伺いしますと、同じような

数字で若干減りぎみなのかなというふう

にも思いました。高齢者の方々はふえてい

るわけですから、今さっきお話にもありま

したように、この地震や台風の被害で引っ

越しもふえているというふうなことです。

これがもっとふえていかなあかんのじゃ

ないのかなというふうに思いながら数字

を聞いていたところでございます。年金は

下がっていって、介護保険料や国保や後期

高齢者の保険料などは非常に高い。消費税

の負担もふえたら本当に暮らしが圧迫さ

れると、そういうお声もたくさんお聞きし

ています。この家賃補助というのは、非常

に喜ばれているいい制度だと私も思って

おりますので、新たな周知、これが必要な

のではないかなと思いますので、そのこと

についてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 次に、質問の１１番、老人医療費助成事

業、重度障害者医療費助成事業、障害福祉

課です。 

 新たな制度構築とかいう名前で言われ

るんですけれども、結局削減なんだという

のが今のお話を聞いてよくわかりました。

今後外れる人は経過措置をされている人

ですね、３３６名というお話でした。なの

に、新たにふえる方というのは、精神で２

８名、難病で１名と、本当に数少ない方し

か新たには入らない。この経過措置の方だ

けではなくて、重度だけに特化をしたとい

う形になりますから、軽度の方々は、今後、

今までだったら老人医療で救えていたも

のがその人たちは対象外になっていく。こ

こは何人なのかもわからないというふう

なことでございます。本当に障害者の方に

対して負担がふえていっていると思いま

す。限度額そのものは２，５００円から３，

０００円にということで、額としてそう大

きくないというふうに言われますけれど

も、そう言われがちですけれども、自動償

還になるということは非常に前進だと思

っておりますので、そのことについては評
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価をしているんですけれども、まず一旦は

支払わなくてはいけない。しかもそれぞれ

の医療機関、また薬局でも払わなければい

けないということで、一旦する支払いがす

ごく大きくなるわけですね。こういうこと

に対しても本当に負担がかかっていると

思います。ぜひ府に対して、制度を見直し

て、負担の軽減とか、外される人が経過措

置が終わる前に、そうならないように、要

望を市としてもしていただきたいと思っ

ております。この老人医療費助成制度のと

ころは、これで終わりたいと思いますけれ

ども、この府の削減につけ加えて、さらに

摂津市は昨年１０月末で入院時の食事療

養費、障害者の方に出していたものを打ち

切りました。入院時食事療養費のシフト先

ということで言われていたのが重度障害

者等福祉金給付事業と、日常生活用具給付

だったと思いますけれども、この制度はど

うなっているのか、昨年度の執行状況など

を教えていただきたいと思います。それと

入院時食事療養費の廃止の影響、これも教

えてください。対象者がどれぐらいだった

かということもお願いします。 

 次に１２番です。声の宅配サービス。大

変有意義な、大切なサービスだと思ってお

ります。ただ、この声の宅配サービス、今、

ボランティアサークルに請け負っていた

だいているということをお聞きしました

けれども、このサークルが一つ解散すると

いうふうなことを聞いています。担ってい

く人が減っていくという状況の中で、今後

これがどうなっていくのか、どういうふう

にお考えなのかということについてお聞

かせください。 

 次に、１３番、妊娠出産包括支援事業、

保健福祉課のほうです。 

 保健福祉部と教育委員会だけではなく

て、さまざまなところと連携をとって、ケ

ースごとにしっかりとした対応というの

をぜひしていただきたいと思っておりま

す。 

 それとやはり経済的な問題も、若い世帯

は非常に大変になってきているなという

ふうに思うんです。そういう中では、入院

助産制度の積極的なお知らせであるとか、

それから先ほど、生活支援課のほうの生活

困窮者自立支援事業とか、そういうさまざ

まなところとやはり連携をとって、本当に

支えになっていただきたいなと思ってお

りますので、これは要望としておきます。 

 乳がん・子宮がん検診、１４番です。保

健福祉課です。 

 子宮がんは医療機関でも受けられるけ

れども、乳がんはバス検診だけしかないと

いうことで、子どもを育てながらの若い

方々にもやはりしっかりと受診していた

だきたいと思うんですけれども、なかなか

何回も何回もというわけにはいかない。同

時受診ができるときは、１２回ということ

だったと思います。そこはいっぱいいっぱ

いやというふうなことでお伺いいたしま

した。がんセンターまで行けばということ

ですが、かなり遠いです。なかなかここま

で行こうかなというふうにはなりにくい。

やっぱり身近なところでセットの検診が

できるというふうなことをぜひ進めてい

ただきますように、これは要望としておき

ます。 

 次に１５番、ごみ収集処理事業です。委

託の割合のお話を聞きました。他の委員の

質問のときに、臨時ごみについてが少し変

わったのかなというふうに思ったんです

けれども、今職員を減らして、合理化をし

て、直営を少なくして、委託を広げるとい

うふうなことはやっていないというふう
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に思うんですけれども、やはり今回の災害

のときにも直営の職員がどれだけ頑張っ

てくれはったかということは私たちは身

にしみて感じておりますので、ぜひ職員を

ふやして直営をしっかり行っていくとい

うことを大事にしていただきたいと思い

ますので、これについては要望としておき

ますけれども、災害時ですね、これからご

み処理が広域化となっていく中で、今まで

は摂津市の中だけでそういう災害ごみの

処理というふうなこともできていたわけ

ですけれども、これから茨木市と広域化で

やっていくということになると、本当にど

んなふうになっていくのかなというのが

不安な思いもしますので、環境センターの

ほうでこのことについて聞かせていただ

きたいと思います。 

 １６番です。同じくごみの収集処理事業

で、外国の方への対応ということで、市役

所にごみの出し方を聞いてこられる方は

いいと思うんです。そういう方法を知って

おられるということですからね。困ったと

きは一回聞いてみようということができ

はる方。でもうちのご近所さんのように多

分何もわからなくて、どこへ相談していい

かもわからなくてという方が多いのでは

ないかなということを心配をしておりま

す。環境業務課のほうはごみの出し方の外

国語版というのは、作成していないという

ようなお話でした。転入される外国の方に

対して、ごみのことだけではなくて、さま

ざまな情報を、日本人に向けては資料配付

をしていただいていると思うんですけれ

ども、外国人の方に対してそういうことを

配慮した情報提供というのができている

のかということについて、これは市民課の

ほうだと思います。お答えいただきたいと

思います。 

 それから新しく転入された外国の方が

住民として生活していかれるわけですけ

れども、ここに対して何らかの対応という

のをやっているのかということについて

は、これ自治振興課になると思いますので、

教えていただきたいと思います。 

 １７番です。労働相談事業です。 

 件数がそんなに大きくふえているわけ

ではないとは思いますが、やはり相談の内

容というのは、今の社会を反映しているの

ではないかなというふうにお聞きをいた

しました。外国人のお話が続いているんで

すけれども、外国人研修生の違法な働かせ

方というのがやはり非常に問題になって

おります。それが日本を代表する大企業、

経団連の会長も務めておられる方の出身

企業である日立製作所とグループ会社１

０社と１２事業所が外国人技能実習適正

化法に違反をしていると、国の機関から改

善勧告や指導を受けていたということが

報道をされているところです。国の外国人

技能実習機構が昨年４月から９月に実地

検査をしたところ、必須業務とは異なる作

業を行わせていたりしたということが判

明しました。この技能実習生を安価な労働

力として使い続けられる改定出入国管理

法について、この経団連の会長は歓迎する

と表明をしていたわけですけれども、本当

に外国人の方を取り巻く問題というのが

ここにも浮かび上がってきているなとい

うふうに思います。日本共産党の国会での

質問の中でもこの問題を取り上げました。

実習生の契約書には、本国の送り出し機関

に給料や手当について文句を言ってはな

らない。違反をすれば自費で送還され、損

害賠償の責任を負う旨の契約を結ばされ

ているというふうな実態もあるというこ

とです。日立製作所に実習生を送る国内最
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大手の監理団体、協同組合フレンドニッポ

ンというところがあります。この問題の送

り出し機関と連絡先が同じなんですね。両

者は事実上一体だということも指摘をさ

せていただきました。日本を代表する大企

業や監理団体が寄ってたかって実習生を

安価な労働力として使い捨てにしている

というふうなことについて、日本共産党も

国会で追及をしてきたところでございま

す。虐待であるとか、自殺、不審死、失踪

など、本当に深刻なケースもさまざま報道

されていますが、摂津市での外国人の相談

というのはどうでしょうか、お聞かせくだ

さい。 

 産業振興アクションプラン推進事業、１

８番です。産業振興課。調査について、新

たな項目は、その外国人実習生のことも入

れていただいたということで、これは大変

有意義なことだなというふうに思ってお

ります。私らもいいなと思ったのは、問い

の最初に、外国人の技能実習の適正な実施

及び技能実習生の保護に関する法律（技能

実習法について）という前置きがあって、

外国人技能実習生の雇用状況をお聞かせ

くださいというふうにされているんです

けれども、やはりこういうきちんとした法

律に基づいてお聞きをしますよという、こ

の姿勢というのは本当に、アンケートにこ

れを書いていただいたというのはすばら

しいなと思って拝見させていただきまし

た。結果の詳細なことは、まだわからない

ということだとは思うんですけれども、ど

んなふうだったかお聞かせください。 

 最後の１９番です。南千里丘分室管理事

業。看板をつけるということまではまだ至

っていないというお話なのかなというふ

うにお伺いをいたしました。産業相談支援

ルームの使用状況については、平成２９年

度が６４件で、平成３０年度は７９件とい

うことでふえているうちの１４件は、連続

立体交差事業ですかね、それについての他

課への貸し出しということだったという

お話を聞いています。以前にもご指摘させ

ていただきましたが、その案内があるんで

すけれども、摂津市の建設部のほうで出し

ている分でございます。ここの場所の変更

のところで、場所が摂津市商工会３階産業

支援ルームというふうになっているんで

すね。地図もついているんですけれども。

摂津市商工会の建物だというふうに一般

の方々は、保育所もありますけれども、思

っていらっしゃるわけです。だから摂津市

までがそういう説明をしてここへ来ても

らおうと思っているわけですよね。でもあ

れは、ほかの委員からもご指摘がありまし

たように、年間多額な金額をかけて、維持

管理も行っている摂津市の財産、市民の財

産なわけです。これをしっかりと、やっぱ

り摂津市のものであって、そこに摂津市の

スペースがちゃんとあって、そういうこと

をまずはお知らせするところから始めて

いただかなくてはならないのではないか

なと、私は看板がぜひ必要だというふうに

思っております。もちろんその使い方もそ

うです。使う頻度は上がってきているとは

いえ、その内容については、やはりまだま

だ市民が利用できるということになって

おりません。最初にあそこができたときに、

私たち議員も見せていただきました。その

ときには、貸し室として、産業振興にかか

わるような内容ということではありまし

たけれども、一般の市民にも貸し出しをし

ていくんだというふうなことでお伺いを

しておりました。やはり最初の趣旨にのっ

とった方向性で看板もつけて、市民が使い

やすい、使えるようなそういう活用をぜひ
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していただきたいと思いますので、これは

要望にしておきます。 

 ２回目の質問を終わります。 

○森西正委員長 暫時休憩をします。 

（午後０時 ２分 休憩） 

（午後０時５９分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 それでは、答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 松木課長代理。 

○松木生活支援課長代理 それでは、質問

番号５番、生活保護事業に係る増永委員の

２回目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 現在の生活支援課における非常勤職員

の配置状況につきましては、生活困窮者自

立支援事業を含めた生活支援課全体で必

要な非常勤職員を任用しており、非常勤職

員が減ることにより、正規職員の業務が増

加することがないよう、必要な人員を毎年

度人事課に要求しているところでござい

ます。 

 しかしながら、ケースワーカーの配置状

況につきましては、現在のケースワーカー

数では、大阪府からも指摘されているよう

に、充足されていないと考えているため、

今後につきましては、職員体制の充実に向

けて、引き続き事務の効率化を図るととも

に、人事課と協議してまいりたいと考えて

おります。 

○森西正委員長 荒井課長。 

○荒井高齢介護課長 高齢介護課にかか

わります２点のご質問にお答えいたしま

す。 

 質問番号７番、高齢者移送サービスにつ

いてでございます。 

 先ほど、増永委員がご提案されましたと

おり、車椅子を利用しない高齢者について

も、心身の健康保持や社会参加の促進、と

じこもり防止などの観点から、外出時の移

動支援の必要性は高いと認識しておりま

す。 

 今後、他自治体で実施されている交通手

段の確保策について、情報収集し、研究に

努めてまいりたいと考えております。 

 ２点目、質問番号８番、高齢者民間賃貸

住宅家賃助成費の周知についてでござい

ます。 

 高齢者のための福祉サービス冊子に、こ

のサービスを掲載し、窓口で市民に配布し

ているほか、ケアマネジャーや民生委員、

ライフサポーターなど、高齢者を支援する

関係者に配布し、日々の活動の中で、市民

への周知を図っていただくよう、依頼して

おります。 

 また、広報誌、ホームページへの掲載に

より、周知を図ってまいりました。今後、

より多くの方にこのサービスを知ってい

ただけるよう、情報提供の方法について工

夫してまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

りますご質問にお答えさせていただきま

す。 

 質問番号１１番、入院時食事療養費助成

の廃止に伴うシフト先の状況と廃止によ

る影響についてでございますが、入院時食

事療養費助成の廃止に伴うシフト先とい

たしましては、日常生活用具の給付と重度

障害者等福祉金であります。 

 日常生活用具の給付では、特殊マット、

移動用リフトに対する上限額を引き上げ

ております。また新たに、視覚障害者用血

圧計など、４種目を追加しております。 

 制度改正後の状況といたしましては、特

殊マット、視覚障害者用血圧計、地上デジ
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タルテレビ放送対応ラジオの申請があり、

給付を行っております。 

 重度障害者等福祉金では、これまで１年

以上市内に居住していることという要件

がございました。そのことから、長期の入

院患者に対しましては対象とはなってお

りませんでしたが、この長期の入院患者な

ども対象に含めるために、平成３０年４月

からはこの要件を外しております。また、

長期入院患者に対する加算といたしまし

ては、入院時食事療養費助成を経過措置を

含め、平成３０年１０月末までとしており

ますことから、平成３０年１１月以降の入

院で、年間３０日以上入院された方に対し

まして、さらに年間１万２，０００円の加

算を行うという制度改正を行っておりま

す。 

 重度障害者等福祉金は、１０月１日を基

準日とし、申請をしていただいております

ことから、今回の１１月以降の長期入院患

者に対する加算につきましては、次年度、

今回でいいますと平成３１年度の１０月

に申請をしていただき、給付をするもので

ございます。 

 入院時食事療養費助成を廃止したこと

による影響でございますけれども、こちら

につきましては、年度によってばらつきが

ございますけれども、平成３０年度では、

これまでに約２０名の方が、金額といたし

ましては約２００万円の助成を受けてお

られます。これらが影響というふうには考

えております。 

 次に、質問番号１２番、声の宅配サービ

ス事業の今後の考え方についてでござい

ます。 

 現在、社会福祉協議会と委託契約を結び、

市内の二つのサークルにおいて音声吹き

込みを行っていただいておりますが、先ほ

どお話にもございましたように、今回、そ

のうちの一つのサークルにおいて、平成３

１年３月末をもって解散されるというお

話がございました。この声の広報は、視覚

障害のある方々などが公の情報を得る大

切な手法となっておりますことから、次年

度以降につきましても継続して実施して

まいりたいと考えております。 

 現在、声の広報等を担っていただける団

体を探しておりまして、調整を行っている

ところでございます。 

 声の広報を楽しみにされている方もた

くさんいらっしゃるということから、何と

か担っていただける団体を確保し、途切れ

ることなく情報の提供を行ってまいりた

いと考えております。 

○森西正委員長 鈴木部参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、質問番号１

５番、広域ごみ処理により、ごみ処理事業

は今後どのようになっていくのかについ

て、ご答弁申し上げます。 

 現在、協議を進めております茨木市との

広域処理につきましては、市内で大量に発

生いたします燃やせるごみと燃やせない

ごみの年間約２万８，０００トン、平成２

９年度で申し上げますと、ごみ全体の９４．

５％を占めるごみを、効率的、効果的に処

理することを目的としております。 

 一方、ごみ収集や資源ごみの収集とリサ

イクル、時代のニーズに合わせた水銀製品

等の回収を始めるなど、引き続き、ごみ減

量啓発事業に取り組んでまいります。また、

災害時には、本市のリサイクルプラザにが

れき類の仮置き場を設置し、災害ごみの臨

時収集や市民持ち込みの受け入れを実施

するなど、災害復興の支援にも取り組みま

した。 

 今後におきましても、本市の環境に対す
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る姿勢は変わることなく、市民が安心して

ごみを出していただけるよう、進めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、質問番号１６

番、市民課に関する部分の、転入される外

国人に対する情報の提供についてでござ

います。 

 転入届けの際、転入者に対しましては、

外国人、日本人に関係なく、先ほどの環境

業務課のごみの分別方法でありますとか、

広報課が作成しました市内地図、それから

市内循環バスの時刻表、自治会加入促進リ

ーフレット等々、各課から依頼のありまし

たさまざまな書類をお渡しはしておりま

すが、日本語表記のみとなっております。 

 外国語表記のものとしましては、火災が

起こったときの対応を４か国語で表記さ

れている冊子がございますが、部数の関係

で窓口の横に備えつけて、自由にとってい

ただくような形となっております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 丹羽課長。 

○丹羽自治振興課長 それでは、自治振興

課のほうから、質問番号１６、本市にお住

まいの外国人の方々への対応について、お

答えいたします。 

 本市に在住されます外国籍の方は、本年

２月末で１，３９７名でございます。本市

では、生活習慣や環境など相互理解を深め、

安心して生活ができる多文化共生の社会

を目指し、摂津市国際交流協会が中心とな

っていただき、さまざまな事業を展開して

おります。 

 事業といたしましては、生活していく上

で基礎となります語学講座であります日

本語教室や、交流の場として日本語サロン

などを実施しております。 

 また、外国籍の方々に講師となっていた

だき、母国の文化を紹介していただく国際

理解講座や、食文化を学ぶワールドクッキ

ングなどを実施しており、平成２９年度に

開催されたこれらの教室や講座には、延べ

１，２００名を超える方々にご参加いただ

いているところでございます。 

 今後も、地域で暮らされる外国人市民の

方々と交流を深めていけますよう、国際交

流協会と連携しながら、さまざまな事業を

実施してまいりたいと考えております。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、産業振

興課に係ります２点のご質問について、お

答えさせていただきます。 

 質問番号１７番、労働相談に対して、外

国人の方の相談があったかということで

すけれども、現在のところ、ございません。 

 続いて、質問番号１８番で、調査の中で、

外国人の方の雇用状況についてお聞きさ

せていただいておりまして、回答をいただ

いた４４５の事業所のうちの２．５％、１

１社が、既に外国人の方を雇用、つまり実

習生が雇用されているというご回答をい

ただいております。 

 また、その国籍についてでございますが、

ベトナムの方や中国の方、あと、インドネ

シアの方やブラジルの方など、多くの国に

及んでいるということが、回答として確認

しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 それでは、増永委員。 

○増永和起委員 では、３回目の質問をさ

せていただきます。 

 質問番号５番の生活保護事業です。 

 ケースワーカーの増員と非正規職員、き

ちんと確保するということを人事課のほ



－34－ 

うにも要望しておられるということであ

りました。正規職員が増員されるけど、非

正規が減らされるということでは、正規職

員の仕事もまた軽減ということにはなら

ないと思いますので、生活支援課全体の増

員ということで、もちろんその中で正規職

員、しっかり法定に見合うように確保とい

うことも含めて、これからも要望を上げて

いっていただいたり、市として全体に理解

を求めてもらいたいというふうに思いま

す。これは要望としておきます。 

 ７番、高齢者移送サービスの問題です。 

 車椅子を利用しない人の足の確保も必

要だという認識を持っておられるという

ことをお聞きしました。いろんな方向から、

ぜひ検討していただきたいと思います。タ

クシーチケットというような形もあると

思いますし、また、バスということになる

と、なかなかハードルが高いのかなとは思

ったりもしますけれども、いろんな自治体

がいろんな取り組みをされております。摂

津市でもぜひ実現できるように、ぜひよろ

しくお願いしたいと思いますので、要望と

しておきます。 

 それから、高齢者民間賃貸住宅家賃助成

費です。 

 大切な制度で、喜ばれているというとこ

ろは、認識が一致しているのかなと思いま

す。冊子やケアマネジャーを通じてなどと

か、広報誌、ホームページなど、いろいろ

情報提供のために頑張っておられると思

うんですけれども、ライフサポーターがい

ろいろ持って回って、ご説明もいただいた

ところもあるとは思います。しかし、高齢

者の方、なかなか１回聞いて、すっと入っ

てくるというふうにもならないですし、制

度を知っていても、それを利用するために

サポートが必要だったり、いろいろそうい

うこともあると思いますので、今後ともし

っかりとしたご案内ができて、実際に使っ

ていただける数がふえるように、サポート

のほうもよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それと、やっぱり昨今、住宅のお家賃が

上がってきて、限度額がやはり超えてしま

うというふうな、対象にならないというよ

うなところもあるとは思うのですけれど

も、この制度自体の拡充も、ぜひ考えてい

ただきたいなと思います。これは要望とし

ておきます。 

 １１番です。入院時食事療養費の問題で

す。 

 シフト先だということで、重度障害者等

福祉金と、それから日常生活用具給付事業、

これが増額をされたということになった

わけですけれども、日常生活用具給付事業

のほうは、申請もあったということですが、

これはやはり対象者が限られるというこ

とになると思うんです。 

 今まで入院をされて、食事療養費を使っ

ておられた障害者の方が、これをみんな、

日常生活用具使うかというと、そうでは決

してないということですよね。これを使わ

ない方にとっては、それは負担がふえたと

いうことになると思いますし、福祉金のほ

うは、今、お話をしていただきましたけれ

ども、昨年度予算で上がったけれども、そ

れは使われなかったということで、まだ誰

の手元にも渡っていないということにな

るわけです。今後渡るとしても、それは３

０日以上の入院をした人ということにな

るわけですね。重度障害者の方でね。 

 やはり、入院時食事療養費を今まで受け

取って、それで入院の生活を何とかされて

いた方々に対して、本当にこれがきちっと

サポートできているか。シフトというけれ
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ども、結局はその方々の負担はふえている

まんまなのではないかということが、非常

に私としては心苦しいというか、摂津市が

今まで頑張ってやってきた、この入院時食

事療養費の補助制度、摂津市の良心といい

ますか、市長がいつも言われる弱者の視点

に立ってということを、実際に事業として

展開をしていたものではないかなという

ふうに思います。 

 大阪府が改悪をして負担がふえた、その

ときに、さらにこの摂津市の改悪で負担を

増すというようなことは、これが本当に弱

者の視点と言えるのかという問題につい

て、これはぜひ、副市長にお答えをいただ

きたいと思います。 

 それから１２番、障害福祉課です。 

 声の宅配サービス、今、一つのサークル

が解散というふうなことで、次を探してい

るというようなお話でした。でも、この事

業そのものは大変大事なものだと思って

いるということで、楽しみにしている方も

いらっしゃるので、何としても継続をして

いきたいという、そういうしっかりした考

え方でやっているんだというお話をいた

だいたと思いますので、ぜひともこれが継

続できるように、頑張っていただきたいな

と思っております。 

 そしてまた、利用者の方ですね。１１人

というお話だったのですけれども、これも

もっと広がって、こういうものがあるんだ

よということをぜひ周知していただいて、

利用者も広がれば、担い手もやはり、やり

がいも出てくるということになると思い

ますので、ぜひ利用者も広げていただきた

いと思います。これは要望としておきます。 

 次に１５番、ごみ収集処理事業ですね。

災害時の問題について、聞きました。 

 広域化になっても、今後も変わらないと

いうご答弁だったかなというふうに思う

のですけれども、やはり今回の災害は、摂

津市の中での対応ということで、たくさん

の協力もいただいて、この前のお話では、

土日に自治会の方なんかの協力もいただ

いて、だっと一遍に集めて回ったというこ

とだったと思います。リサイクルプラザも

使って、がれきを置いたりとか、そういう

ことは変わらないのかもしれませんけれ

ども、その焼却という点でいけば、茨木市

もたくさんのごみが出る。摂津市でもたく

さんのごみが出る。そういう中で、どんな

ふうにそれを、ごみの処理をしていくのか

というとこら辺というのは、未知数の話だ

と思うんですね。ここでも、きちんと摂津

市の考え方も、体制も含めて、茨木市とど

んなふうにやっていくのかというのを、プ

ランを持って考えて、災害のない今から考

えていかないといけないのではないのか

なというふうに思いますので、この点につ

いては要望としておきますので、これから

しっかりと協議をしながら、進めていって

いただきたいと思います。 

 １６番です。外国人の方への資料配布。

私も転入時にどういうものをもらえるの

かということで、いただきました。いろん

なものが入っていて、ああ、役に立つもの

がいっぱいあるなというふうに思います

が、日本語がわかる方にとっては役に立つ

わけですけれども、なかなかこれが、日本

語がわからないということであると、情報

が伝わらないということになってしまい

ます。この火災の冊子というのも、これも

置いていただいているということでした

けれども、災害は火災だけではありません。

そういう災害時にどうしたらいいのかと

いうのも、情報が、外国人の方にどうやっ

たら伝わるのかということも、考えていか
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なければいけない問題だと思います。 

 自治振興課のほうはいろんな取り組み

をされているというふうなこともお話が

ありましたけれども、新たに転入をされる

外国人の方ですね。もうずっと住んでおら

れる方というのは、地域とのかかわり、し

っかりできてはると思うんですけれども、

やはり、これから新たに入ってこられる方

に対して、どんなことができるのかという

ことも、ぜひ考えていっていただかないと

いけないのではないのかなというふうに

思っておりますが、地域住民とトラブルと

いうふうなことも、出てくる可能性もあり

ますので、ぜひそのサポートをどんなふう

にしていくのか、取り組みをどんなふうに

していくのかというようなことがあると

思うので、これは問題提起ということでし

ておきます。 

 １７番です。外国人の相談はないという

ようなお話でございました。しかし、質問

１８番で、外国人技能実習生、これについ

てのアンケートでは、やはり今、既にもう

雇用されているところ、それから、これか

ら雇用しようと思っているところという

のが、やはり数として上がってきている。

これが多分、どんどんふえていくというこ

とになっていくのだと思います。 

 そういう中で、これは１７番と１８番を

まとめて質問をするんですけれども、先ほ

ども紹介しましたように、外国人研修生の

問題、これを放置したまま、政府は外国人

労働者の受け入れを拡大するという法律

を通したわけです。地域に外国人労働者が

ふえるというだけじゃなくて、さまざまな

問題を抱えた人がふえるという可能性が

あるわけでございます。それを誰が受けと

めるのか、自治体も問題意識を持つ必要が

あると考えます。 

 問題を解決する責任、これは大もとは国

だと思うんですけれども、しかし、問題の

発覚は、やはり身近な自治体から出される

のではないかというふうに思います。 

 摂津市の追加アンケート、これは大変い

い取り組みだというふうに、私も先ほども

申しましたけれども、摂津市でも外国人を

雇用する企業がふえてきたし、今後もふえ

てくる。そういう中で、その働かせ方とい

うのを、やはり注視していく必要があるの

ではないかというふうに思います。企業立

地促進奨励金を使っているような大きな

企業、たくさん外国人の方、いらっしゃっ

たりします。そういうところなんかには、

指導も含めて、そういうようなアンケート

も別個にとると、そういうふうなことも可

能だと思うので、ぜひこれについて、意識

を持っていただきたいと思いますし、摂津

市が、労働問題を含めてさまざまな問題を

相談する窓口、先ほど、ごみの問題は年に

数件かかってくるというふうなお話でし

たけれども、外国の方は、こういう資料を

もらってもよくわからない。地域ともまだ

つながりがない。さっき言ったような、さ

まざまな、虐待も含めた、そういう大変深

刻な問題が起きても、一体どこに相談して

いいかということすらもわからないとい

うことになると、本当に痛ましい事件が起

きかねないということにもつながります。

こういう、新たに住民となる外国人に対し

て、どんな役割を摂津市が果たしていくの

かということについて、これは民生常任委

員会だけではなくて、全庁的な取り組みと

いうことが必要になるのではないかなと

いうふうに思いますので、これも副市長に、

最後、お答えいただけたらなと思います。

よろしくお願いします。 

○森西正委員長 それでは、答弁お願いし
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ます。 

 副市長。 

○奥村副市長 それでは、入院時食事療養

費助成の廃止につきまして、ご答弁申し上

げたいと思います。 

 過去、いろいろ委員会でも議論がござい

ました。その折に、それぞれ答弁は担当部

局のほうからさせていただいております

し、ご指摘も頂戴しているところではござ

います。ただ、この市単独事業の制度復活

については、もう現在は考えてはおりませ

ん。ただ、大阪府市長会等により、国・府

に対してのいろんな要望を行っていると

ころでございます。 

 総論的な話になるんですけれども、よく、

２０２５年問題というふうに言われます。

これは当然、歳出増の圧力が高まってまい

ります。それと合わせて、生産年齢人口の

減少に伴って、税収減は必ずやってくると

いうふうに思っております。つまり、歳入

の減に伴って、さらなる歳出の減がなけれ

ば立ち至らなくなってしまうと、こういう

ふうに思っております。 

 こういうことになりますと、あったほう

がよいが、なくても我慢し得るもの、こう

いうようなことの選択も我々は求められ

ているのではないかなというふうに思っ

ています。 

 先ほど、生活保護ケースワーカーのお話

がございました。その中で、過去の数字を

拾っておりますと、平成７年だったと思う

のですが、職員数が、このときは９０４名

ございました。正職員が９０４名で、現在、

最新の数値でいきますと、正規職員、任期

付職員、再任用短時間勤務職員合わせます

と、６５６名というふうに、かなり人員を

減しております。これはなぜかといいます

と、総人件費を抑制すると、こういう方針

の中で、過去、アウトソーシングを含めて、

事務効率化を含めましてやってまいりま

した。その、一体余った経費はどこへいっ

たということになりますと、扶助費のほう

に、実は回っております。扶助費のほうは、

一般財源ベースではないですが、総支出ベ

ースでいきますと、平成７年と比べますと、

約７２億円、扶助費がふえております。い

わゆる人員の削減により、あるいは公債費

の削減によって扶助費を賄っていると、こ

ういう現実がございます。 

 いずれにいたしましても、今後、非常に

厳しい状況が考えられますので、市民の方

には非常に申しわけございませんが、福祉

の削減というのは、今後も続いてくるので

はないかなと思っています。ただし、根本

的な、いわゆる生活保護、これにつきまし

ては、やはり国全体で最低限の生活は、や

はりこれはしっかり守っていかなければ

ならないというふうに思っております。 

 それから、外国人のお話でございますが、

私、考えていますのは、もしも今の状態で、

たしか２０６０年だったと思いますが、何

もしなければ、ＧＮＰが２５％減になって

いくということになってまいります。こう

なりますと、いろんな生活も立ち至らなく

なってしまう。その原因は、やはり労働人

口の減少というふうに言われております。

そういう労働人口の減少の中には、やはり

女性の社会進出、あるいは高齢者の人の社

会進出、これもやはり求められるのですけ

れども、やはり他の外国人の労働力を当て

にしなければ、立ち至らなくなってしまう

というふうに思っています。 

 非常に慎重な対応が必要だと思うんで

すけれども、鳥飼野々のいわゆる宿泊研修

施設、あれはやはり、日本の生活になじむ

ために、あるいは日本語教育をするための、
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外国人労働者に対する、うまく日本社会に

溶け込んでいただくための施設でござい

ます。やはり、それ以降の企業の責任とい

たしましては、確かにご指摘がありました

ように、安い賃金で雇用すると、これはあ

ってはならないことでございますので、当

然、市といたしましてはそういう産業界、

あるいは企業につきましては、やはりしっ

かりと指導、目を光らせていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 副市長にご答弁いただ

きました。 

 １１番の入院時食事療養費についてで

す。 

 職員の数を減らすことで、賄ってきたの

だと、福祉の予算が非常に大きく膨れ上が

っているというようなお話でございまし

た。確かに、福祉の予算というのは大きく

なってきています。これはやはり、高齢化

も含めて必要なことだと思うんですね。 

 では、摂津市の財源は、じゃあどうなっ

たのか、財政状態、今どうなのかといいま

したら、やはり以前と比べて、借金は減っ

ていっている。基金もできている。基金も、

１年、２年の間ではふえたり減ったりある

かもしれませんけれども、かなり前から比

べると、基金もふえているという状態です。 

 今、摂津市の財政が、そんなに大きく危

機に直面しているというふうなことでは

ない中で、市民はまさしく命がさらされて

いるという状況があるんです。高齢者の皆

さん、この暑い夏、家にクーラーがあって

も、そのクーラーの電気代を節約するため

に、クーラーつけずに、命を縮めるような、

そういう事態も起きています。そういう中

で、我慢できるところは我慢、もちろん我

慢できるところは我慢するべきだとは思

いますけれども、その我慢できるところの

ラインがどこなのか。障害者の皆さんの入

院時食事療養費を切ること、これ、我慢で

きることと言えるのかという問題は、私は

非常に大きなものがあると思います。 

 代表質問で、この問題も取り上げさせて

いただきました。それに対してのご答弁も、

本当に私は冷たいなというふうに思って

聞いてきたわけでありますけれども、市長

は常々市民目線、弱者の視点を大切にとは

言っているけれども、制度を持続可能なも

のにするために、現在の市民に対する責任

とともに、将来の市民にも責任を持たなく

てはなりません。これ、今、副市長がおっ

しゃったことと同じことだと思うんです

けれどもね。摂津市の制度、摂津市がその

まま残っても、その中にいてる市民がどん

どん苦しくなって、疲弊していったら、摂

津市そのものも、もたなくなってしまうと

思います。やはり、人口が増加するという

のは、子育て世代にとっても、高齢者にと

っても、摂津市が住みやすいところだと思

うからこそ、皆さん、やはりそこで暮らし

続けようというふうに思うわけです。 

 少子化といいますけれども、少子化の対

策のために行われていること、日本政府は

本当に不十分だと思います。一番の対策は、

きちんと若い人たちが普通に働いたら、生

活していけるだけの賃金、これが得られる

ことですよ。子育てできるだけのそういう

財政的な基盤がちゃんと手に入れられた

ら、結婚もし、子どもも育てということに

つながるけれども、それがないと結婚する

ことすらできない非正規雇用がたくさん

蔓延している。 

 こういう中で、財政が大変だからといっ

て、サービスをどんどん削り込んでいった
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ら、本当に市民の命のほうが先にもたない。

どんどん少子化はさらに進むということ

につながっていくのではないかと私は思

います。 

 市民目線、弱者の視点を大切にすること

に変わりはなくと、市長はおっしゃってい

ますけれども、今の市民を救えなくて、ど

うして未来の市民が救えるのかと、私は本

当にこのことについては、ぜひとももう一

度考え直していただきたい。職員の皆さん

が少ない人数の中で頑張ってこられたと

いうのは、すごくよくわかりますし、そこ

は職員の皆さんをふやしていただく。摂津

市に住んでいただけば、その税収ふえるじ

ゃないですか。やっぱりどんどん切り縮め

て、市の貯金をふやすことよりも、やはり

市民に還元をして、その中で市民が生活で

きるというふうに、ぜひしていただきたい

と思います。これは要望にしておきます。 

 それから、外国人の問題に関してでも、

鳥飼野々の問題はここで触れるものでも

ないと思いますので、私はこのことについ

ては言いませんけれども、やはり外国人の

方々がふえていく背景というのが、非常に

日本の国の政策的なもので、安い労働力と

してしか見ていない。これは女性について

も、高齢者についても同じだと思います。 

 雇用が伸びたといっても、学生や高齢者

の雇用が伸びているだけという実態があ

ります。学生は、奨学金を借りたらローン

になるので、物すごく大変な返済をしてい

かなくてはならないので、必死になってア

ルバイトをして、自分の学業よりもアルバ

イトを優先させるというような状態があ

り、高齢者の皆さんも、自分の生きがいの

ために働く、これはいいことだと思うんで

すけれども、生活してやっていけないぐら

いの年金だから、働かざるを得ない。こう

いう状態が蔓延している。そういうような

安い労働力として使い倒すという、しかも

外国の方もそういうことに、労働力の一つ

としてしか見ないという状態が、今の日本

の国の制度としてある中で、実際に問題が

いろいろ発生してくるのは、地域の自治体

の中でなんです。ここに対して、やはりき

ちんとした対応策というのを、摂津市もぜ

ひこれから本腰を入れて取り組んでいた

だきたいと思いますし、市長が産業のほう

の分野で実際に起きていることについて

は認識があると、そこについてはきちんと

見ていきたいというふうにおっしゃって

いただいたので、そこは本当にありがたか

ったなというふうに思いますので、ぜひこ

の問題について、全面から、全庁挙げてき

ちんと考えていくということで、よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 なければ、以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３４分 休憩） 

（午後１時３６分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第６号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは１点だけ質問

させていただきます。 

 予算概要１７４ページのパートタイマ

ー等退職金共済事業としまして、１，１０

７万４，０００円計上されております。こ

れ、平成３０年度と比較しますと、３３０

万８，０００円の減額となっておりまして、

この減額されている理由をお聞かせくだ

さい。 
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 それと、確認も含めまして、現在の加入

事業数並びに人数ですね、これ、昨年度か

らの増減も含めて、あわせてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 １回目、以上です。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、光好委

員のご質問について、お答えさせていただ

きます。 

 減額の主な要因といたしましては、被共

済者の人数の減でございます。 

 あと、比較の状況でございますが、平成

３１年の２月１日現在で、２９事業所、１

５３名でございまして、平成３０年度当初

と比較しますと、２事業所が退会し、１事

業所が加入したため、１社減の３９名の減

という状況になっております。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。 

 ２月１日で２９事業所、１５３名で３９

名減というご答弁でした。残念ながら減っ

ているということですね。私、昨年の決算

審査におきましても、ここ数年の状況、３

年ぐらいの状況を聞かせていただいた折

に、棚卸しをしっかりして、実態把握をし

た上で、しっかり評価して、今後の方向性

を見きわめるべきではないかというふう

に、私、質問させてもらいました。そのと

きも強く要望させていただいたかとは思

うんですけれども、この現状ね、今、減っ

ているという状況の中で、当該制度の有効

性をどう捉えられているのかということ

と、要望させていただきまして６か月たち

ますけれども、その棚卸し結果も踏まえて、

お考えをお聞かせいただけますでしょう

か。 

 ２回目、以上です。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、光好委

員の２回目のご質問について、お答えさせ

ていただきます。 

 まず、パートタイマー等退職金共済制度

についての有効性についてでございます

が、まずは、市が団体となってこの退職金

の制度を行っている制度でございまして、

比較といたしまして、国の中小企業の共済

制度との比較がございますが、市のメリッ

トについて、活用方法が見出せるのではな

いかというふうな観点で、ご答弁させてい

ただきたいと思います。 

 まず、市のほうのメリットといたしまし

ては、大きな違いとして、国の制度では１

年未満の加入者では退職金の支給がなく、

２年目でも掛金を下回るというような状

況でございまして、２年経過後、やっと元

本並みの支給となるという制度でござい

ますけれども、摂津市の制度につきまして

は、１年目であったとしても元本割れする

ことなく、掛金を納めた月数の退職金が支

給される。こういうふうな制度でございま

すので、元本割れをすることなく退職金が

支払われることで、加入希望の事業所にと

っては、働く方に少しでも退職金を掛けた

いという気持ちをそのまま生かせて、安心

して掛けられる制度ではないのかなと考

えております。 

 また、国の制度では、掛金については、

基本５，０００円から３万円の１６種、ま

た本市と同様の短期の方に関しましては

２，０００円、３，０００円、４，０００

円とか、そういう特例の掛金の制度で、ま

た、在職年数によって区分の変更というふ

うに、国の制度はいろいろと選べるという

ことが特徴となっております。しかしなが

ら、規模の小さな事業所にとって、国の制

度のように選択できるメリットを生かせ
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るのかというと、なかなか実際、難しいの

ではないのかなと考えております。 

 実際、市の制度としては２，０００円均

一というような形で、退職金の制度を活用

していただける事業所にとっては、選択し

やすい掛金の金額になっておりまして、実

際に共済に加入いただいている事業所に

とっては、正社員の方を全員掛けさせてい

ただいてということで、非常に規模が小さ

い事業所にとっては、国の制度よりも市の

制度のほうが、先ほどの掛金の掛け捨てが

ないというような特徴も含めまして、いい

制度となっているのではないのかと考え

ております。 

 それ以外にも、市の制度のメリットはご

ざいますけれども、事業所の収益から、働

く方に退職金を掛けたいという選択をし

ていただいている、規模の小さな事業所に

とっては、この市の制度が加入者の立場に

立った安心できる制度であると考えてい

る状況ではございます。そのために、市の

制度に関しましては、そういう事業所、あ

る程度、市の制度が活用しやすい事業所に

対して、積極的に今まで以上にＰＲしてい

くことが有効ではないのかなと考えてお

りますし、中小企業、特に小規模事業所の

支援のきっかけになるのではないのかな

と思っております。 

 また、本制度に関しましては、昨今のち

ょうど産業振興アクションプランの検証

結果のアンケートの中でも、そういう共済

加入の企業からは、社員の方やパートの方

は喜んでいただいていると、ありがたい制

度ですというようなご回答もいただいて

おりまして、やはり制度のメリットを生か

すような形で、市としては企業にアプロー

チをしていけたらなと考えている状況で

ございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 棚卸し結果についてと

いうことで、特にメリットを中心にお聞か

せいただきましたけれども、聞いています

と、やっぱり中小企業にとって複数選べる

こと、あるいは小規模のところにとっては、

有効という声もあるということですね。理

解しました。 

 そうとはいえ、私は何度も申し上げてい

ますように、その中小企業退職金共済、い

わゆる中退共ですね、国にそういった類似

した制度もございますし、以前も申し上げ

ましたけれども、第５次行革という視点か

らいっても、やっぱりメスを入れなければ

ならない制度であると思います。 

 一方で、先ほどメリットとか、あるいは

その小規模な事業者に対して有効だとい

うお話があるのであれば、加入者も絶対ふ

えてくるはずだと私は思っていまして、や

はりその中小企業、あるいは小規模の事業

者にもアプローチというのも、ちょっと足

らんのと違うかなというふうにも、一方で

感じました。ですから、引き続き、しっか

りと中小企業、事業者にアプローチすると

ともに、先ほど言っていましたメリットと

か、有効であるという声があるのであれば、

しっかりとニーズを把握した上で、いま一

度、今後の方向性、しっかりと見定めてい

ただきたいと考えます。要望とします。 

 私の質問は以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 先ほど来、質問がありま

すけど、毎回質問されるのは、やっぱり加

入者が非常に少ないということが問題だ

ということですね。歴史があるし、古くか

ら取り組んでいるという、メリットもある

ということで議論してきているわけです
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けれども、しかしあんまりたくさん入られ

ると、これ、想定されていないと思うんで

すね。だから、今、担当者として、今後ど

のようにしていこうという思いを持たれ

ているのか。もっともっとＰＲをして、加

入者をふやしていこうという思いがある

のか、いや、細く長く続けていくというお

つもりなのかね。そういう担当者の今後の

考え方を教えていただきたいと思います。 

○森西正委員長 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、藤浦委

員のご質問について、お答えさせていただ

きます。 

 まずはパートタイマー等退職金共済の

この掛金の制度自身なんですけれども、先

ほども少しお話しさせていただいたよう

に、やはり小規模の人数が少ない事業所に

とっては、非常に有効ではないのかなと考

えております。掛けた金額が掛け捨てには

ならないですし、人数の規模が小さいとい

うことで、余り選択できる幅というよりは、

ずっと掛けて、同じ額で掛けていけるとい

うメリットを生かせるのではないのか。た

だ、一定、規模が大きな事業所になってき

ますと、やはり中退共のほうがメリットが

出てくるのではないのかなと考えており

ます。 

 私といたしましては、やはり市の制度を

生かせる事業所に関して、積極的に加入を

促していくことで、すみ分けできるのでは

ないのかなと、私自身は考えております。

その中で、加入事業所なんかも、そういう

中で選んでいただいておる状況でござい

ますので、今まで、実際、加入者が減って

おる状況はあるんですけれども、本当に必

要な事業所にＰＲするということが、必要

な方向性ではないかと思っております。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 その気持ちはよくわか

るんですけどね。市内って４，０００の事

業所があるんですよ。そんな大企業ばっか

りじゃなくて、ほとんど小さい工場とかな

どが多いのでね。それからして２９社しか

加入がないということになると、今言った

ような、あんまり来られたら困るかなとい

うふうな考え方のもとで、あんまりＰＲさ

れてないのと違うかなと、うがったことを

考えてしまうわけでございます。それで、

どういう方針なのかなということをお聞

きをしているわけでね。周知も、やるんや

ったらちゃんと、やってはるかもわかりま

せんけど、それで中退共とすみ分けられて

いるとは、どうも思えないので、こういう

ことを言っているわけでね。そういうこと

もよく精査していただいて、周知もしっか

りやっていただいて、いやほんまにすみ分

けをうまいことやってますねん、というふ

うなところへぜひ持っていっていただく

ように、これ要望としておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 これも、以前もお聞きを

した分だと思うんです。要望もしたと思う

んですけれども、今のお話で、小規模なと

ころにとっては有効ではないかというよ

うなお話、以前からもありました。福祉の

分野ですね。そういうふうなところにも働

きかけをしてみたらどうだろうかという

ことのご提案もしたと思うので、そういう

ことを行われたのか、結果などもありまし

たら、教えていただきたいと思います。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後１時４９分 休憩） 

（午後１時５１分 再開） 
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○森西正委員長 再開します。 

 吉田部参事。 

○吉田市民生活部参事 それでは、増永委

員のご質問について、お答えさせていただ

きます。 

 福祉の制度に関しまして、社会福祉法人

等ですが、そういう福祉施設に関しての、

また別の中退共以外にそういう退職金の

制度がございますので、多くの事業所がそ

ちらを選ばれているのではないのかなと

少しお聞きしております。ただ、福祉の事

業所は、いろんなところがございますので、

入れるところもあるのではないのかなと

思っておりますので、また機会を捉えてお

伝えしていけたらと思っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 いろんなところね、大き

な法人もあれば、小さいところもあると思

いますのでね。また、機会を捉えてしっか

りとＰＲをしていただいたら、その中から

加入ということがあるかもしれないと思

いますので、あんまり今までそこへ向けて

のＰＲというのをされてきてなかったと

思うのでね。そういう新しい分野へも周知

をしていっていただきたいなというふう

に思います。 

 それから、今、入られている方の権利を

しっかり守るということが、非常に大切な

市の役割じゃないかなと。やっぱり市の制

度を信頼して入っておられる方々ですか

ら、事業所も含めて、そこはしっかりと考

えていただきたいなと思います。要望とし

ます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 それでは、以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時５２分 休憩） 

（午後１時５５分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第４号、議案第１３号及び議案第２

９号の審査を行います。 

 本件３件のうち、議案第１３号について

は、補足説明を省略し、議案第４号及び議

案第２９号について、補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、議案第４号、

平成３１年度摂津市国民健康保険特別会

計予算につきまして、補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入でございますが、１０ページ、

款１国民健康保険料、項１国民健康保険料、

目１一般被保険者国民健康保険料は、被保

険者数の減少等により、前年度に比べ、３．

３％の減となっております。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ、７７．５％の減で、退職被

保険者等の減によるものでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、目

１督促手数料は、前年度に比べ１０．０％

の減となっております。 

 １２ページ、款３府支出金、項１府補助

金、目１保険給付費等交付金は、前年度に

比べ３．５％の増で、普通交付金の増によ

るものでございます。 

 目２事業助成補助金は、定率国庫負担金

減額分に対する助成で、前年度に保険給付

費等交付金に含めて計上していたものを、

改めて事業助成補助金として計上いたし

たものでございます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金、目１

一般会計繰入金は、前年度に比べ、２７．

８％の減で、主に国保財政安定化支援事業

繰入金と保険料軽減分等繰入金の減によ

るものでございます。 

 目２保険基盤安定繰入金は、前年度に比
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べ、０．７％の減でございます。 

 項２基金繰入金、目１国民健康保険財政

調整基金繰入金は、昨年、条例設置いたし

ました財政調整基金からの繰り入れによ

るものでございます。 

 １４ページ、款５諸収入、項１雑入、目

１一般被保険者第三者納付金、目２退職被

保険者等第三者納付金、目３一般被保険者

返納金、目４退職被保険者等返納金は、過

去の実績を参考に計上いたしております。 

 目５雑入は、現金給付の指定公費を見込

んでおります。 

 項２延滞金・加算金及び過料、目１延滞

金は、保険料にかかる延滞金でございます。 

 款６財産収入、項１財産運用収入、目１

利子及び配当金は、国民健康保険財政調整

基金の運用益を見込んでおります。 

 次に、歳出でございますが、１６ページ、

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費は、前年度に比べ、３．８％の減でご

ざいます。 

 目２連合会負担金は、前年度に比べ、５．

３％の減で、被保険者数の減によるもので

ございます。 

 目３市町村部会負担金は、前年度と同額

となっております。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年度

に比べ、５．３％の減でございます。 

 １８ページ、項３運営協議会費、目１運

営協議会費は、前年度と同額となっており

ます。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一

般被保険者療養給付費は、前年度に比べ、

３．４％の増で、高齢者割合の増加等に伴

う医療費の増によるものでございます。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、前年

度に比べ、８４．０％の減で、退職被保険

者等の減によるものでございます。 

 目３一般被保険者療養費は、前年度に比

べ３．６％の減でございます。 

 目４退職被保険者等療養費は、前年度に

比べ５０．４％の減でございます。 

 目５審査支払手数料は、前年度に比べ５．

８％の増で、レセプト１件当たりにかかる

手数料単価の改定によるものでございま

す。 

 ２０ページ、項２高額療養費、目１一般

被保険者高額療養費は、前年度に比べ、１

３．７％増で、高齢化及び医療の高度化に

よるものでございます。 

 目２退職被保険者等高額療養費は、前年

度に比べ、４８．４％の減で、退職被保険

者等の減によるものでございます。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養費

は前年度に比べ６．７％の増、また、目４

退職被保険者等高額介護合算療養費は前

年度に比べ２０．０％の減で、いずれも過

去の実績を参考に計上いたしております。 

 項３移送費、目１一般被保険者移送費、

及び目２退職被保険者等移送費は、前年度

と同額となっております。 

 項４出産育児諸費、目１出産育児一時金

は、前年度に比べ、２２．６％の減でござ

います。 

 目２支払手数料は、前年度に比べ２１．

７％の減でございます。 

 ２２ページ、項５葬祭諸費、目１葬祭費

は、前年度に比べ、１２．４％の減でござ

います。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付金は、前年度に比べ１．１％

の増でございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金、項１医

療給付費分、目１一般被保険者医療給付費

分は、前年度に比べ４．１％の減でござい

ます。 
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 目２退職被保険者等医療給付費分は、前

年度に比べ８４．９％の減で、退職被保険

者等の減によるものでございます。 

 ２４ページ、項２後期高齢者支援金等分、

目１一般被保険者後期高齢者支援金等分

は、前年度に比べ７．２％の減でございま

す。 

 目２退職被保険者等後期高齢者支援金

等分は、前年度に比べ８７．０％の減で、

退職被保険者等の減によるものでござい

ます。 

 項３介護納付金分、目１介護納付金分は、

前年度に比べ３．８％の増で、介護給付費

の増加によるものでございます。 

 款４共同事業拠出金、項１共同事業拠出

金、目１共同事業拠出金は、前年度と同額

となっております。 

 ２６ページ、款５保健事業費、項１特定

健康診査等事業費、目１特定健康診査等事

業費は、前年度に比べ、０．８％の減とな

っております。 

 項２保健事業費、目１保健衛生普及費は、

前年度に比べ４２．５％の増となっており、

ポリファーマシー対策とブラウンバッグ

運動を合わせた服薬適正化推進事業と国

立健康・栄養研究所と連携したフレイル予

防の取組み（フレイル測定）を新規の保健

事業として実施いたしてまいります。 

 ２８ページ、款６諸支出金、項１償還金

及び還付加算金、目１一般被保険者保険料

還付金は、前年度に比べ０．１％の減とな

っております。 

 目２退職被保険者等保険料還付金は、前

年度に比べ１．０％の減となっております。 

 款７基金積立金、項１基金積立金、目１

国民健康保険財政調整基金積立金は、見込

まれる運用益の積立金でございます。 

 以上、予算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第２９号、摂津市国民

健康保険条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、補足説明をさせていた

だきます。 

 本件は、国民健康保険の保険料の改定及

び国民健康保険法施行令の改正による保

険料の軽減判定所得の見直しに伴い、本条

例の一部を改正するものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の４０

ページからの新旧対照表もあわせてご参

照賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明

申し上げます。 

 第１５条は、一般被保険者に係る基礎賦

課額の保険料率につきまして、所得割の率

を１００分の７．８、加入者１人当たりに

かかる均等割の額を２万６，４６４円、一

世帯当たりにかかる平等割の額を２万８，

３５０円にそれぞれ改めるものでござい

ます。 

 第１５条の５の５は、一般被保険者に係

る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

につきまして、均等割の額を９，２４９円、

平等割の額を９，８９８円に改めるもので

ございます。 

 第１５条の９は、介護納付金賦課額の保

険料率につきまして、所得割の率を１００

分の２．５８、均等割の額を１万９，１３

４円に改めるものでございます。 

 第２０条は、保険料の減額につきまして、

経済動向を踏まえ、所得の低い方が軽減対

象から外れないようにするため、軽減判定

所得の見直しを行うものでございます。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５分 休憩） 

（午後２時６分 再開） 
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○森西正委員長 それでは再開します。 

 説明が終わり、質疑に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは質問させてい

ただきます。全部で質問三つあります。 

 まず質問一つ目、補正予算で確認させて

ください。１０ページ、特定健康診査等事

業費の特定健康診査等委託料です。７１４

万２，０００円減額補正されてます。 

 これは、昨年度を見ますと、９９８万５，

０００円減額補正されておりましたので、

確認も含めて、平成３０年度減額補正され

ている理由をお聞かせいただきたいのと、

あわせて現在の特定健診の受診率、現時点

でわかってる範囲でお聞かせください。 

 質問２です。予算概要に移ります。１６

６ページ、特定健康診査等事業の人間ドッ

ク助成金です。これ、予算が１３０万円計

上されておりまして、この人間ドック助成

金は平成３０年度から始められてると認

識しております。それで比較しますと、始

めて２年目ですけど、５２万円減額されて

るんですね。この減額されてる理由と、今

途中でしょうけど、平成３０年度の取り組

み内容、実績について、あわせてお聞かせ

ください。 

 質問三つ目、これ最後です。予算概要同

じく１６６ページの保健事業の、先ほどち

ょっとご説明あったと思うんですけども、

フレイル健診受診勧奨受付業務委託料を

見てますと、１９７万３，０００円が計上

されてました。また、ほかに保健器具費が

１４９万４，０００円計上されてましたの

で、関連性があるのかなというふうに思う

んですけど、それぞれの内容について、１

回目、お聞かせください。 

 以上です。 

○森西正委員長 答弁お願いします。 

 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは私の

ほうから補正予算に係る光好委員のご質

問にお答えします。 

 補正予算書は１０ページでございます。 

 特定健康診査等委託料の減額につきま

しては、対象被保険者数の減少により、当

初見込みの受診者数に届かないことから、

減額補正するものでございます。 

 なお、今年度の特定健康診査の受診につ

きましては、６月から１０月にかけて大阪

北部地震、猛暑、台風等により、例年以上

に夏場の受診数が伸びないという現状が

ございました。１１月の健康づくり月間以

降は一定の受診者数を確保しております

が、結果的に減額するものでございます。 

 なお、平成２９年度は受診率が法定報告

値で２９．９％、平成３０年度は前年度ベ

ースをやや下回る見込みの推移となって

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは私のほ

うから質問番号２番、人間ドックに関する

ご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、平成３０年度の人間ドックの状況

でございますが、本市におきましては、被

保険者の生活習慣病の予防及び早期発見

につなげるため、特定健診を実施いたして

おりますが、人間ドック費用助成の申請も

あわせて、ご提供いただく健診結果データ

をもって特定健康診査の受診率とみなす

ことができますことから、今年度より実施

させていただいてるところでございます。 

 平成３０年度につきましては初年度と

いうことで、他市の状況等を踏まえて予算

を計上させていただいたところでござい

ますが、今年度、現在の申請状況について、
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本年２月末現在で４７名の方にご申請い

ただいております。最終的には６０件ぐら

いの見込みとなるのではないかというこ

とで、平成３１年度は１００名分というこ

とで予算を計上させていただいたところ

でございます。 

 続きまして質問番号３番、フレイル健診

の委託料の中身と保健器具の中身につい

てのご質問でございます。 

 まず委託料の中身でございますが、フレ

イル測定そのものは国立栄養・健康研究所

のほうが大阪府より委託を受けて実施す

るものでございます。本市はフレイル測定

の実施環境を整える部分を担い、被保険者

の方への勧奨通知ですとか、申し込みの受

け付け、そういったものを委託するもので

ございます。 

 また、保健器具費の内容としましては、

筋量や握力をはかるためのデジタル体組

成計、握力計、それを各２台、滑舌の状況

をはかるための口腔機能測定器、こういっ

たものを２台購入する予定をいたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

それでは２回目の質問させてもらいます。 

 質問１、減額補正の理由につきましてと

受診率をお聞かせいただきました。地震の

影響もあったということで、受診者は見込

んだ人数より少なかったと理解しました。

受診率をお聞きしてますと、以前の答弁に

聞きました平成２８年度からも少し下が

ってるように理解いたしました。 

 特定健診の受診率向上に努めていただ

いてると思います。電話であったり、はが

きの受診勧奨等々やられてるとは思いま

すけれども、昨年の決算審査でも述べまし

たけど、やはり急に上がることでもないか

と思いますので、地道に取り組んでいただ

けますように、要望としておきます。この

質問はこれで終わります。 

 質問二つ目、１６６ページの人間ドック

助成金の減額理由と平成３０年度の実績

をお聞きしました。現在４７名というとこ

ろでした。これ昨年聞いたときは１４０名

ぐらい見込んでるというふうに最初おっ

しゃってたと思います。今回６０名ぐらい

ということなんですけど、まだまだ届いて

ない状況ですので、さらなる利用者をふや

していく必要があろうかと思います。 

 そういった意味も含めて、どのようにこ

れから周知されようとしているのかとい

うことと、やはり今までと違ったアプロー

チも必要ではないかと思います。そのあた

り、お考えをお聞かせください。 

 三つ目、フレイルのところの委託料の内

容と保健器具の内容です。本市でフレイル

測定をする準備というか、そういうことで

すね、わかりました。 

 フレイル健診は、対象が、フレイルとい

うと高齢者のイメージありますけど、アン

ケートを見てましても４０代からになっ

てるかと思います。私も含めてですけど、

フレイルというのはまだまだ認知度も低

いですし、あるいは私も含めて４０代、５

０代にとってまだまだ関心が薄いと思い

ますので、これから、せっかく国立健康・

栄養研究所とコラボしてやるということ

でいきますと、どう関心の薄い層に働きか

けること含めて進めていかれようとして

いるのかということを、２回目お聞かせく

ださい。 

 以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 では、２回目の人
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間ドックの周知についてのご質問にお答

えさせていただきます。 

 人間ドックの周知につきましては、４月

に送付しましたパンフレット、特定健診の

ご案内におきまして、人間ドックの費用助

成の紹介ページを設けるとともに、広報誌

やホームページを通じて、また特定健診の

受診勧奨のチラシにも制度の案内を盛り

込む中で、各種イベントで配布するなど、

これまで周知に努めてまいったところで

ございます。 

 また、昨年、健診の専門機関であります

健都健康管理センターも設置がされてお

りますので、今後につきましては健診機関

等にパンフレットを設置していただくな

ど、制度周知の協力について、関係機関に

働きかけをしてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、フレイルの測定に関する実

施についてのお問いでございます。 

 本市につきましては、特定健診の受診率

が低下しているという状況を踏まえまし

て、特定健診の未受診者対策の一環として、

フレイル測定とあわせて出張型の特定健

診の実施も今検討をしているところでご

ざいます。 

 受診率の状況としましては、決算審査の

ときもご答弁させていただいたんですけ

ども、安威川以南の受診率が相対的に低い

ということから、安威川以南のほうで出張

健診をあわせてできたらというふうに考

えております。 

 また、その他健康まつりの際、保健セン

ターにおいても、測定会も実施したいと考

えております。 

 実施につきましては、認知症予防等、そ

ういった各種の取り組みとタイアップし

た形で実施していく中で、できる限りご参

加いただけるようにと考えております。 

 いずれにしましても、具体的な実施方法

につきましては、また今後、国立健康・栄

養研究所や大阪府と協議をしていく中で

決定していくということになっておりま

す。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

３回目は要望とさせてもらいますけども、

最初の人間ドックの周知方法、これから健

都等とコラボしながらパンフレット設置

も働きかけていくというお答えでした。 

 実は私も５０歳近くになってきてるん

ですけど、同年代も人間ドック、そろそろ

受けなあかんなという話もありますし、実

は最近、同学年の方が人間ドックを受けて

がんがわかったという話もございます。で

すから、ぜひパンフレットもそうですけど

も、受診をもっともっと促していただきま

して、特に４０代半ばぐらいから機能障害

等々いろいろ出てくるかと思いますので、

対象者の方々にさらなる周知のほう、よろ

しくお願いしたいと思います。要望とさせ

ていただきます。 

 それと質問３のフレイル健診の進め方

につきましてお聞かせいただきました。ご

答弁にもありましたように、出張健診する

とか、あるいはイベントを活用したことを

やられるということで、また特定健診との

抱き合わせをすることによっても受診率

向上の一つ、あるいは多くの方に健診を受

けていただくには、有効な手段ではないか

なというふうに考えます。 

 本市は、いろいろなところで触れてます

けども、高石市と並んでフレイル予防の事

業モデル地区ともなっておりますので、ぜ

ひ、先ほども言いましたけど、関心の薄い

世代も巻き込みながら、これからも力を入
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れてやっていただきたいと思います。要望

としておきます。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは、議案第４号に

ついて、２点質問させていただきます。 

 まず、予算概要１６０ページ、国保年金

課の賦課徴収事業です。１，１３５万２，

０００円、国民健康保険の広域化により、

給付費については大阪府が全額賄うよう

になりました。財政の安定化が図られると

いうことになりましたが、その反面、保険

料の徴収、これは各市町村が責任を持つこ

とになりました。特別会計予算書１０ペー

ジに記入してありますように、その保険料、

その予算額が示されておりますが、本市の

今の現在の収納状況、そして収納対策、そ

れについて１点お聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、同じように国保年金課、保健事業

２，８８５万７，０００円、これは市長が

市政運営の基本方針で示されました、せっ

つ服薬適正化プロジェクトについて、主に

多剤服薬による健康被害を防止すること

を目的としていると思いますが、一方で減

薬あるいは残薬調整ができることにより、

医療費の削減効果もあると考えます。現在

の摂津市の調剤費の現状についてお教え

願います。 

 以上、２点です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、中川委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目のご質問、収納状況と対策

というところでございます。平成３０年度

の保険料の状況でございますが、現年度分

の国民健康保険料につきましては、前年同

月をやや上回るという収納状況で現在推

移をしております。 

 次に収納対策につきましては、まずは保

険料の滞納を防止するという観点から、納

め忘れの初期未納者に対して、コールセン

ターを利用した勧奨を行うなど、未納対策

を引き続き行ってまいります。また、未納

保険料の状況等を見ておりますと、既に国

保から脱退されているにもかかわらず、保

険料の未納を放置されているという方も

見られます。そうのため、社会保険に加入

される等をして国保資格を喪失した世帯、

こういったところにも集中的な対応を行

うことで、適正な保険料の収納確保に努め

てまいりたいと考えております。 

 ２点目の服薬適正化のご質問について

でございます。 

 摂津市における調剤費の現状について

でございますが、摂津市の国保における直

近の３か年の推移で申しますと、平成２７

年度で調剤費用が約１０億９，０００万円、

平成２８年度で約１４億４，０００万円、

平成２９年度でも約１４億１，０００万円

という状況となっております。 

 調剤費の費用額としては、被保険者数の

減少や薬価の減額改定等により、減少傾向

にあるものの、平成２９年度は費用額こそ

下がっているものの、高額医薬品の保険適

用などにより、１人当たりの費用額で見ま

すと、平成２８年度より伸びており、今後

も増加がうかがえるという状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 賦課徴収事業については、納めてる方と

納めていない方の不公平感がないように、

今後もしっかりと取り組んでいただきた
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いと思います。 

 そして次に、２番目の保健事業、これは

多剤投与については、無駄な調剤費、つま

り医療費の削減に摂津市としても取り組

むべきだというのが課題だと改めて認識

しました。 

 今回のこの服薬適正化推進事業の効果、

あるいは目標設定について、２回目、お教

えいただきたいと思います。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 せっつ服薬適正

化プロジェクトにつきましては、目的につ

いてはあくまで市民の健康リスクの軽減

というところがございますが、取り組みの

結果として、委員がおっしゃいますように、

調剤費の抑制という効果も一定期待でき

るものと考えております。 

 国や大阪府の医療費適正化計画で掲げ

る算定式、こういったものに基づいて、６

剤以上の１人当たり調剤費と、５剤の１人

当たり調剤費の差を半減、そこを目標と考

えておりまして、年間約１，６００万円程

度の抑制を図ることを目標として掲げて

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 多剤投与とか無駄な調

剤というのは、よくテレビとかでやってて、

ほんまに無駄やなと思うことが多々あり

ますので、しっかりその辺は見きわめて精

査していただいて、進めていただきたいと

思います。 

 以上で終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず、平成３０年度の補正予算ですけれ

ども、１番目、予算書１０ページ、一般被

保険者療養給付費、５，１００万円を補正

をされているということですけども、その

中身について説明をお願いしたいと思い

ます。 

 それから２点目に、特定健康診査等事業

費について、同じく予算書１０ページです

けども、これは先ほど質問がありまして、

地震や台風等によって特定健診受診率が

減少したということでございました。平成

２９年度よりもちょっと下回るというこ

とですので、それによる減額であるという

ことはよく理解をしたところでございま

す。それぞれ平成３０年度の目標値があっ

て、大分目標値よりは低いですね、２９．

９％ということで、４５％という目標値が

あったと思いますけども、しっかり目標を

目指して頑張っていただきたいなと思っ

ています。 

 あと、人間ドックの話も、初年度やから

１４０名ということで目標値で進められ

たということですけども、これは６０名を

目標に予算を減額されたと。初年度ですか

らね。しかし周知、しっかりまたしていた

だきまして、できるだけ多くの方がやはり

人間ドックを受けていただくことは非常

に有効やと思いますから、これは平成３１

年度しっかり頑張っていただいて、お願い

しておきます。これは要望としておきます。 

 それから３番目、平成３１年度の予算に

ついてでございますが、第三者納付金につ

いてです。特別会計予算書で１４ページに

なります。款５諸収入、項１雑入、目１一

般被保険者第三者納付金についてです。 

 先ほど補足説明の中で被保険者が減っ

てるという話もありましたけども、この第

三者納付金については、これは交通事故に

遭ったときに保険を適用して、後でお金を
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返してもらうという制度だと思いますけ

ど、３８万７，０００円の増額となってい

ます。それから、退職者被保険者等第三者

納付金については、前年度よりも３０万円

減額というふうになっていますので、これ

について説明をお願いしたいと思います。 

 それから４番目、一般被保険者療養給付

費についてです。予算書２０ページ、款２

保険給付費、項２高額療養費、目１一般被

保険者高額療養費。前年度から１億１，５

２３万８，０００円、１３％増額をされて

おります。これはいろいろ高額医療費とか

が原因だということで先ほど説明があり

ましたけども、一方で退職被保険者等高額

療養費については、２２０万７，０００円、

４８％減額されている。これも被保険者が

減ったからという説明がありましたけど、

もう少し詳しく説明を加えていただきた

いと思います。 

 ５番目、特定健康診査等事業について。

予算書２６ページ、款５保健事業費、項１

特定健康診査等事業費について、この特定

健康診査等委託料について、前年度から５

２万１，０００円を増額されていますけど、

この中身について説明をいただきたいと

思います。 

 次に６番目、保健衛生普及費について。

予算書２６ページ、款５保健事業費、項２

保健事業費、目１保健衛生普及費について、

総額では前年度より８６１万円、４２％増

額になっています。先ほども新しい事業の

ことも説明がありましたけども、もう少し

詳しく、ほかの事業費なんかも上がってい

る部分があると思いますから、説明を加え

ていただきたいと思います。 

 ７番目、第２期保健事業実施計画につい

て。これは本当は一般会計予算の審査のと

きに聞いたらよかったんですけども、この

第２期保健事業実施計画がありますね。こ

の中に、７６ページにポンチ絵が書いてあ

りまして、いろいろ取り組むと。これは国

保年金課で取り組む項目と、それから保健

福祉課で取り組む項目がごっちゃになっ

てますけども、特定健診があって、特定保

健指導があって、その下にハイリスク等の

取り組むいろんな事業が書かれています。

このうちの多くは国保年金課でも取り組

んでいるということでございますが、市長

が市政運営の基本方針の中で、国立循環器

病研究センターと市内かかりつけ医によ

る病診連携のネットワークを構築し、循環

器病を初めとする生活習慣病の予防と制

圧に向けた取り組みを進めていくと言わ

れました。 

 概略で言いますと、どこにどう国立循環

器病研究センターがかかわってくるのか

ということを、概略で教えていただきたい

と思います。 

 それから８番目、保健センター健康推進

委託料について。これ、予算書２７ページ

のところに載っていますが、保健センター

健康推進委託料２５０万円、この委託内容

についてご説明いただきたいと思います。 

 ９番目、若年者健診委託料について。同

じく予算書２７ページに書いてます。若年

者健診委託料１１６万８，０００円につい

て、これについて委託内容のご説明をいた

だきたいと思います。 

 １０番目、糖尿病性腎症重症化予防事業

委託料について。同じく予算書２７ページ

に、委託料２９０万円と載っていますが、

この委託内容についてご説明をお願いし

ます。 

 １１番目、療養費適正化推進業務委託料、

同じく２７ページに載ってますので、その

委託内容についてご説明をお願いします。 
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 １２番目、ヘルスアップ事業委託料につ

いて。同じく予算書２７ページに委託料２

５０万円って記載されてますので、その委

託内容について。 

 １３番目、フレイル健診受診勧奨受付業

務委託料について。先ほど質問がありまし

たけども、委託料１９７万３，０００円と

なってます。この委託内容についてご説明

ください。 

 １４番目、服薬適正化推進事業委託料。

これも同じく委託料５３７万９，０００円

となってます。この委託内容について１回

目、ご説明をください。 

 以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、藤浦委

員さんのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、質問番号１番、補正予算の療養給

付費の５，１００万円の増額の理由でござ

います。保険給付費の増額につきましては、

７０歳の到達に伴うこれまでの７割給付

から８割給付に移行されるという方の増

加ですね。こういった要因と高額医薬品を

初めとする超高額医療費、また、今年度イ

ンフルエンザの大流行といったところも

予算が不足したという要因となっており

ます。 

 その上で補正予算につきましては、最終

の支払い額も残っておりますことから、給

付の不足が生じないよう、少し余力を持っ

た形でお願いしているところでございま

す。 

 続きまして、質問番号３番の第三者納付

金のお問いのところでございます。第三者

納付金につきましては、交通事故による傷

病により被保険者が保険診療をされたこ

とにより加害者に対する損害賠償請求権

を保険者のほうが代理取得して、収納を確

保させていただくものでございます。 

 予算につきましては、これまでの状況等

を鑑みて計上させていただいたところで

ございます。 

 また、退職被保険者につきましては、こ

ちら高額療養費のところの減額の理由に

もなるのですが、平成２０年度の制度改正

により退職被保険者につきましては廃止

の方向ということで決まっております。平

成２７年度から新規の適用をせずに、現在

の加入者が６５歳到達して前期高齢者に

移られるまでの段階的な制度廃止となっ

ており、平成３１年度は昨年の被保険者数

に比べまして５１名減少の約１１名とい

うことで見込んでおりますことから、こう

いった収入や支出についても退職被保険

者に係るものは大きく減少しているとい

うものでございます。 

 ただ、第三者納付金につきましては、交

通事故から一定求償が完了するまで期間

を要することから、一定額は見込んでおる

という状況でございます。 

 続きまして、高額療養費の増額につきま

しては、やはりここにつきましても、超高

額な医療費により１件当たりの単価が増

額になることや、７０歳になられることで

高額療養費の自己負担がかなり下がりま

すので、件数が増加すると。そういった部

分もありまして、一般被保険者につきまし

ては、これまでの状況も見ながら増額とさ

せていただいたところでございます。 

 続きまして、飛びまして質問番号１１番、

療養費の適正化の委託の内容でございま

す。こちらにつきましては、柔道整復や鍼

灸、マッサージの施術を受けられている方

で、長期受診及び頻回受診をされた方を対

象にアンケート調査や療養費の支給要件
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について周知を行っているものでござい

ます。 

 これにつきましては、対象者の抽出を行

いアンケートで、どういった内容で受診を

されたかという調査等を委託をしている

ものでございます。 

 続きまして、質問番号１３番、フレイル

健診の委託の内容でございます。先ほどの

光好委員のところでもご説明させていた

だいた内容と重複するものでございます

が､国立健康・栄養研究所との連携を行う

中で、対象者への受診勧奨、そういった通

知、それと当日の受付というようなところ

を委託するという内容でございます。 

 続きまして、質問番号１４番、服薬適正

化の委託料の内容でございますが、こちら

につきましては、複数の医療機関を受けら

れて調剤薬局も別々に行かれていると。こ

ういったところでどうしても多剤になる

とか、薬を重複で受けられていると。こう

いったところの方を抽出してお手紙でご

通知させていただくというような事業と

なっておりまして、このレセプト情報から

対象者の抽出、それと通知、こういったと

ころを委託するというものでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○森西正委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 それでは、私の

ほうから保健事業に係る質問に順次お答

えさせていただきます。 

 まず、質問番号２番ですが、特定健診受

診率に関してでございます。本市の特定健

診受診率は、平成２６年度以降伸び悩んで

おります。 

 理由といたしましては、全体的な被保険

者数の減少の中で受診率の高い高齢者、７

０歳から７４歳の方が後期高齢に移行し

てしまうということが１点と、４０代の受

診者、働き手のところがやはり低いところ、

さらには６０歳代の受診率が低いという

ところが現状でございます。 

 先ほども申し上げましたが、平成２９年

度で２９．９％、府内平均が３０．３％で、

府内平均を下回る状況になっております。

引き続き未受診者勧奨としまして、電話、

あるいは、はがきによる勧奨を続けてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、質問番号５番、特定健康診

査等委託料の中身についてでございます。

当該委託料は、特定健診及び特定保健指導

に係る委託料で、いずれも保健センターと

の契約によるものでございます。 

 全体としましては、特定健診の対象とな

る被保険者数が減少傾向にあるものの、特

定保健指導の実施率の伸び、また平成３１

年度においては、下半期において消費税増

税に伴い健診単価が増額となるため、予算

額全体では微増となっております。 

 続きまして、国立循環器病研究センター

との連携という話でございます。本市と国

立循環器病研究センターは、平成２７年４

月に連携強化に関する基本協定を締結し、

具体的な内容としましては、ＳＴＯＰ Ｍ

Ｉキャンペーンであったり、国保年金課に

おいては特定健診への医師派遣等、また、

健康講座の助言指導を受けております。 

 症例検討会の開催についても実施して

おりまして、本市医師会、歯科医師会、薬

剤師会及び市保健センターの専門職と本

市の保健福祉課等の関係者が集まり、国立

循環器病研究センターの専門職のドクタ

ーを招き、アドバイスをいただき症例検討

を行って、ネットワークの構築を進めてい

るところでございます。 

 続きまして、質問番号８番、保健センタ

ー健康推進委託料についてでございます。
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この委託につきましては、被保険者の健康

の保持・増進と健康に対する意識の向上を

図ることを目的とした事業で、保健センタ

ーに委託しております。 

 委託事業の内容としましては、健康の心

づくり事業としまして、各種団体への要請

に基づき健康増進を目的とした講演会、体

操教室、食の生活改善に係る講座への講師

派遣を行っております。 

 また、そのほかに健康相談であったり、

若年者に対する健診管理の書類の発送、保

健指導等を実施しております。 

 続きまして、９番目、若年者健診委託料

でございます。若年者健診は、本市の１６

歳から３９歳の若年層に対する健診の実

施をしております。 

 当該委託料は、健診の実施に係る委託料

でございますが、平成３０年度につきまし

ては、１月末現在で９８名の受診となって

おります。 

 対象となる被保険者数の減少に伴い、前

年度比２％減で予算計上をしております。 

 続きまして、１０番目、糖尿病性腎症重

症化予防事業委託料でございます。本事業

は、特定健診データ及びレセプトデータか

ら基準に該当し、腎症が重症化するリスク

のある被保険者に対して保健指導を行い、

人工透析への移行を防止することを目的

とした事業で、翌年度にはフォロー事業と

して糖尿病性腎症重症化予防栄養指導事

業を実施しており、こちらも国立循環器病

研究センター監修のプログラムに基づき

料理教室タイプの栄養指導となっており、

これら二つの事業に係る委託料でござい

ます。 

 なお、予算計上額は前年と同額でござい

ます。 

 続きまして、１２番目、ヘルスアップ事

業委託料でございます。内容としましては、

特定保健指導未利用者対策事業委託料と

スマホｄｅドック。これは送付型自己採血

キットを用いた保健事業ですが、これらの

二つで委託料として構成されております。 

 後者のスマホｄｅドック事業につきま

しては、スマートフォンを活用することで、

より利便性の高い保健事業となっており

ます。 

 また、検査結果をスマートフォンで確認

できることから、若年者の健康意識の向上

を目的としており、若年者健診、あるいは、

その後の特定健診の実施につながる取り

組みとして注力しているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 質問番号６番の

ほうが抜けておりましたので、質問番号６

番の保健事業費の８６１万円の増額の理

由でございます。 

 先ほど保健事業のいろいろ説明をさせ

ていただいた中と重なるところではござ

いますが、事業内容としましては、特定健

診の対象前の世代を対象にした若年者健

診。セルフ健康チェックサービスの事業。

そういった事業や糖尿病性腎症の予防と

いう事業。こういったものを引き続きやっ

ているのに加えまして、平成３１年度新た

に服薬適正化推進事業、フレイル測定会と、

こういった部分が増額となった要因とな

っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 どうもありがとうござ

いました。ちょっと多くの質問になりまし

たけれども。 

 まず、補正予算のこの１番目、一般被保
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険者療養給付費についてでありますけど

も、いろいろインフルエンザの話とかあり

ましたけども、この平成３０年度の医療を

めぐる環境、状況について、先ほど後期高

齢者のほうに移行されたとか、いろんな形

のこともありますけども、医療費の高額化

の話とか、オプジーボは随分使われている

なと、私は実感して、身近な人も結構何人

もオプジーボを使ったけどあかんかった

という人も出てきましたけどね、そういう

ことも踏まえて、医療費のことも踏まえて、

総合的に平成３０年度の医療環境をどの

ように評価されてるのかということを、今

後の見通しも含めながら、見通しってもう

保険者と違うので全体を把握してという

ことではないかもわかりませんけど、いつ

も聞いてますから、教えていただきたいと

思います。 

 それから、３番目です。第三者納付金に

ついてです。前年の実績に基づいた金額と

いうことで言われましたけれども、最近の

医療機関の対応ですね、いろいろ過去では

事故を起こしたときに病院によっては保

険は使わせないというような病院があっ

たりとかいうのがありました。これは事故

は基本的には使わないということになっ

てますし、実費負担というのが原則なんで

すけども、病院に了解をもらえれば保険は

一時使ってもいいというふうなことにな

ってると思いますけども、その辺の医療機

関の対応の状況ですよね、わかれば教えて

いただきたいと思います。 

 それから４番目、一般被保険者療養給付

費についてでありますけども、これも平成

３０年度と同じようなことになりますけ

どね、いろいろ環境が、状況が変わり、被

保険者の人数が減っていってるというよ

うなこととか、また、どんどん高齢に移行

されていってるとかいうようなことがあ

ると思いますけども、そういうことも踏ま

えて、今後の見通しはどのようになってい

くのかということです。 

 ２０２５年問題と言われるように、２０

２５年には団塊の世代の人が後期高齢を

迎えるということで、今２０１９年ですか

ら、今６９歳とかぐらいがちょうど頂点の

とこら辺にいらっしゃると思うんですけ

ども、これがどういうふうに変化していく

のかなというのを認識しておきたいので、

ご答弁いただきたいと思います。 

 それから５番目、特定健康診査事業につ

いてであります。受診目標が第２期保健事

業実施計画に載ってますね。この計画で言

いますと、平成３１年度は４５％になると

思うんですけど、ちょっと乖離がね、まだ

まだ頑張らんといけないというふうにな

るんだと思うんですけども、平成３１年度

達成するために、この計画で言うと受診勧

奨、はがきと電話で受診勧奨をするという

ことですよね。 

 そして、平成３１年度はその対象者の精

査や見直しも行うということを書いてあ

りますけども、そういうことも踏まえて、

どういうふうなご努力を考えられてるの

か、ご答弁お願いしたいと思います。 

 それから６番目、保健衛生普及費につい

てです。さまざまな事業が、予算で記載さ

れていますし、しっかりとこの健康づくり

のための取り組みをされてると思います

ので、この後に一つ一つまた質問しますけ

ども、今後もしっかり取り組んでいただき

たいと、ここのところは要望としておきた

いと思います。 

 ７番目の第２期保健事業実施計画につ

いてでありますけども、国循がこんなふう

にいろんな形でかかわるということで、先
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ほどいろんな健康講座の講師をしてもら

ったりとか、特定健診で医師として健診に

加わってもらったりと。私も特定健診を毎

年受けてますけども、去年受けたときは国

循の先生でした。 

 そんなふうにやってもらうとか、あと、

症例に対してのアドバイスをもらうとか、

いろんな形でかかわってもらってると思

うんですけど、なかなかそういう国立の病

院が、市に恐らくこんな形でかかわるのは

例もないし初めてのことなんだろうと思

うんですね。 

 国循もやっぱりそういう意味では、随分

積極的にかかわって摂津市のこの状況を

もとにしっかりと研究をしていこうとい

う気持ちなんだろうと思うし、摂津市もそ

れにうまいこと乗っかって市民の健康づ

くりをしっかりやっていこうということ

で、これ、利益も合致してるんだろうと思

いますけども、そういうことについて担当

者の評価を一度、この国循のことについて、

評価を言っていただきたいなと思います。 

 ８番目、保健センター健康推進委託料に

ついてです。いろいろ保健指導やとか各種

健康講座をやられてる講師の派遣料とか

いろんなものがこの中に入ってるという

ことは先ほどお聞きをいたしました。これ

もしっかり多角的にやっていただいてま

すから、しっかり継続をして続けていただ

くように、これは要望としておきたいと思

います。 

 それから、若年者健診委託料について。

これ、１６歳から３９歳までの年齢の人に

対して勧奨はがきを出してそういう健診

を受けてもらうという取り組みとしてや

っていくということでございますので、こ

れもしっかり取り組んでいただきたいと

思います。これも要望としておきます。 

 それから１０番目、糖尿病性腎症重症化

予防事業委託料について。これもこの第２

期保健事業実施計画の中にしっかりとこ

の計画が入ってまして、成人病の進行をし

っかり食いとめていくというような取り

組みを行っていただいておりますので、そ

の成果がしっかりとあらわれるように、こ

れ、平成３５年度までの取り組みとしてし

っかり目標も書いてありますから、目標が

達成できるように、当然、毎年、毎年総括

をされると思います。平成３０年度ももう

終わりますから、しっかりまた総括されて、

平成３１年度に向かっていかれると思い

ますから、これもしっかり取り組みをお願

いしたいと思います。 

 あわせて１１番目、療養費適正化推進業

務委託料。これはアンケート調査をしなが

ら、適正化をするための業務を委託をして

いくということでございましたけど、これ、

委託先をどこに委託されるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 それから１２番目、ヘルスアップ事業に

つきましても、先ほどご説明ありました。

さまざまに取り組んでいただいておりま

すから、これもしっかり取り組んでいただ

きたいと思います。これも委託先ね、どこ

に委託をされるのか教えてください。 

 フレイルについて。これ、国立健康・栄

養研究所と初めてこれから行っていくと

いう連携した事業になるわけでございま

すが、国立健康・栄養研究所が具体的にな

かなか何をやってもらえるのかというの

がこれまで発表がしなくて、こっちに来る

ということは決まっていましたけども、そ

れをどんなふうに摂津市とかかわっても

らえるかというのがここで初めて出てき

たわけでございますが、新聞にはもうちょ

っと突っ込んだ書き方がされまして、フレ
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イル健診は、まず２０１９年度に４００人

を目標に摂津市の特定健診に上乗せして

実施する。筋肉量測定には、エックス線で

はなく微弱電流による体組成計を使って

コストを抑える、握力や歩行速度、椅子か

らの立ち上がり、ガムのそしゃくテストな

どの身体機能も測定するというふうに、こ

れに約３０項目のアンケート結果も加え

て総合判定をすると、新聞では記載されて

いましたけども、この辺の主立ったところ

は、全部、国立健康・栄養研究所が行うと

いうことで、摂津市としてはその受付とか、

それから案内なんかについてこの委託を

するというふうにおっしゃってたと思い

ますけども、これも委託先を教えてくださ

い。 

 どこまでかかわるかというのは、今さっ

き言われましたね。それで結構です。 

 それから１４番目、服薬適正化推進事業

委託料についてでありますけども、これは

薬剤師会と一緒にやらせていただくとい

うことで、薬剤師会も随分頑張っていただ

いたなと、頑張っていただけるなというふ

うに期待をしているところでございます。 

 これも、レセプトからこれを割り出して、

そしてそれをもとにやっていくというこ

とになると思うんですけどね、これも委託

先がどこになるのか。 

 それから、薬剤師会が活性化をしてきて

いるということで、大変喜ばしいことだろ

うと。これは大阪で初めての取り組みとい

うことになるということですけども、どれ

ぐらいの方が実はそういう６種類以上の

薬を使ってる対象者になりますというの

がわかってれば、教えていただきたいと思

います。 

 それから、目指す削減額、先ほど１，６

００万円っておっしゃいましたので、新聞

にも載ってますが、その辺も含めて内容を

教えてください。 

 以上です。 

○森西正委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時２９分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 それでは、答弁をお願いします。 

 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、まず質

問番号１番、平成３０年度の医療費の状況

ですね、オプジーボ等を踏まえて、総合的

にどういった状況なのかというお問いで

ございます。 

 委員がおっしゃいますように、オプジー

ボにつきましては当初の適用範囲からい

ろんながんに範囲が広がってきており、摂

津市におきましても対象がふえていると

いう認識はございます。 

 また、被保険者の減少によりまして、保

険給付費総額としましては、これまで減少

傾向でありましたが、医療の高度化や団塊

の世代の７０歳到達に伴いまして、１人当

たり保険給付費の伸びは顕著となってき

ております。平成２９年度決算及び平成３

０年度決算見込みでも、当初予算を上回る

という状況となっておりまして、平成３１

年度についても引き続き増加するという

状況を見込んでおります。 

 そのほか、平成３１年度におきましては

超高額医療費の第２弾と言うべき治療薬

の保険適用が見通されているということ

もございます。そういったところから、平

成３１年度についても医療費のほうは少

し余裕を見た形での予算の計上をさせて

いただいたところでございます。 

 続きまして、質問番号３番、第三者納付

金についてのお問いでございます。 
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 医療機関の対応というお問いでござい

ます。 

 交通事故等の第三者行為により医療機

関を受診される場合は、必ず保険者への第

三者行為の傷病届というお届けが必要と

なってまいります。 

 しかしながら、保険は医療機関では使っ

ておられるんですけども、お届けがないと

いう状況もございますことから、そういっ

た方につきましてはレセプトの内容です

ね、点検をした上で、第三者行為のお届け

をいただくような勧奨の通知をさせてい

ただいて、求償額の確保に努めていってる

ところでございます。 

 続きまして、質問番号４番、高額療養費

の今後の見通しという団塊の世代等も含

めた今後の見通しでございます。 

 高額療養費につきましては、先ほども申

しましたとおり、団塊の世代が、平成２９

年度から平成３１年度にかけて７０歳到

達されていくことになっております。７０

歳到達されることによりまして、給付割合

が７割から８割給付、また高額療養費にお

きましては外来の限度額が新たに設定さ

れるなど、高額療養費の対象件数の増加と

いうのにつながっております。 

 実績で申しますと、平成２９年度の状況

で言いますと、７０歳以上の高額療養費の

割合として、件数の割合で言いますと全体

の約６４％が７０歳以上の方の高額療養

費の支給となっております。今後も、件数

等はふえていくものではないかと考えて

おります。 

 続きまして、質問番号１１番、療養費適

正化推進業務委託のお問いでございます。 

 まず、委託先につきましては、レセプト

の点検等を主に行っている業者から、見積

もり合わせをさせていただきまして、平成

３０年度については株式会社日本サポー

トサービスという会社のほうに委託を行

っております。 

 続いて、質問番号１３番、フレイル健診

の委託先というところでございます。 

 委託につきましては、今後となってまい

りますので、委託先はまだ決まってはおり

ませんが、基本的には出張型の特定健診と

同時実施を考えておりますことから、健診

機関を軸に選定はしてまいりたいと考え

ております。 

 続いて、質問番号１４番、服薬適正化に

ついての、こちらも委託先と対象者という

ことでのお問いでございます。 

 委託先につきましては、こちらも来年度

選定となってまいりますが、調剤レセプト

から対象者の絞り込みをするため、基本的

にはレセプトの分析等を行っている業者

を予定いたしております。 

 対象者数でございますが、国保被保険者

のうち６剤以上のお薬を服薬されている

方を基本に考えており、最大１，５００人

を想定いたしております。国保データベー

スから抽出した平成３０年１１月の１か

月だけではございますが、状況を見てみた

ところ、３０日以上の処方日数で６剤以上

の処方を受けた方というのが１，８１９名

様おられます。ここから、一過性の方もお

られますので、精査する中で、およそ１，

５００人を対象ということで、委託のほう

は見込んでおります。 

 私のほうからは以上でございます。 

○森西正委員長 森﨑課長代理。 

○森﨑国保年金課長代理 では、私のほう

から質問番号５番、特定健診未受診者対策

事業に係る工夫、見直しについてご答弁申

し上げます。 

 本市におきましては、未受診者対策は電
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話勧奨とはがきが基本となっております。

まず、電話勧奨の見直しでございますが、

本年度から少し工夫をしております。その

一つとして、まず受診勧奨の案内の際に、

人間ドックを利用された方がおられまし

たら、その制度のご案内と助成のほうを促

しております。 

 また、もう一点は受診の際に既に職場で

健診を受けられたという方に関しまして

は、職場健診結果の提供依頼をしておりま

す。こちらにつきましても、同様に特定健

診の受診率向上につながります。人間ドッ

クのほうでは約６０件程度、職場健診のほ

うで約４０件程度で、合計１００件を見込

んでおります。１００件というのは小さい

数字ではございますが、約０．５％の受診

率増につながりますので、一定の効果があ

ると思っております。 

 なお、今年度の電話勧奨そのものの効果

でございますが、１月末現在で６８６件の

予約を獲得しております。 

 続きまして、はがきによる勧奨でござい

ます。こちらのほうも、平成２９年度で様

式の変更、平成３０年度も同様に様式の変

更をしており、なおかつ送付回数を２回に

分けて実施しております。１１月におきま

しては、受診率の低い特定地域の年齢層に

対して送付をし、１月に残りの未受診者に

対しても送付をしており、引き続き分析を

行った上で、平成３１年度も未受診対策の

はがきを送る予定にしております。 

 続きまして、質問番号７番、国立循環器

病研究センターの連携による担当者とし

ての評価ということで、一概には申し上げ

られませんが、担当者としましてはまず現

場レベルで特定健診での医師の派遣、ある

いは国保年金課におきましては栄養指導

プログラムの活用といった恩恵を受けて

いるところでございます。 

 また、昨年１２月に脳卒中・循環器病対

策基本法が成立し、高齢化により増加が予

想される心不全など、心臓病の患者に対応

するため、予防を推進されるとされており、

国立循環器病研究センターが主要な役割

を担うと聞き及んでいます。こういった国

規模の事業に関しても、関われるかもしれ

ないということも含めて、期待を持って関

わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号１２番、ヘルスア

ップ事業委託料についてでございます。 

 中身の一つとしまして、特定保健指導未

利用者対策事業につきましては、保健セン

ターに委託しております。スマホｄｅドッ

ク事業につきましては、平成３０年度はＫ

ＤＤＩ株式会社に委託しております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 そしたら３回目をさせ

ていただきます。 

 先ほど平成３０年度、また平成３１年度

を見越した状況、医療に関連をする状況に

ついて説明をいただきました。こういう状

況の中で、これから本当に高齢化が進んで

いく、また高額医療が進んでいくという状

況だと思いますし、そういう中で少子化も

進んでいくという中ですけども、しっかり

とこの医療の削減に取り組んでいただい

て、適正な国民健康保険の展開ができるよ

うにね、これからも鋭意努力をお願いした

いと思います。なかなか市単独でなくなっ

たので、大阪府全体でということになりま

すから、その削減した努力がどういうふう

に報われるのかというのは非常にクエス

チョンな部分もありますけどね、これから

も引き続き健康づくりとかについては、市

民についてやっぱりしっかり取り組んで
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いくべきことですから、あわせてお願いし

たいと思います。これからもよろしくお願

いします。要望としておきます。 

 ３番目の第三者納付金についてであり

ますけども、これも適正にやっていただく

ようによろしくお願いしたいと思います。

中には恐らく、交通事故なんだけども、保

険でそのままいってしまってるようなケ

ースもあるかもわかりませんけどね、それ

はもう仕方ないかもしれませんが、とにか

く適正化をしっかりと進めていただきた

いと思います。これも要望です。 

 それから、４番は同じ内容なんで、よろ

しくお願いします。これも要望です。 

 ５番目、特定健康診査等事業ですね、い

ろいろ工夫をしていただいて、特定健診を

伸ばせるようにということでございます

が、残念ながら平成２６年度の健診率を天

にずっと下がってきているんですよね。つ

いに大阪府平均と逆転して、大阪府平均よ

り高かったんですけども、先ほど台風やい

ろんなことがあった、地震があったとして

も、逆転をしたということでございますか

ら、何とかそれが数字に出るように、また

回復できるように、ぜひ頑張ってください。

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、７番目、国循とね、いい関係

でいい形で本当に、まさにモデル事業とし

て今いろんなことを取り組んでいただい

てると思いますので、さらに関係性をしっ

かりと深めながら、こっちはこっちでまた

しっかりそれをうまく利用といいますか、

使って摂津市の健康づくりをさらに増進

していっていただくように、鋭意これから

も努力してください。よろしくお願いしま

す。頑張ってくださいね、これね。 

 それから、１１番目、レセプトを扱って

いる、平成３０年度は日本サポートサービ

スというところに委託をしているという

ことでしたね。これじゃあ平成３１年度に

入ってからまた選択をされるということ

になるんですかね、入札なりされるんだと

思いますけども、個人情報ですのでね、そ

の辺もしっかり守っていただきながら、こ

れも進めていただくようにお願いしてお

きたいと思います。要望です。 

 それから１２番目、ヘルスアップ事業、

スマホｄｅドック、これ去年から始めた事

業で、余り私も経験がないので一遍自分な

りにしっかり経験していきたいと思って

いますが、これもしっかり取り組んでくだ

さい、どうぞよろしくお願いします。要望

です。 

 １３番目のフレイル健診勧奨受付業務、

この勧奨業務は先ほど実際にやるところ

は国立健康・栄養研究所がやるので、市と

しての委託するのは先ほど言われました

ね、出張の特定健診なんかもやるから、そ

れと同時に募集をしていきますというこ

とでございますので、これもしっかり周知

をね、やっぱりせなあきませんわ、さっき

もありましたけど。なかなかフレイルって

ね、聞きなれない言葉でなじみませんので、

周知もしっかりと、丁寧にしていただきな

がら、功を奏するように丁寧にお願いした

いと思います。頑張ってください、これね。 

 それから１４番目、服薬適正化推進事業

委託料、この委託先はてっきり薬剤師会か

と思ったら、違うんですね。これもレセプ

トの点検をしているところがやるので、そ

こへ発注をして、薬剤師会には一緒にやっ

てもらうけど、薬剤師会には何も委託がな

いわけやね。薬剤師会はどんなメリットが

あるんですか、これ参加することによって。 

 対象者は１，５００人が目標ということ

でございましたけども、薬剤師会が随分活
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性化したなと私は思ってるんです。ますま

す頑張っていただくというので、さらにい

ろんなことが広がっていくなと、期待をし

ているんですね。このこともそうですけど

も、ほかのことについてもどんどん活性化

していただいたらいろんなことにつなが

っていくなという思いがあるんですけど

も、なかなか答えにくいかもわかりません

けども、薬剤師会に対する期待度といいま

すか、エールを送るような思いで部長のほ

うから最後にご答弁お願いします。 

○森西正委員長 堤部長。 

○堤保健福祉部長 今回の服薬適正化に

つきましては、薬剤師会の全面的協力をい

ただいております。実際には、今申し上げ

ましたように対象の抽出等につきまして

はレセプトデータの抽出、分析ができる業

者を予定しております。一元的にデータを

持っておりますのは市ですので、市が抽出

をして通知書を個人のお宅に送らせてい

ただく、それを受け取った方がお近くの薬

店に持っていっていただいてご相談をい

ただくと。ご相談いただくことについて、

全面的に協力をしていただいてるという

ことでございます。 

 また、薬価の報酬につきましては、そう

いったかかりつけ薬局になっていただく

ことによって、調剤の報酬が若干上がると

いうことはございます。摂津市の薬剤師会

に関しましては、ジェネリック医薬品の普

及に取り組んだときも全面的に協力いた

だいておりまして、本市ではジェネリック

の利用率も府下では高いほうでございま

す。また、これにつきましてもこういう形

で新しい取り組みに積極的に協力してい

ただいておりまして、これからも薬剤師会

には摂津市民のかかりつけ薬局になって

いただいて、こういった地域医療の貢献を

していただきたいと思っております。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、議案第４号、

平成３１年度摂津市国民健康保険特別会

計について質問をさせていただきます。 

 まず、保険料についてですけれども、２

０１９年度１人当たりの保険料というの

が幾らになるのか、それからこれは２０１

８年度と比べて幾ら値上げになるのか、そ

れから民生常任委員協議会でもご説明は

いただいてるので、一応もらってますけれ

ども、質問をスムーズに行いたいので再度

もう一回ここで教えていただきたいと思

います。 

 それから、所得２００万円、４０歳夫婦

と子ども二人、こういうケースですね、２

０１９年度は幾らになって、２０１８年度

と比べると幾ら値上げなのか。これを保険

料を据え置きとしようと思ったら、一体幾

らの財源があればできたのか。そして、全

面的に市民に負担をかぶせたということ

ではないと思いますので、抑制のために市

が入れはった金額ですね。それから、市民

の負担分ですね、それぞれ金額を教えてく

ださい。２０１８年もやはり同じように値

上げがあったと思いますが、そのときの抑

制分と市民への負担分、これもあわせて教

えてください。 

 次に、大阪府の国保統一化に関しての質

問です。２０１９年の統一保険料の金額に

ついてですね、摂津市は幾らになっている

のか。激変緩和後の金額を国保の運営協議

会の資料で使ってはるので、それのほうが

話が進めやすいと思いますので、それで結

構でございます。これは、昨年度と比べる

と幾ら金額が引き上がっているのか。 

 ５年後、２０２４年度に府内統一という
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ことになってきます、今の大阪府国保運営

方針に書いてるのはそういうことですね。

これは、保険料は大体幾らぐらいになって

いくと想定をしておられるのか。幾らずつ

値上げをしていけばよいと考えておられ

るのか、お聞かせください。 

 それと、特別会計予算書の１２、１３ペ

ージの款３府支出金、項１府補助金の中に

節２特別交付金、この中に保険者努力支援

分というのがあります。これはどういうも

のなのか、教えてください。 

 それと、減免制度についてお伺いします。

その同じページの一般会計繰入金に、法定

外の繰り入れの分が載ってると思うんで

すけれども、保険料軽減分等繰入金ですね、

これ抑制分として幾ら、それから独自減免

のために幾ら、一部負担金のために幾らと

いう数字があると思いますが、それを教え

てください。２０１８年度の金額もそれぞ

れ教えてください。 

 摂津市は、２０１８年の４月から減免制

度を変えたわけですけれども、細かいのは

いいですけれども、大きくどういうことを

変えたのかというのを説明してもらいた

いと思います。 

 １回目は以上です。 

○森西正委員長 安田部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、増永委

員のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目、平成３１年度の１人当たり

の保険料が幾らになるのかというお問い

でございます。 

 平成３１年度の保険料につきましては、

１人当たり、激変緩和させていただく中で、

１０万４，９４７円ということで設定させ

ていただいております。 

 前回と比較してでのお話でございます。

平成３０年度の保険料と１人当たりの保

険料でございますが、平成３０年度は９万

９，２８５円ということで、約５．７％、

５，６６２円の改定とさせていただいてお

ります。 

 続きまして、モデルケース、所得２００

万円の４人世帯の保険料でございます。平

成３１年度、今回の料率で算定させていた

だきますと、３９万３，７６１円。前年度

と比べ、約２万５，９５０円の引き上げと

いう結果となっております。 

 続きまして、据え置きに必要な財源とい

うお問いでございます。 

 仮に保険料、平成３０年度と同じ額とす

る場合に必要な金額でございますが、２億

６，２０５万５，０００円を見込んでおり

ます。 

 それと、今回の抑制のために投入した財

源額でございますが、これにつきましては

１億４，５５７万５，０００円を抑制財源

として今回投入させていただいておりま

す。 

 平成３０年度のときの抑制額でござい

ますが、保険料抑制のために投入させてい

ただいた額につきましては、１億４，３９

４万円を投入させていただいております。

１人当たりで申しますと、平成２９年度９

万７，０４４円から約２，２４１円の改定

ということで、９万９，２８５円と設定さ

せていただいたところでございます。 

 平成３１年度の統一後の金額と平成３

０年度の比較、要は大阪府が示した金額を

もとにした保険料での比較でございます。

平成３０年度につきましては、１人当たり

の本来必要となる保険料というのが１０

万７，０４３円と。平成３１年度につきま

しては、大阪府の激変緩和後の額にはなっ

ておりますが、１１万２，０２４円となっ

ております。 
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 続きまして、保険料の５年後の想定とい

うお問いでございます。 

 今回、保険料の改定につきましては自然

増のみということで、本来のこれまでの差

額につきましては抑制をさせていただい

ております。この金額については、１人当

たりで言いますと７，０７７円を抑制させ

ていただいております。この抑制額を今後

５年間で自然増とあわせて段階的な改定

をさせていただく必要がございます。ただ、

５年後の自然増の金額がどれぐらいにな

ってくるかというのは、ここについては見

込みというのはなかなか立ちづらいかな

と思っております。 

 続きまして、保険者努力支援制度につい

てのお問いでございます。 

 保険者努力支援制度の内容につきまし

ては、医療費の適正化の取り組みや国保制

度固有の構造問題への対応等、実施状況に

応じて保険者として努力を評価し、都道府

県及び市町村に対して交付されるもので

ございます。 

 その中で、算定方法としましては、体制

構築の基本的な点数プラスそれぞれの評

価の取り組みについて加算する中で、被保

険者数に応じて予算の範囲内で交付され

るものでございます。 

 続きまして、保険料の減免制度について

でございます。まず、繰り入れ額として抑

制分で幾ら投入したかとのお問いでござ

います。 

 平成３１年度でございますが、まず保険

料減免については独自の分として５２０

万７，０００円、一部負担金減免が独自分

として９２９万４，０００円、保険料の抑

制分として２，４２７万円を投入させてい

ただいております。 

 平成３０年度の投入額でございますが、

保険料抑制分で８，１６３万２，０００円、

保険料の減免分として、済みません、内訳

を今持っておりませんで、減免分として一

部負担金、保険料減免合わせて１，７９２

万７，０００円を投入しております。 

 続きまして、減免の見直しの内容でござ

います。 

 減免制度の変更につきましては、これま

でもご答弁させていただいたところでご

ざいますが、大阪府のほうで共通基準とい

うのが設けられております。それを基本と

しまして、これまで実施しておりました収

入減少等の減免につきましては、一定整合

性を合わせる中で見直しを行ったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 保険料についてです。 

 本年度、１人当たり幾らかというところ

では、昨年度と比べると５，６６２円が値

上がりとなったというお話でした。１０万

４，９４７円、１人当たりですね、昨年度

は９万９，２８５円だったわけですが、そ

れもおととしと比べると値上がりをして

いて、これが２，２４１円ということも途

中で教えていただきました。１人当たりの

値上げも２倍以上の値上げになっていま

す。 

 また、所得２００万円、４０歳夫婦子ど

も二人、こういうケースの場合ですと、こ

れ前年度の金額は聞いてませんけれども、

前年度は３６万７，８１１円と思うんです

ね。差し引きするとそうなりますね。それ

が３９万３，７６１円に上がって、４０万

円近くなっていると、４０万円まであと一

歩というところです。この上がり幅は２万

５，９６０円という、非常に大きな金額が

所得２００万円の世帯にかかっていると



－64－ 

いうことになります。この世帯は法定軽減

の範囲に入っておりますので、法廷軽減外

れてるところはもっと大きな値上げ幅な

んじゃないかなというふうに思うわけで

すけれども、大変な値上げ、市民にとって

はというふうに言わざるを得ません。 

 そのために、今まで摂津市はずっと市民

の暮らしが大変なときは赤字が続いてて

も保険料の繰り入れを行って、値上げをし

ないように、保険料据え置きを続けるとい

う努力をしてきていただきました。そのと

きには、２億円ぐらいの繰り入れをしてい

ただいてたんではないかなというふうに

思うわけですけれども、今回据え置きで幾

らあればよかったのかというと、２億６，

２０５万５，０００円というお話でした。

今までどおりの金額の投入をしていただ

いてたら、こんな大きな値上げをしなくて

も済んだんじゃないかなというふうに思

うわけです。抑制のために入れられた金額

はありますけれども、先ほどのお話では、

一般会計繰り入れの分はぐっと減って、２，

４００万円ぐらいの金額になっていると。

残りは基金から繰り入れたということに

なるんだろうと思いますけれども、その額

を入れても約１億４，５００万円というふ

うになってるわけです。市民への負担は非

常にふえているんです。２０１８年度、市

民に対して負担をかけたのは約４，０００

万円ぐらいなんですけれども、値上げ総額

という形になると思うんですけどね、２０

１９年度は１億１，６４８万円、これも２

倍以上の金額の負担をかけたということ

になります。おととし２０１７年度と比べ

ると、１人当たりでももう７，０００円、

８，０００円ぐらいの値上げ幅になってき

ているというふうに思うわけです。これを

一体どこまで続けるのかと。 

 先ほど、統一化のお話のほうでも金額、

自然増はわからないというようなお話が

ありました。今までも自然増って言われる

部分は確かにあったと思うんです。だけど

も、摂津市はそれを努力しながら市民に負

担をかぶせないということをやってこら

れたにもかかわらず、今は黒字で基金もあ

る、そういう状態でありながら、これ全部

をやっぱり市民に負担を押しつけてきて

るということについて、やはり大変な姿勢

の転換だなと言わなければならないと思

います。市民が一番大変なときに、この金

額は物すごく市民に対して冷たい、きつい

負担だというふうに思うのですけれども、

この金額、保険料が市民にとって高いと思

われるのかどうかの認識をお聞きしたい

と思います。 

 それから、抑制のために入れている法定

外繰り入れの金額をぐっと減らされまし

た。２億円ぐらい入れてたころから比べる

と、大きく減っています。去年の分と比べ

ても、大きく減っています。去年の分との

差額で言えば、それは基金から入れてるか

らなんだよというお話が出てくるんだと

思いますけれども、では６，１００万円を

基金から入れられたのかなというふうに

思いますけれども、今の基金の残高ですね、

これは一体幾らぐらいあるのか、これにつ

いても教えてください。 

 それから、大阪府の国保統一化にかかわ

っての質問ですけれども、大阪府の保険料

も、昨年度も大きな金額を提示されました

けれども、今回も標準保険料率なんですが、

非常に高い金額、昨年にどんと来るのは、

これは一定そうかなという、皆さんも覚悟

があったのかもしれませんけど、今度の金

額というのは、またそれを上回るような金

額がどんと来て、本当に市町村の職員の



－65－ 

方々にとっても大変びっくりするような

金額だったと。市町村から大阪府に対して、

たくさんの電話がかかってきたというふ

うにもお聞きしました。 

 その中で、本来は１回しか試算はしない

ということになっていたのが、２回の試算

をすると、金額を少し下げましたよという

ような、大して下がらなかったですけれど

も、ものが出されてきたというふうに覚え

ております。その金額ですね、なぜこんな

高い金額が提示されたというふうになる

のか、思われるのか、このことについてお

聞きをしたいと思います。 

 そして、大阪府の出してきている金額、

２０１８年度の分も、２０１９年度の分も

ですね、非常に高額な金額がどーんどーん

って出てきたわけですけど、これは妥当だ

と思われてるのかどうか。その金額につい

て、市町村が検証することができるのか、

その辺についても教えてください。 

 今、自然増が一体どれぐらいになるのか

見込めないというようなお話がありまし

た。これは大阪府が本来シミュレーション

を出すべきだと思うんですけど、大阪府も

シミュレーションを出そうとしておりま

せん。統一保険料が一体、最終どれぐらい

になるのかということについて、出そうと

しておりませんけれども、そういう中で、

やはり市町村からは不安の声が上がって

います。何度かご紹介もしましたけれども、

摂津市も中に含まれている北摂の市長会

からも、６年間の期限を限らずにと、そう

いうふうに統一化を延期する、これを市長

会の要望書として出されるということも

行っておられます。この統一化に対して、

期限を延ばすということについて、摂津市

はこれからも求めていくのかということ

ですね。これについてお答えいただきたい

と思います。 

 それから、先ほど保険者努力支援金分に

ついてお伺いをいたしました。この制度は、

予算書１３ページに載っている分ですね、

３，６８９万２，０００円。この金額とい

うのは、一応府からのお金というふうに形

の上ではなっておりますけれども、これは

国から市町村に対して出されている、市町

村が頑張った分に対しての金額というこ

とで、府は国から預かって市におろしてる

という、そういう金額だというふうに思っ

ております。 

 これね、今までだったら摂津市は国から

いろいろお金をもらうとか、そういうのを

頑張って、こんなに努力をして、獲得して

きましたというお話も、私も何回も聞いた

と思うんですよ。収納率の改善であるとか、

それからジェネリック医薬品を使用する

であるとか、そういういろんな努力をして、

大阪府の上位何番目に選ばれて、何市町村

しか受けられへんものをちゃんと引っ張

ってきましたと、そういうものも含めて赤

字を解消してきたんだというお話を聞い

てまいりました。それは職員の方、すごく

頑張っていただいたと思います。市民も頑

張ったと思うんですけれども、そういうこ

とをして、国から獲得をしてきたお金です。

このお金というのは、法定外繰り入れも何

もありません。赤字でもありません。この

金額は、まさしく保険料引き下げのために

使うことができるお金なんですね、きちっ

と。国はこれを保険料の引き下げに充てた

としても、何も文句は言わない、そういう

使い方ありだよというふうになっている

はずのお金です。先ほど、市が抑制分とし

て入れてるお金は二千数百万円でしたっ

けね、それよりも多い金額がここにあるわ

けですよ。 
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これね、今激変緩和期間の中ですから、

これも保険料引き下げに使うということ

は可能だと思います。しかし、大阪府が言

ってる統一化以後、保険料は大阪府下全部

統一なんだといったときに、この保険者努

力支援分、これって保険料引き下げのため

に使うことが可能なんでしょうか。という

ことについて、お聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、減免制度ですね、大阪府が統

一化をするときには減免制度も統一する

んだと、府の運営方針に書いてあります。

でも、激変緩和の間はそれをどんなふうに

するかというのは市町村が判断をして、や

っていっていいんだよと。本来はずっとや

っていっていいんですけどね、大阪府の言

い分としても、その間はいいんですよとい

う話になってたと思います。ところが、摂

津市は、大阪府の分を取り入れるんだと、

それを基本にするんだということで、摂津

市が今まで行っていた減免制度、これにつ

いても改変をし、私は改悪だと思ってます

が、そういう形に変えました。 

 その結果、一つは災害減免ですね、これ

が今までの摂津市の災害減免は全壊、半壊、

そして一部損壊にも適用ができる、どれだ

けの率かという損壊率の基準というのは

あると思うんですけれども、一部損壊でも

適用はできるという内容でございました。 

 ところが、大阪府の分に統一をしたとい

うことによって、全壊と半壊と床上浸水、

これだけになってしまったわけです。今回

の災害、もちろん予測はできませんでした

けれども、この制度を残していれば、災害

のあとにそういう一部損壊の方々に対し

て、国保料の減免をするということができ

たのではないかというふうに思うわけで

す。全壊、半壊、それから床上浸水、これ

だけに限ってしまわれたわけですけれど

も、国保料の減免、この災害についてです

ね、これで使わはった方はどれぐらいある

のか、お聞かせください。 

 また、所得減免ですね、これも大阪府の

分が利用率が今高いというふうなお話も

ございますけれども、これも摂津市の減免

制度を大きく変えていますので、前年の所

得と今年度の所得を比べて、退職をしたり

して大きく減ってしまう、こういう方につ

いては大阪府の減免を使えるわけですけ

れども、摂津市の独自減免がなくなって、

これ一本になっていくと、前年とその次の

年の収入が大きく減る、そんな退職を何回

もしませんし、ずっと失業中やったら、低

いけれども減免できないということがず

っと続くわけですよね。 

 昨年は初年度だからそういうことがで

きたのかもしれませんが、今年度はどれぐ

らいになるかということについては、非常

に私は心配をしているところであります

けれども、それに対してのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 ２回目、以上です。 

○森西正委員長 安田保健福祉部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、２回目

のお問いについてお答えをさせていただ

きます。 

 まず、１番目、値上げに対する認識とい

うお問いでございます。 

 保険料の改定につきましては、高齢化の

進展により給付費の増加や後期高齢者医

療、介護保険制度への拠出が、こういった

伸びを避けられない状況となっている中、

やはり保険料の自然増というところは避

けられない状況かなと考えております。 

 本市におきましても、これまで医療費の

適正化や健康づくり、こういったところに
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しっかりと取り組む中で、できるだけ給付

費の抑制には努めていきたいと考えてお

ります。 

 また、大阪府市長会等を通じて、被保険

者への負担緩和に向けてさらなる公費拡

充等も求めていきたいと考えております。 

 続きまして、基金の残高についてでござ

います。現在の基金の残高でございますが、

３億６，２６２万円となっております。 

 続きまして、３番目、大阪府の保険料が

上昇した要因でございます。 

 民生常任委員協議会等でもご説明させ

ていただいたところでございますが、保険

料の主な増額の要素としましては、やはり

７０歳の方の増加ということで保険給付

費がふえた、また、後期高齢者支援金の増

加、介護納付金の増加、この３点が保険料

が大きく伸びた要因となっております。 

 平成３０年度の給付費の伸びの見込み

が少し低く見積もられたというところも、

大阪府も言っておりますように、そういっ

た部分の反動も出ているのではないかな

と考えております。 

 続きまして、大阪府の算定結果について

の妥当性のお問いでございます。 

 なかなか保険料の算定というのがこれ

まで市町村でやっておった時代もかなり

複雑な算定になっております。さらに今回、

大阪府が市町村の全部のデータを集めた

中で、今後の伸び率等、これは、国が示す

算定方法で伸び等を見込まれた中で算定

が行われた結果ではございます。妥当かと

いうお問いであれば、基本的には妥当であ

ると考えております。 

 しかしながら、検証ができるのかと言わ

れると、そこまでについては市町村ではで

きないという状況となっております。 

 続きまして、市町村の要望、６年間の激

変緩和期間を延ばすというところのお問

いでございます。 

 激変緩和期間につきましては、現在大阪

府の国保広域化運営方針におきまして、６

年間というルールが決まっております。そ

の中で、本市においては、到達をそこの６

年後を見据えた中での運営が必要と考え

ておりますが、しかしながら、広域化初年

度である、平成３０年度の決算や今後の保

険料等の影響を見る中で、引き続き大阪府

に対しては、見直し等も含め要望は行って

いきたいと考えております。 

 続きまして、保険者努力支援金を保険料

引き下げに使うことが可能なのかという

お問いでございます。 

 保険料につきましては、財政運営が一元

化される中、被保険者間の負担の公平性実

現のために、統一化を目指すというもので

ございます。保険料の統一を目指す上で、

将来的な医療費の増加が見込まれる中、健

康づくりの取り組みも強化し、被保険者の

負担をできる限り抑制していくというこ

ととされており、原則的には保険者努力支

援制度については健康づくりの財源に活

用していくべきとなっております。 

 しかしながら、保険料の設定におきまし

ては、委員がおっしゃいますとおり、市町

村の個別ではなく、一定のルールのもと保

険者努力支援制度などのインセンティブ

財源を市町村が出し合う中で、全体の水準

を均等に引き下げるといった、そういった

仕組みについては検討も必要ではないか

なと考えております。 

 続きまして、災害減免についてのお問い

でございます。 

 災害減免の適用件数でございますが、平

成３０年度の適用は、地震とは別ではござ

いますが、１件ございました。 
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 しかしながら、災害では対象とはならな

かった方につきましても、収入の減少とい

うところのご事情のある方もおられます

ので、そちらのほうで適用したという事例

は数件あったと聞いております。 

 続きまして、所得減少に対する減免の考

えでございます。 

 平成３０年度の減免の状況を見ており

ますところ、やはり所得減少による減免、

いわゆる共通基準による減免というのは

かなり数多く受けさせていただいており

ます。今までの基準であれば該当しなかっ

た方が該当するというところも多く見ら

れますことから、共通基準を設定したとい

うところのメリットもあるかなというの

は見ております。 

 しかしながら、あくまで収入減少という

要件になってまいりますので、次年度以降

については、対象となる方につきましては、

これまでの独自の減免を適用するなどし

て柔軟には対応していきたいなと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 保険料についてですけ

れども、自然増は避けられないというよう

なお話でございました。それは今までもそ

うだったわけで、その自然増に対して対応

を摂津市はしていただいていたのが、この

統一化の話が出てきてそれをしなくなっ

たと、全くゼロではないにしても、激変緩

和ですから、どんどんやめていく方向であ

るということについて聞いているわけで

す。高いと思ってはるのかどうか、この平

成２９年度の金額ですね、それについては

もう一回、再度お聞かせいただきたいと思

っています。 

 大阪府は、高いというお声をいただいて

いるというふうに言うています。やはり本

当に、私も近くの子育て最中のお家の方に

聞いたんですけど、子どもが高校生という

ことで、学費が高いでしょうって、これか

らまた大学やら何やらいったら余計に大

変ですよねっていうお話をしたら、それは

そうですねって言いながらも、でも、国保

が高いんですよって言われて、本当に高く

ってって。 

 やっぱりそういう、払えないというとこ

ろまで今はもう来ていると思うんですね。

今の金額でだって、本来の統一化のところ

まで行くには、先ほどおっしゃっていたよ

うに、１人当たり、今、２０１７年度と比

べたら二千幾ら値上げしました、で、今回

５，６００円ぐらいですかね、値上げをし

ました、両方で８，０００円近くの値上げ

ですよね。今でも統一化のところまで行こ

うと思ったら、この上にさらに７，０００

円ほどを乗せないといけないわけでしょ

う。それが自然増がどんどんどんどん下か

ら押し上げてくるだろうというお話なん

で、本当に一体どこまで行くのっていう金

額になると思うんです、５年後っていうの

は。さらにそこで終わるんじゃなくて、そ

の後は統一化で府が決めた金額に全部従

いますっていうふうになっていくわけで

すから、もう天井知らずなわけですよ。こ

んな保険料払えないっていうことが、全国

知事会が言うてた、国保の構造的な課題を

解決するために国は公費を投入せよと言

っていたことではないんでしょうか。 

 これ以上被保険者に負担をかけて、それ

を被保険者の保険料で賄うということが

無理があると、国保の制度を守るためには、

国が国費を投入して、最初は１兆円ってい

うてはったのが今は３，４００億円になり

ましたけれども、そのことについて責任を
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持ってくれなければ、都道府県は国保の責

任が持てないよということを言っていた

中身なんではないでしょうか。国保の構造

的課題ということについても、もう一度お

聞かせいただきたいと思います。高いと思

うか、構造的課題の認識ですね、それをど

うしたらいいと思っているのか。 

 大阪府の統一化についてですけれども、

府も、先ほど言いましたように、高いと言

うてるわけですね。摂津市も、大阪府国保

運営方針を決める前に、法定の意見聴取と

いうのがありまして、そのときに大阪府に

対して意見を出されておられます。そのと

きも、摂津市はすごくいいことを言うては

るんですよ。被保険者の負担を最小限にと

どめるよう、十分な激変緩和施策を実施す

るように求めます、と。 

 そのときには、もう既にこれぐらいのっ

ていう試算もいろいろ出されていた中で、

大変高いということがわかっておられた

からこういうことを書かれたと思うんで

すけど、これに対して、大阪府はそれを取

り入れるということをしていないと思う

んですけれども、また、低所得者及び多子

世帯、ここに対して過度の負担を与えない

ように府内統一のさらなる軽減施策を実

施するように求める、これも言うてはるん

ですね。 

 本当に摂津市の言うとおりだと思いま

す。こういうことを、運営方針をつくる前

に、摂津市だけではありません、あっちこ

っちの市町村がこういう同じような意見

を出したと思うんです。 

 ところが、それによって何ら運営方針は

変わらなかった、試算の中身も何ら変わら

なかったということが実態としてある中

で、どうしてここにつき従わなければいけ

ないのかという問題があると思うんです。 

 今でも法律としては、摂津市が保険者と

して、きちんと摂津市の適正な、摂津市が

考える保険料、これを決める権限はござい

ます、何回も言ってますけれども。これが

６年後であろうが、７年後であろうか、１

０年後であろうが、法律が変わらない限り

はそうでございます。 

 そういう中で、もう一度もとの姿勢に戻

る、このことをぜひとも求めたいと思うん

ですけれども、大阪府に対して、統一化を

ここを期限にって切ってやるんではなく

て、もうやめろと、統一化するなと、そう

いうことを言うべきではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 先ほどの保険料の金額についても、お話

にもありましたように、高くなった理由は

いろいろあるとは思いますけれども、７０

歳以上の方の人数がふえていったとか、そ

の要因もあると思います。 

 しかし、大阪府自身が見積もりが甘かっ

たというふうなことを言うてるわけです

よ。ざっくり言うと、去年の見積もりは安

過ぎた、だから、今回が上がるんだと。去

年のあれで安過ぎたんかと思いますけれ

ども、見積もりが甘かったんで、その分、

今年度は去年の分まで含めて高くなった

んだというような話ですけれども、それな

ら、来年度はそんなに上がらないのかとい

ったら、これもわからないわけです。 

 そんな毎年毎年そういうふうに、いやい

や、もっといったんやっていうふうなこと

でどんどん増額されていったら、決算は次

の年度の分が出る前には出ませんから、次

の保険料の金額が決まってから前のとこ

ろの決算が出てくるわけですよ。そこで何

ぼこうやった、ああやったって言うても、

もう次の年の金額は決まってるし、その次

になったらまたいろんな要因を言って、高
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い金額を言われても、これはどうしようも

ないというふうなことになっていくと思

うんです。 

 摂津市自身も、この大阪府の算定に対し

て信用してはらへんかったんやろうなと

いうのが、先ほどの摂津市の意見書の中に

も出てきます。事業費納付金については、

一律の伸び率だけで算定した場合、被保険

者数などから影響が生じると考えられる

ので、事前ヒアリングをしてほしい、こう

いうことも言うてはりましたね。こういう

ことも意見を取り入れてくれませんでし

た。より精緻な算定を行うよう求めますと

いうふうなことを言うておられるわけで

すよ。 

 先ほどのご答弁で、基本的には妥当と言

わはりましたけれども、摂津市自身だって、

これ妥当なのか、と思ってはるわけです、

検証できへんし。こんなに金額高いこと、

これで本当にいいのかなとおっしゃって

いるわけですよ。こういう妥当だと言えな

いような金額に対して、みんなで統一して

いくっていうのも、これもおかしいんじゃ

ないでしょうかね。この点についてもご答

弁求めます。 

 それから、統一化についての問題で大変

重要な問題は、先ほど言いましたけれども、

保険者努力支援制度で摂津市が頑張って

国からもらった府の金額を、保険料引き下

げに使えないということです。健康増進の

ために使うといっても、中身は限られてく

ると思います。その健康増進のために使っ

ても、それがすなわち生きるわけではなく

て、大阪府下全体の話になっていくわけで

すから、保険料は大阪府下のほかの大きな

ところが、やはりそんなに健康増進をなか

なか頑張れなかったら、摂津市はそれに引

きずられてやっぱり保険料は上がってい

くわけですよ。摂津市一つが頑張っても、

そういうことにはなかなかできない。 

 先ほど、それぞれの市町村の保険者努力

支援金分をそれぞれが出し合って、そして

全体の保険料を引き下げるというような

お話もありました。 

 でも、それでインセンティブが働きます

か。インセンティブを働かせるということ

でつくられている制度なんですよ。頑張っ

たところが頑張った分、ちゃんと評価して

もらえるということで、今まで摂津市は説

明してこられたと思います。一生懸命頑張

ってきたんですと、それを市民に私たちは

還元をするし、赤字だった国保も黒字にし

てきましたというふうにおっしゃってい

たわけですよ。 

 ところが、小さいところが一生懸命頑張

っても、結局大きな市町村、大阪市なんか

は、なかなかやはり頑張ったらすぐ結果が

出るかというふうにはならないと思うん

です。そういうところと一緒に考えて、結

局保険料の反映は全体なんだと。 

 大阪市は今まで、大きい財源持ってます

から、余りインセンティブがたくさん働か

なくて、なかなかそういう保険者努力支援

金分が大きくならなかったとしても、やっ

ぱり財源を投入して引き下げてきたんで

す。大阪市はすごくたくさんの一般会計法

定外繰り入れを行ってきました。 

 やっぱりその市町村、市町村によって、

小さいところは努力をして、その努力の分

で頑張る、大きいところは財源がいっぱい

あるんだから、その財源で頑張る、いろん

な形で保険料の引き下げに対して努力を

してきたんですが、これを全部押しなべて

大阪府下統一なんだということは、非常に

無理があるというふうに思うんです。ぜひ

ともこの保険者努力支援金分の制度、これ、
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市町村が活用して引き下げに使えるよう

にしていただきたいと思います。 

 最後に減免制度の部分です。 

 これは、大阪府市長会が府に対しての要

望を出しています。「広域化をする中でも、

保険料や一部負担金の減免の実施に当た

って、大阪府が決めている統一基準の設定

に当たっては、各市町村の事務運用がそれ

ぞれの歴史的経緯を踏まえたものである

こと及びそれを統一することの困難性を

十分に認識し」というふうに大阪府の市長

会は府に対して言うてはるんです。減免制

度それぞれ歴史があると、市民と市町村で

つくってきた減免制度、それを簡単にぱぱ

っと統一でけへんのやということを言う

てはるわけですよ。 

 さらにすごいなと思うのは、この広域化

の中で、大阪府の減免制度については大阪

府の独自財源じゃないですけどね、保険料

を徴収した、いろいろした、大阪府の国保

の特別会計の中から減免の金額を充てる

ということになっていると思うんですけ

れども、それだけではなくて、各市町村で

やっている減免制度に対しても大阪府は

財政措置をするべきだと、こういうことも

言うてはる。それぞれの市町村の減免を守

れということを言うてはるんやと思いま

す。こういう立場に立って、しっかりと減

免制度を守っていかなくてはならないの

ではないか、大阪府の減免制度を取り入れ

て新たに減免ができる人がふえた、そのこ

とについて別に悪いとは言いません。 

 でも、それを入れるからいうて、摂津市

の減免制度を削るというのは、これは本当

に問題があると思っています。一人だけ災

害減免を受けられた半壊の方なのかなと

か思いますけれども、これが一部損壊も入

っていたら、もっと何人かの方が受けられ

たんじゃないか、助かったって言われたん

じゃないかというふうに思うわけです。 

 これ、代表質問で市長の答弁をいただき

ましたけれども、本当に市長の答弁で、そ

れは冷たいなというふうなご答弁でした。 

 後期高齢者医療制度などの他の保険制

度との整合性を図り、共通基準として定め

られたものであることから、被保険者に一

定の公平性が担保されたものであると理

解しており、変更は予定されておりません、

という中身でしたけれども、低いほうに合

わせて公平やったらそれでいいんかとい

う話ですよ。 

 摂津市のいい制度を残して、本来後期高

齢者の方々に対してもこれを適用すべき

やという声を摂津市から上げるのが、市民

の福祉増進、これを目的とする市町村の役

割なんではないでしょうか。そのことにつ

いてお伺いしたいと思います。 

○森西正委員長 安田保健福祉部参事。 

○安田保健福祉部参事 それでは、３回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、保険料の水準が高いという認識の

お問いでございます。 

 平成３１年度の保険料の算定におきま

しては、確かに仮算定等行われる中で、非

常に伸び率が大きくなったというのは、本

市に限らず、他の市町村においてもそうい

う認識はもたれておられます。 

 その中で、大阪府におきましても、予定

収納率の見直しや算定可能な財源の投入

といった工夫もされる中で、できる限りの

努力をされた中で、最終的な決定となった

ものでございます。 

 本市におきましても、それを受けて、本

来であれば自然増に加えてこれまでの差

額分を一部改定というのが基本という姿

勢ではおりましたが、少し上がり幅の抑制
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をするために、今回、自然増のみにとどめ

させていただいたところでございます。 

 続きまして、２番目の意見聴取をして、

もう一度もとの姿勢をというところのお

問いでございます。 

 確かにこれまで広域化を進めるに当た

って、やはり制度をつくる中でいろいろな

要望はしてきたところでございます。なか

なかその中で全てが受け入れられたとい

うものにはなっておりません。 

 しかしながら、一部多子減免等につきま

しては、まだ実現はされてはいませんが、

現在も実現に向けて検討が進められてお

るところでございます。こういったところ

につきましては、引き続き要望等はしてい

きたいと、また、保険料抑制につきまして

も、できる限り公費の増額等も求めていき

たいと考えております。 

 続きまして、質問番号３番、保険料の大

阪府の算定のところでございます。 

 こちらにつきましても、数値の精緻なと

ころを求めてきたところでございます。 

 しかしながら、平成３０年度、本市の実

態とはちょっと乖離するような部分もご

ざいました。こういった部分も踏まえて、

大阪府におきましても、平成３１年度、や

はりかなり精緻なものに見込んできてお

りますので、平成３１年度につきましては、

給付費の伸び、被保険者数の伸びといった

ところは、本市のほうも見込んだところと

ほぼ近似となっておりますので、妥当な見

込みをされているのではないかなと考え

ております。 

 続きまして、保険者努力支援制度のとこ

ろでございます。 

 こちらにつきましては、先ほどもご答弁

させていただいたところではございます

が、基本的には健康づくり等の事業を促進

して、市町村の底上げですね、全体の健康

づくりの底上げを図るために活用すべき

というのが基本と考えております。そうい

った全体の市町村が取り組みをする中で、

給付費の抑制が図れ、保険料水準の伸びも

一定抑えることができるのではないかと

考えております。 

 本市におきましても、そういった基本的

な取り扱いで、平成３１年度、フレイル予

防や服薬適正化といった新たな事業も展

開させていただいているところでござい

ます 

 しかしながら、現時点におきましては、

一部保険料抑制というところにも活用は

させていただいておりますので、できる限

り将来の保険料負担が伸びないように、健

康づくり等もあわせて活用していきたい

と考えております。 

 最後、減免についてでございます。減免

の制度を守っていくことについてでござ

います。 

 減免制度につきましては、財政運営の一

元化が図られる中で、被保険者間の負担の

公平性の観点から大阪府の統一基準が設

定されました。本市におきましても、統一

基準を、先ほども申しましたが、原則とし

た上で、これまでの独自減免分については、

整合性を図る中で激変緩和措置として実

施させていただいているところでござい

ます。 

 しかしながら、減免基準につきましても、

市町村の抱える問題を考慮して共通基準

に反映されるよう、大阪府市長会を通じて

要望はさせていただいております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 保険料が高いというこ

とについては認めていただいたのかなと
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いうふうに思います。構造的な問題につい

てご答弁がなかったですけれども、そうい

う認識があれば、この構造的な問題という

ことを本気で取り組まないといけないん

だということについては、わかってはると

思います。大阪府のこの保険料の統一化、

全国で大阪府しかやっていません。こうい

うことでは、構造的な問題は解決しないわ

けです。 

 また、大阪府の統一化については、さま

ざまな意見があるけれども、取り入れられ

ていないということについても、今紹介し

たとおりです。３年間の運営方針の見直し

がやってきます。統一化がここまでだよと

いうより前に見直しがやってくるわけで

すから、ここでしっかりと大阪府下の市町

村の皆さんにご意見を出していただいて、

無駄なこと、無理なこと、この統一化は全

国でもやっていない、こんな大変なことは

もうやめようという声を大いに挙げてい

ただいて、運営方針の中身を変えていただ

きたいというふうに、これは要望としてお

きます。 

 それから、減免の制度についても、また

６月ぐらいに減免申請がたくさんあると

思いますけれども、やはり大阪府の減免制

度を取り入れるのは結構ですけれども、摂

津市の減免制度を崩すんではなくて、もと

に戻してきちんといろんな、ずっと低所得

の方とか、災害があって一部損壊になった

方とか、そういう方に対しても手厚い減免

制度をせっかく持ってたわけですから、も

とに戻していただきますように、やっぱり

摂津市の今までの国保の、市民に対して心

を寄せて運営をしてきた市町村の国保の、

その心意気をもう一度取り戻していただ

きたいと思すので、これを要望として私の

質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

暫時休憩します。 

（午後４時４６分 休憩） 

（午後４時４７分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 次に、議案第８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 質問ある方。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療特別会

計予算について質問をします。 

 ７５歳以上の方が入っておられる後期

高齢者の保険制度、今までは低所得者など

に対しての保険料軽減措置というのがあ

りました。これが廃止を順次されていくと

いうふうに聞いております。このことにつ

いて教えてください。 

 １回目、以上です。 

○森西正委員長 安田保健福祉部参事。 

○安田保健福祉部参事 後期高齢者医療

制度の軽減制度についてのお問いでござ

います。 

 後期高齢者医療の保険料の軽減制度に

ついてでございますが、所得が一定以下の

方につきましては、法令では７割、５割、

２割の軽減というのが設けられておりま

すが、特例により７割軽減の方のうち、９

割と８．５割というので、さらに軽減が上

乗せという形で国の財政措置でやられて

いるところでございます。この国の財政措

置による特例軽減でございますが、これま

で制度発足時における暫定的な措置とし

て国により実施されておりましたが、国民

健康保険の軽減割合が最大７割になって

いることなど、制度間の公平性の問題が出

てきており、見直しが求められてきたとい

う背景がございます。 
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 見直しの時期につきましては、低所得者

に対する介護保険料の軽減の拡充や年金

生活者支援給付金の支給と合わせて実施

すると決定されたことを踏まえ、平成３１

年１０月から見直しがされるというのが

決まったところでございます。 

 見直しの具体な内容でございますが、現

行９割の軽減対象者については、平成３１

年１０月以降特例軽減が廃止され、本則の

７割軽減となりますが、年度内での保険料

の差、変動が生じないように、平成３１年

度、年間保険料は通年で８割という形で対

応をすることとなっております。 

 また、８．５割の軽減の方につきまして

は、年金生活者支援給付金の支給対象にな

らないということを踏まえまして、平成３

１年度１０月から１年間に限り８．５割の

軽減が継続され、その後、段階的な廃止と

いうことで決定がされたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 この特例軽減の廃止の

影響なんですけれども、年金収入が年額８

０万円以下の方は、保険料自己負担が平均

で月額３８０円、年金収入が年額１６８万

円以下の人は、平均で月額５７０円という

ふうに現在はなっているけれども、この特

例の廃止で、いずれも月額１，１４０円と

いうことになるというような試算もござ

います。大変低所得の方にとって厳しい値

上げやというふうに思います。 

 今、いろいろと激変緩和と言うんですか

ね、それも、すぐに大きな影響は出ないよ

うにということで措置がとられるという

ようなお話でしたけれども、消費税の増税

と相まって、そういう措置がどこまで有効

なのかという問題もありますし、そして、

それは時限的なものですから、ずっとそれ

が続くわけではなく、いずれやっぱりこの

痛みが直接響いてくるということになる

わけですので、ぜひともこの制度について

特例軽減の廃止をしないようにというこ

とを国に求めていただきたいと思います。

これを要望として、質問を終わります。 

○森西正委員長 ほかに質問はございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 以上で質疑を終わりま

す。 

 本日はこれで散会をいたします。 

（午後４時５１分 散会） 
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